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Ⅰ 総括 

この被害の様相は、「大正関東地震タイプの地震」で発生する可能性のある事象を、

阪神・淡路大震災や東日本大震災をはじめ、平成２８年熊本地震や令和６年能登半島

地震1等の被災状況、復旧推移等を踏まえて想定したものである。 

 

被害の様相は、地震による強い揺れの発生状況により異なる。被害数量は、地震の

発生時刻や風速等の違いによるケース別の最小値と最大値で幅を持たせて表記して

いる。 

なお、「○割」は、面的な割合ではなく、人、世帯や電気・ガス等の消費者である需要

家等を母数とした割合を示している。割合の数値は、都県別の最小値と最大値で幅を

持たせて表記している。 

 

この被害の様相は、行政のみならず、個別の施設管理者、民間企業、地域、一人ひと

りの個人が、防災・減災対策を検討する上で、備えるべきことを具体的に確認するため

の材料として作成したものである。 

なお、この被害の様相は、あくまで一つの想定として作成したものであり、実際に「大

正関東地震タイプの地震」が発生した場合に、必ずしもこの被害の様相のとおりの事象

が発生するとは限らないことに留意が必要である。 

  

 
1 この「被害の様相」では、令和６年１月１日１６時１０分に発生した石川県能登地方を震源とする 

Ｍ７．６の地震を指す。 
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１．施設等被害の様相 

 

【発災直後の様相】 

 

■発災直後の状況 

・ 神奈川県の広い範囲や千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範囲で、老朽化した耐震

性の低い木造建物の倒壊、老朽化したビルやマンションの倒壊や中間階の圧潰、急

傾斜地の崩壊等による家屋等の損壊が発生し、多数の要救助者が発生する。 

・ 沿岸及び河川沿い等で、多数の建物が液状化による沈下・傾斜被害を受ける。 

・ 津波により、建物が流される 

・ 津波警報等が発表され、沿岸部では高い場所への避難が行われるものの、死者・

行方不明者が発生する 

・ 同時多発火災が発生する。 

・ 建物の倒壊や屋内での家具等の転倒により、多数の死傷者や生き埋め者（自力脱

出困難者）が発生する。 

・ 多数のビルやマンション等において、膨大な数のエレベーター停止、閉じ込めが発

生する。 

・ ターミナル駅や高層ビルの周辺等において、多くの人が路上に滞留し、膨大な数の

帰宅困難者が発生する。 

 

■ライフライン被害 

・ 電力は、多数の供給側設備が被災し、需要に対し供給力が不足するため、停電が

広範囲で発生する。 

・ 固定電話が、通信ケーブル被害や停電等により、大半で通話できなくなる。 

・ 携帯電話が、伝送路である固定回線の不通等による停波及び輻輳により、ほとん

どかからなくなる。 

・ インターネットは、プロバイダのサービスは継続されるものの、需要家側に通信ケー

ブル被害等がある場合は利用できなくなる。 

・ メールの送受信は可能だが、遅延が発生する。 

・ 上水道が一部で断水する。 

・ 下水道が一部で利用できなくなる。 

・ 都市ガスの供給が停止する。   



 

５ 

 

■交通施設被害 

・ 国道、都県道、市区町村道の多くの箇所で、亀裂や沈下、沿道建築物の倒壊や電

柱の倒壊等が発生し、通行が困難となる。 

・ 高速道路は被災と点検のため、通行止めとなる。 

・ 都心部を中心に渋滞が発生し、通行が麻痺する。 

・ 首都圏の新幹線・ＪＲ在来線、私鉄、地下鉄の全線が不通となる。 

・ 港湾は、非耐震の岸壁が被害を受け機能が停止する。 

・ 羽田空港、成田空港の滑走路が点検等のため一時閉鎖する。 

 

■生活への影響 

・ 倒壊家屋から、住民等が避難所・（広域）避難場所に避難する。また、大規模火災

が発生した地域では、住民等が（広域）避難場所に避難する。避難者を収容しきれ

ない避難所もあり、相当数が空き地や公園等に避難する。 

・ 鉄道に乗車中の人は直近の駅まで誘導され、駅構内にいた利用者とともに駅舎内

に留まる。駅舎のスペースには限りがあり、しばらくその周辺に滞留するが、一時滞

在施設・避難所を求めた移動や帰宅を開始する。 

・ 都心部では帰宅困難者が避難所を訪れることにより、混雑が増長するほか、水・食

料等の応急物資が不足する。 

・ 首都圏のガソリンスタンドの一部が倒壊・損壊等の被害を受けるが、被害がなくて

も、大規模停電の発生地域において営業が困難となる。 

 

■災害応急対策等 

・ 複数の庁舎に損傷が生じ、使用を継続できなくなる。 

・ 指揮命令権者や職員の被災、道路・公共交通機関の被害による参集困難により、

災害応急対策が混乱する。 

・ 緊急交通路や緊急輸送道路等にも徒歩帰宅者があふれ、救命・救急活動、消火活

動、緊急輸送活動等に支障が生じる。 

・ 各機関によりヘリコプターによる被害確認や救命・救急活動、緊急輸送活動が行わ

れるが、被災地内の緊急ヘリポートが、通信途絶に伴う連絡調整の困難等により円

滑に確保できない。 

・ 停電により、都県や市区町村から住民への緊急的な情報伝達に使える通信手段と

しては、主に非常用電源による防災行政無線と緊急速報メール等に限定される。 

・ 停電と通信の途絶、道路渋滞等により、被害状況が把握できない。   
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【発災当日から翌日、２日後の様相】 

 

■被害状況 

・ 膨大な数の自力脱出困難者の救助が間に合わず、時間とともに火災や余震に伴う

建物被害に巻き込まれる等により、生存者が減少する。 

・ 木造住宅密集市街地などを中心に、大規模な延焼火災が発生する。また、停電から

復旧する際、通電火災が発生する。 

・ 地震で地盤が緩み、急傾斜地では余震や降雨によって新たな崩壊の発生や崩壊の

拡大が生じる。 

 

■ライフライン被害 

・ 電力は、供給力の回復が限定的であるため、供給側設備の不具合に起因した停電

はほとんど解消されない。 

・ 翌日以降、電力需要が回復した際、首都中枢機能を確保するため、都心部を除き、

需要抑制が行われる場合がある。 

・ 固定電話やインターネット回線の支障は、停電及び電柱（通信ケーブル）被害等の

影響により、ほとんど解消されない。 

・ 携帯電話の基地局の非常用電源が数時間で停止し、数時間後から翌日にかけて

不通エリアが最大となる。 

・ 上水道の管路や浄水場等の復旧は限定的である。 

・ 下水道の管路や処理場等の復旧は限定的である。下水道の一部では利用できない

状況が続き、避難所等では大量のマンホールトイレ、仮設トイレ等が必要となる。 

・ ガスの供給は、一般需要家への供給停止が継続する。 

 

■交通施設被害 

・ 一般国道等の緊急輸送道路について道路啓開が開始されるが、主要な路線が緊

急輸送に使えるようになるまでに１～２日程度かかる。一部の緊急輸送道路では不

通箇所が残る。 

・ 主要な幹線道路、環状七号線内側では交通規制が行われるが、一般車両の誘導・

放置車両の排除に時間を要する。道路啓開の進捗状況によっては、更に遅れる場

合もある。 

・ 高速道路は一般車両の誘導、仮復旧などが行われるが、緊急通行車両等が通行

できる状況になるまで１日程度かかる。 

・ 新幹線・ＪＲ在来線、私鉄、地下鉄は不通のままである。自宅で被災した従業者は

事業所に向かうことができない。 

・ 港湾施設では、港湾施設の復旧、荷役作業の体制の確保等が始まる。 

・ 羽田空港・成田空港では、点検後、当日から翌日にかけて順次運航を再開する。ま

た、救急・救命活動、緊急輸送物資・人員等輸送の運用が行われる。 
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■生活への影響 

・ 避難所において食料・救援物資等が不足する。被災者からは、古着を含む衣類のニ

ーズが高まる。 

・ 避難所等で、特設公衆電話、移動用無線基地局車の配備等による限定的な通信確

保が進められる。 

・ エレベーターの停止により、高層マンションやビル等での生活、業務が困難となる。 

・ 上下水道の支障により、飲料水の入手や水洗トイレの使用が困難な状況が継続す

る。 

・ 食料・飲料水の供給は、家庭備蓄と都県・市区町村の公的備蓄で対応するが、物資

が大幅に不足する避難所が発生する。 

・ 避難者のいる場所・人数等の情報把握に時間を要し、都県・市区町村の食料・飲料

水の備蓄からの配給が十分に行き届かないところがある。 

・ 非常用電源の燃料がある施設でも、燃料の供給が滞るため、電力供給の再開時期

によっては停電する。 

・ 食料品店やコンビニエンスストアの商品は、その日のうちに売り切れる。 

・ 本社機能等が被災した企業の活動が停滞し、被災地内の物資不足だけでなく、被

災地外における生産・物流機能が低下する。 

・ 停電によりキャッシュレス決済が使用できなくなり、決済に現金しか使えなくなるなど

の混乱が生じる 

 

■災害応急対策等 

・ 被災状況の全体像を把握するため、各機関がヘリコプターによる上空からの調査を

実施する。 

・ 市街地大火となった地域では、鎮火するまでの１～２日程度、救助隊が近づけず人

的被害が拡大する。 

・ 道路閉塞や渋滞、火災等により、災害対応要員の移動にも支障が生じ、避難者の

いる場所・人数、救援物資の内容・必要量の確認が十分にできない。 

・ 道路啓開作業及び渋滞により、他地域からの救援活動のための自動車の乗入れは

限られ、早くても発災の翌日以降となる。 

・ 中枢機能を支えるエリアや施設等をカバーする主要交換機では、非常用電源が稼

働するため、通信が確保される。 

・ 病院等も停電の影響を受けるため、非常用電源が配備されている施設以外は治療

が困難となる。 

・ 多数の遺体の身元確認が、外国人や地方からの就労・就学者（住民登録を行って

いない者を含む。）、旅行者・出張者等により困難となる。 
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【３日後の様相】 

 

■ライフライン被害 

・ 渋滞等により移動の制約がある一方で、域外からの復旧支援が本格化する。 

・ 電力は、供給力の回復が限定的であるため、供給側設備の不具合に起因した停電

はほとんど解消されない。 

・ 電力需要の回復により、計画停電を含む需要抑制が行われる場合がある。 

・ 固定電話やインターネット回線の支障は、停電及び電柱（通信ケーブル）被害等の

影響により、ほとんど解消されない。 

・ 上水道は、浄水場の運転が再開するが、管路の復旧が進まず、一部で利用できな

い状況が継続する。 

・ 下水道は、処理場の運転が再開するが、管路の復旧状況により、一部で利用でき

ない状況が継続する。 

・ 都市ガスは復旧が徐々に進むが、多くが供給停止したままである。 

 

■交通施設被害 

・ 高速道路は、緊急交通路として緊急通行車両等のみ通行が可能となる。 

・ 直轄国道等は、一部で不通区間が残るが、緊急輸送道路がおおむね啓開される。 

・ 主要な幹線道路、環状七号線内側の交通規制が継続されるが、通行可能な車両

の範囲が徐々に拡大される。 

・ 新幹線・ＪＲ在来線、私鉄、地下鉄は不通のままである。避難所の不足等から被災

地外に移動したい被災者が多く存在するが、ほとんど移動できない。 

・ 優先的に啓開した港湾で入港が可能となり、緊急輸送が始まる。 

 

■生活への影響 

・ 在宅者が、食料・物資の不足や断水の継続、エレベーターの停止等の理由から避

難所に移動し始める。 

・ 被災者からは、温かい汁物や、副菜のニーズのほか、水道・ガス等のライフラインの

復旧に伴い、調理が必要な加工食品のニーズが高まる。 

・ ガソリンスタンドの営業困難（停電でポンプが使用できない状態を含む。）が続き、

緊急通行車両等への効率的な給油ができず、物資輸送等に支障が発生する。 

・ 燃料が不足し、非常用発電、工場の稼働等に支障をきたす。 

・ 仮設トイレの設置不足、し尿収集・運搬体制の不足が生じ、衛生状態が悪化する。 

・ 停電や物資不足等の継続に伴い、地域によっては社会不安が生じる。   
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【１週間後の様相】 

 

■ライフライン被害 

・ 電力は、供給力の回復が限定的であるため、供給側設備の不具合に起因した停電

はほとんど解消されない。 

・ 計画停電を含む需要抑制が行われる場合がある。 

・ 固定電話やインターネット回線の支障は、停電の影響が続く地域では解消が進まな

い。一方、電柱（通信ケーブル）被害等に起因した支障は大部分が解消される。 

・ 計画停電によって停電するエリアで、固定電話・携帯電話の交換機・基地局が停電

し、通話支障が発生する場合がある。 

・ 上水道の管路の復旧が徐々に進み、断水が徐々に解消されていく。 

・ 下水道の管路の復旧が徐々に進み、利用支障が徐々に解消されていく。 

・ 都市ガスの復旧が応援により加速するが、供給が解消される需要家は限られる。 

 

■交通施設被害 

・ 高速道路・直轄国道等の一部で交通規制が解除される。 

・ 新幹線の全線及び地下鉄の一部路線が復旧する。 

・ ＪＲ在来線、私鉄の一部は運行を始めるが、被災した多くの箇所は不通のままであ

る。バスによる代替輸送が開始されるが、需要を賄いきれない。 

 

■生活への影響 

・ 断水・停電等の影響もあり、在宅者が避難所に移動することにより、避難所避難者

数が増加する。 

・ 多数の避難者が避難所での生活を送るようになり、日数が経過するにつれ、食料や

救援物資の配給ルールや場所取り等で避難者同士のトラブルが発生する。 

・ 自宅での生活が可能になる被災者を中心に、生活雑貨のニーズが高まる。また、自

炊が可能になるとともに、生鮮食料品のニーズが高まる。 

・ 自治体間や避難所間で、食事の配給回数やメニュー、救援物資の充実度等にばら

つきや差が生じ始める。 

・ 指定避難所以外の避難所が多数発生し、状況の把握が困難になるほか、支援が十

分に行きわたらない避難所が発生する。 

・ 居住地域に住むことができなくなった人が、遠隔地の身寄りや他地域の公営住宅

等に広域的に避難する。 

・ 被害が小さい製油所での安全確認が終了し、再稼働が始まる。一方、被害が大き

い製油所等は引き続き停止している。 

・ 災害廃棄物等の腐敗等による悪臭・衛生状態の悪化による二次災害の可能性が

生じる。 
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・ 遺体の安置場所、棺、ドライアイスが不足し、夏季の場合、遺体の腐乱等による衛

生上の問題が発生する。また、火葬場の被災、燃料不足等により火葬が困難とな

り、衛生上の問題から土葬が必要となるが、都市部では土葬の可能な場所が限定

されること等から、遺体の処理が困難となる。 

・ 通勤できない人も多く、水や電気等の不足、設備の復旧等に時間を要することによ

り、企業活動が地震前の状況には戻らない。 
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2．経済的被害の様相 

事業所等の施設・設備の被害や人的被害、電力等のライフライン施設の被害によ

り、生産やサービス活動の低下に被害が波及していく。 

東日本大震災をはじめ、平成２８年熊本地震や令和６年能登半島地震等の我が

国で発生した既往地震の被害事象等を参考に、「大正関東地震タイプの地震」が発

生した際、建物や資産等の被害、生産・サービス低下等による被害が時間的・空間

的に波及拡大する様相を以下に示す。 

ただし、これらの事象のほかにも様々な被害事象が発生する可能性がある。 

 

■神奈川県や千葉県南部を中心とした甚大な被害の発生 

神奈川県の広い範囲のほか、千葉県南部（東京湾内の工業地帯や、より南部の

農林産業中心の地域）、東京都の湾岸部等で震度６強以上の揺れが観測され、建物

や資産、土地、交通施設等のインフラ・ライフライン等が著しく損壊する。 

インフラ・ライフラインには、例えば工業用水の提供のためにはポンプ稼働用の電

力が必要であるが、電力もまた設備冷却等に工業用水を必要とするといった相互依

存関係がある。このため、一度著しく損壊すると復旧に多大な時間やコストを要する

ことで復旧が遅滞し、物的被害のみならず経済的にも被害が拡大する可能性がある。 

特に神奈川県は、横浜市、川崎市の中心部（横浜駅や川崎駅周辺部）のほか、相

模平野一帯で震度６強以上されているほか、大規模な津波が相模湾や千葉県南部

を襲うことから、阪神・淡路大震災や東日本大震災の被害を上回る被害を生じる可

能性がある。 

 

■神奈川県を中心とした被災に伴う全国・海外への波及拡大 

神奈川県において甚大な被害が発生し、東京都湾岸部や千葉県南部においても

被害が発生する。 

神奈川県は、様々な製造業の拠点となっているほか、サービス業も集積している。

また、東京都のベッドダウンとして多くの住民が住んでいる。 

大規模な地震が発生した場合、神奈川県における製造業やサービス業の停止、東

京都に通っている従業員の被災・避難等により、首都圏の産業活動が停滞し、その

影響は全国に波及する可能性がある。東京都の湾岸部や千葉県の湾岸部の工業地

帯の被害も、影響は全国的に波及する可能性がある。   
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■主要港湾被災による海外からの食品輸入の停滞に伴う被災地内外への波及拡大 

震度６強が想定される横浜港、川崎港は、国内における食品輸入の主要港2であ

るため、これらの港湾が被災し、早期に代替輸送港を確保できずに海外からの食品

の輸入が滞ると、首都圏ひいては全国的に食品価格の上昇をもたらし、市民生活に

影響が生じる可能性がある。 

 

■東海道の寸断による被害の拡大 

首都圏と中京圏・大阪圏を結ぶ最短ルートである東名高速道路や東海道新幹線

が神奈川県及び静岡県東部で利用できなくなる。この場合、神奈川県―静岡県東部

の東名高速道路や東海道新幹線を迂回する人流・物流ルートを利用する必要が生

じる。このため、これらの幹線が復旧するまでの間、迂回や混雑に伴う効率の低下や

運送費用の増加に伴い、燃料、素材、重要部品、食料品、生活必需品の調達費用が

上昇し、生産活動の低下や市民生活に影響をもたらす。また、国内でも有数の港湾

である横浜港、川崎港の被災により、輸出入の取止めによる機会損失、代替輸送に

よる時間損失やコスト負担が生じる。 

 

■復旧・復興の影響 

被災地外に疎開した人口が回復しないことや日本に居住している外国人の帰国・

国外移転により、被災した各地域・各産業の復旧・復興に必要な担い手が不足し、復

旧・復興が遅れる。被災者の生活再建に時間を要すると、企業による早期の本格的

な事業再開が見込めず、経済活動の低下が長期化し、影響が拡大することや、更な

る人口流出につながる。 

  

 
2 財務省貿易統計の「（０ 食料品及び動物）合計」の輸入量（２０２３年）を税関別にみると、横浜

港、川崎港の輸入量合計は、全国計の２０％弱を占める。 
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Ⅱ 項目別の被害の様相 

 

この被害の様相は、阪神・淡路大震災や東日本大震災をはじめ、平成２８年熊本地

震や令和６年能登半島地震等、我が国で発生した大規模な地震による被害状況や復

旧状況等を踏まえ、「大正関東地震タイプの地震」後に発生する可能性のある事象につ

いて、一定の仮定を置いた上で項目別に幅広く記載したものである。 

なお、この被害の様相はあくまで一つの想定として作成したものであり、実際に「大正

関東地震タイプの地震」が発生した場合に、必ずしもこの被害の様相のとおりの事象が

発生するとは限らないことに留意が必要である。 

 

■被害の様相の項目一覧 

1. 建物被害 

1.1 建物被害 

1.2 火災の発生 

 

2. 屋外転倒物、落下物 

 

3. 人的被害 

3.9 災害関連死 

 

4. ライフライン被害 

4.1 上水道 

4.2 下水道 

4.3 電力 

4.4 情報通信（電話、インターネット等） 

4.5 ガス（都市ガス） 

 

5. 交通施設被害 

5.1 道路（高速道路、一般道路） 

5.2 鉄道 

5.3 港湾 

5.4 空港 

 

6. 生活への影響 

6.1 避難者 

6.2 帰宅困難者 

6.3 物資 

6.4 医療機能 

6.5 福祉機能 

6.6 保健衛生、感染症、遺体への対応等 

6.7 各種生活サービス（公共交通機関、教育、 

子育て等） 

  

7. 災害廃棄物等 

7.1 災害廃棄物等 

 

8. その他の被害 

8.1 エレベーター内閉じ込め 

8.2 長周期地震動による高層ビル等への影響 

8.3 道路閉塞 

8.4 道路上の自動車への落石・崩土 

8.5 交通人的被害（道路） 

8.6 交通人的被害（鉄道） 

8.7 要配慮者 

8.8 造成宅地 

8.9 危険物・コンビナート施設 

8.10 大規模集客施設等 

8.11 地下街・ターミナル駅 

8.12 文化財 

8.13 孤立する可能性のある集落 

8.14 堰堤・農業用ため池等の決壊 

8.15 海岸保全施設・河川管理施設の沈下等 

8.16 複合災害（複数の自然災害の同時発生） 

8.17 治安 

8.18 行政の災害応急対策等への影響 

 

９. 経済的な被害 

9.1 経済的な被害（民間部門） 

9.2 経済的な被害（準公共・公共部門） 
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■ 構成 
 

 枠内に、阪神・淡路大震災や東日本大震災をはじめ、平成２８年熊本地震や令和

６年能登半島地震等の我が国で発生した大規模地震による被害状況や復旧状況

を踏まえた【被害様相】を記載した。 

 【更に厳しい被害様相】として、上記で想定した【被害様相】よりも厳しい被害の様

相を記載した。 

 【主な防災・減災対策】として、上記で想定した【被害様相】、【更に厳しい被害様

相】から考えられる、被害の最小化やできるだけ早い復旧の対策等を記載した。 

 「都心南部直下地震」における被害様相とは別に、相模トラフ沿いの地震のため、

内陸に震源がある「都心南部直下地震」と震源域が異なり、神奈川県・千葉県南

部等で大きな揺れが発生し、津波による被害が想定される「大正関東地震タイプ

の地震」の被害様相を示すことで、適切な防災・減災対策を促すことを目的とす

る。 

 
■ 前提条件（想定シーン） 
 

建物被害及び人的被害の想定では、想定される被害が異なる特徴的なシーンとし

て、季節・時刻は「冬・深夜」、「夏・昼」、「冬・夕方」の３ケース、風速は「毎秒３ｍ」、「毎

秒８ｍ」の２ケース、計６ケースを対象として推計を行った。 

ライフライン被害、交通施設被害及びそれらを起因として波及する生活への影響の被

害想定では、最も被害の大きい「冬・夕方、風速毎秒８ｍ」を対象として推計を行った。 

この資料では、これらのケースを前提に、被害の様相について各地域での最大規模

の被害をイメージして記述しており、被害数値は最小と最大の値で幅を持たせて表記し

ている。 

また、この被害の様相における復旧の想定は、基本的に阪神・淡路大震災や東日本

大震災をはじめ、平成２８年熊本地震や令和６年能登半島地震等の実績をベースに記

述している。このため、都区部での道路交通マヒの影響を十分に反映できていないた

め、復旧期間は大幅に延びる可能性がある。 

なお、この被害の様相は、あくまで一つの想定として作成するものであり、「大正関東

地震タイプの地震」が実際に発生した場合に、必ずしもこの被害の様相のとおりの事象

が発生するとは限らないことに留意が必要である。 
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番号 区分 

1.1 建物被害 

 

■被害様相 

地震発生直後 

揺れによる被害 ・ 震度６弱以上の揺れが発生する地域の老朽化した耐震性の

低い建物を中心に約１４万棟が全壊する。 

・ また、震度５強以上の揺れが発生する地域の老朽化した耐震

性の低い建物を中心に、非木造のビルやマンションを含めて、

最大約３３万棟で半壊被害が生じる。 

－老朽化した耐震性の低い木造建物が倒壊する。他方で、

耐震改修・補強を行った建物や耐震性を有する建物で

は、被害が抑制される。 

－老朽化した耐震性の低い非木造のビルやマンションにおい

ても倒壊や中間階の圧潰が発生する。 

－主に地盤が軟弱な（地震による揺れが増幅されやすい）地域

等で、杭基礎を有する建築物において、地震時に杭が損傷

する可能性がある。 

－半壊や一部損壊の被害が生じた建物は、次に発生する地震

によって被害が拡大する可能性もある中で、居住継続・事

業継続が困難となる。 

液状化による被

害 

・ 主に湾岸の埋立地及び河川沿いの液状化しやすい地盤の地

域で、木造を中心に建物が沈下・傾斜被害を受けて約２万棟

が全壊、約１６万棟が半壊し、居住継続が困難となる。また、

液状化に伴い、側方流動が発生する。 

急傾斜地崩壊に

よる被害 

・ 地震に伴う急傾斜地の崩壊により、約１,３００棟が全壊、 

約 2,6００棟が半壊する。 

津波による被害 ・ 津波により神奈川県・静岡県の沿岸で約２,０００棟が全壊す

る。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○影響の波及 

・ 老朽化した耐震性の低い木造建物や非木造のビル等が多数倒壊し、地域の生活

道路や路地等が塞がれると、その範囲の住民の避難や救出・救助部隊の活動、消

火活動の実施、障害物の撤去活動等あらゆる応急対応が困難となる。   
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■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 建物の耐震化 

・ 地盤改良、杭補強等の液状化対策 

・ 液状化マップの作成・公表 

・ 土砂災害対策 

・ 津波対策を特に講ずべき施設（行政関連施設、学校、社会福祉施設、医療施設

等）の耐浪化、配置の見直し 

・ 津波リスクを考慮した土地利用計画の策定 

・ 海岸保全施設の整備等 

○応急・復旧対策 

・ 全国からの応急危険度判定士、宅地危険度判定士等の要員、資機材の確保 

・ 地籍調査を実施の上、地籍図等をデジタル管理して分野を超えて統合的に運用可

能にする 

・ 区分所有法で定める建替え決議規定等の緩和 
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番号 区分 

1.2 火災の発生 

 

■被害様相 

地震発生直後 

同 時 多 発 火 災

の発生 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、揺れや液状化、急傾斜

地崩壊等に伴い倒壊した建物からの出火が多数発生する。 

・ 倒壊した家屋、工場や店舗等の火気、燃料等から 

最大約１，０００か所で同時出火する。 

－主な原因は火気器具（石油ストーブ、石油ファンヒーター、

ガスコンロ、ガスストーブ）や電熱器具（電気ストーブ、電

気コンロ、電気トースター、白熱スタンド、熱帯魚用ヒータ

ー）の転倒等（対震自動消火装置が不良・故障等の場合）

による。 

－太陽光発電システムの損傷も、出火要因となる。 

・ 住民等による初期消火活動や消防活動により多くが消火され

るが、最大３００か所で木造建物からの延焼火点が残り、消防

隊の消火活動及び焼け止まりによる鎮圧まで１～２日間火災

が継続する。 

－断水や建物倒壊により消防水利が活用できない場合には、

消火活動の支障となる。3 

延焼火災による

被害拡大 

・ 木造住宅密集市街地などを中心に、住民による初期消火等

で消火しきれなかったものが大規模な延焼火災となり、 

最大約２５万棟が焼失する。 

・ 火災旋風が発生し、延焼範囲が拡大する可能性もある。 

津波による被害 ・ 津波により漂流するがれきからの出火、浸水による車両等か

らの出火によって、津波火災が約１０件発生する。 

・ そのほか、流出した屋外タンクからのオイル、ガスボンベや、が

れきなどの可燃物が燃えたまま津波に乗って漂流し、延焼が

拡大する。 

・ 津波警報等発表時、津波による浸水が想定される区域では、

消火活動が制限され、延焼範囲が拡大する可能性もある。   

 
3 令和６年能登半島地震では、地震に伴う断水により消火栓が使用できず、建物倒壊により一部

の防火水槽が使用できなかった。 
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火 災 によ る （ 広

域）避難場所等

への避難 

・ 大規模な延焼火災となった地域で、火災を避けるために多数

の住民等が（広域）避難場所等へ避難する。 

・ 延焼が拡大している地域では、住民が（広域）避難場所で宿

泊する。 

沿道の火災によ

る通行困難 

・ 市街地内で沿道の火災により通行が困難となり、消火活動や

救助・救急活動に支障が生じる。 

・ 幹線道路の近傍で大規模火災が発生し、輻射熱等により道

路の歩行が困難となる。 

 

おおむね１日後～数日後 

二次的な要因に

よる出火 

・ 通電時の電気機器や電気配線のショート等による通電火災

が発生する。 

－感震ブレーカー等の電気火災対策により、電気に起因する

出火やそれに伴う周辺建物の焼失が抑制される。 

（ 広 域 ） 避 難 場

所等から避難所

等への避難 

・ 火災が鎮火した後、（広域）避難場所から自宅及び避難所等

へ移動する。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○災害応急対策の困難 

・ 相模湾沿いに広範に連担している木造住宅密集市街地の延焼火災が大規模化

し、消火隊による消火活動が困難となるほか、川崎市、横浜市等の市街地部でも火

災が多発する。 

○被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 初期消火活動中に住民が火災に巻き込まれ被災する。 

・ （広域）避難場所への移動時に誘導等がない場合、混乱が拡大する。 

・ 延焼による避難困難（逃げ惑い）により火災に巻き込まれ被災する。 

・ 火災旋風により屋外で移動中の人が多数焼死する。 

・ 東京湾沿岸等の危険物施設等において火災により爆発や有毒ガス等が発生する。   



 

１９ 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 電熱器具等からの出火を防止する感震ブレーカー等の設置、安全な器具等への買

い替え等の出火防止対策 

・ 建物の不燃化、木造住宅密集市街地の解消 

・ 大規模な延焼火災の発生が懸念される地域において、道路・公園等のオープンスペ

ースの確保の推進 

○応急・復旧対策 

・ 家庭用消火器等の消火資機材保有率の向上、消火訓練の実施、家具類の転倒・

落下防止等の消火活動を可能とする空間の確保等による初期消火成功率の向上 

・ 消防の広域化・救急救命体制の整備・充実等による常備消防力の強化 

・ 緊急消防援助隊の充実強化による広域消防応援体制の整備と迅速な投入 

・ 女性等を含む消防団員の確保、消防団の装備や訓練の充実、自主防災組織等と

の連携強化等による地域の総合防災力の充実強化 

  



 

２０ 

 

番号 区分 

2 屋外転倒物、落下物 

 

■被害様相 

地震発生直後 

ブロック塀・自動

販 売 機 等 の 転

倒 

・ 住宅地に多く設置されているブロック塀や石塀等が 

約５.９万件転倒する。 

・ 市街地に多く設置されている自動販売機が約７.７万件転倒

する。 

屋外落下物 ・ 中高層建物が多く分布する地域を中心に、窓ガラス、壁面タ

イル、看板等が落下する。こうした屋外落下物が発生する建

物数は約２.８万棟に上る。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 屋外転倒物・落下物の発生防止対策 

・ ブロック塀の耐震診断の義務化とそれに伴う除去・改修の促進 

  



 

２１ 

 

番号 区分 

3 人的被害 

 

■被害様相 

地震発生直後 

建物倒壊等によ

る被害 

・ 老朽化した耐震性の低い木造建物を中心に、揺れによる建

物の倒壊等により、最大約８,９００人の死者が発生する。な

お、深夜の場合は、自宅等で就寝中に被災する人が多く、被

害が最大となる。 

－自宅や職場等で、老朽化した耐震性の低い木造建物が倒

壊し、下敷きになり死傷する。 

－自宅や職場等で、ビルやマンションの中間階の圧潰や建物

の倒壊により、下敷きになり死傷する。 

・ 高層オフィスビルやタワーマンション等が建物被害を受けた場

合、滞留人数が多いため、死傷者が集中的に発生する。 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、要救助者の現場がさら

に広範囲に点在するため、救助活動が追い付かず７２時間

以内に救助できずに死亡する要救助者が多数発生する。 

津波による被害 ・ 津波により千葉県・神奈川県・静岡県の沿岸で 

最大約４,４００人が死亡する。 

・ 倒壊した建物に閉じ込められた人が津波から避難できず死

傷する。 

・ 津波火災が津波からの避難場所・避難ビルへ漂着して着火・

延焼し、避難空間を脅かすことで、津波からの避難者が火災

に巻き込まれて死傷する。 

・ 堤外地等では、浸水が発生し、港湾における就労者、来訪者

等が避難を要する。 

急傾斜地崩壊に

よる被害 

・ 地震に伴う急傾斜地の崩壊により家屋の倒壊や土砂による

生き埋め等が発生し、最大約１００人の死者が発生する。 

火災による被害 ・ 出火家屋からの逃げ遅れ、倒壊し延焼被害を受けた家屋内

での閉じ込め、延焼拡大時の屋外での逃げ惑いにより、 

最大約１.３万人の死者が発生する。 

・ 集合住宅や高層ビル、地下街等で煙に巻かれて死傷する。 

・ 多くの人が集まる場所（避難場所等）で火災旋風が発生した

場合は、死傷者が大幅に増加する。   



 

２２ 

 

ブロック塀・自動

販売機の転倒、

屋外落下物によ

る被害 

・ 屋外転倒物や屋外落下物により、最大約２００人の死者が発

生する。 

－外壁パネルやコンクリート片が直撃し死傷する。 

－ブロック塀やレンガ塀、石塀が倒れて下敷きとなり死傷す

る。 

－街路樹や電柱、自動販売機等の転倒に巻き込まれて死傷す

る。 

－落下した屋根瓦が直撃し死傷する。 

－ビルの看板や窓ガラスが直撃し死傷する。 

屋 内 収 容 物 移

動 ・ 転 倒 、 屋 内

落下物による被

害 

・ 屋内において、固定していない家具等の移動や転倒、その他

の落下物により、最大約１,０００人の死者が発生する。 

－自宅や職場等で、家具や什器が転倒し、その下敷きとなり死

傷する。 

－自宅や職場等で、本棚や食器棚等から内容物の飛散、窓ガ

ラス等の飛散により負傷する。 

－自宅や職場等で、熱湯の入ったやかんやストーブ等が転倒

して負傷（熱傷）する。 

－商店等で、看板や展示物が落下・転倒し下敷きとなり死傷

する。 

－体育館や屋内プール、集会場等で、吊り天井等が落下し下

敷きとなり死傷する。 

揺れによる建物

被害に伴う要救

助者（自力脱出

困難者） 

・ 揺れによる建物倒壊等により閉じ込め被害が発生し、救助を

要する人が最大約４．６万人発生する。さらに、倒壊した建物

に閉じ込められた人は火災から避難できずに死傷する。 

・ 家族・近隣住民等により救助活動が行われるものの、重機等

の資機材や専門技術を有する警察・消防・自衛隊等による救

助活動が必要となる。 

域内の救命・救

助 活 動 主 体 の

不足 

・ 発災直後は、現場周辺の住民、警察、消防等により、救命救

助活動が行われる。 

・ 救命・救助のための優先啓開ルートの啓開に１～２日程度を

要し、発災直後は域外から道路を使っての救助部隊の移動

が限定的となる。 

膨大な数の要救

助者を搬送する

救急車の不足 

・ 発災直後から膨大な人数の負傷者が発生するが、病院に搬

送するための救急車の台数が不足する。 

・ 病院等への搬送ルートも被災や交通渋滞等により搬送に時

間を要し、病院等への搬送後に救助現場に戻れる救急車数

がさらに不足する。 



 

２３ 

 

ヘリコプター等

の活動調整 

・ ヘリコプターのピストン輸送により被災地域外からの救命救

助部隊が被災地の応援に駆けつける。 

・ 被災地内の通信の途絶等に伴い、被災地内の緊急ヘリポー

トの設定、連絡調整に時間を要する。 

・ 一部のヘリポート適地で多数の避難者、帰宅困難者等が滞

留する等、ヘリコプターが着陸できない。 

 

おおむね１日後～数日後 

揺れによる建物

被害に伴う要救

助者（自力脱出

困難者） 

・ 膨大な数の救助件数になるとともに、被災地で活動できる実

動部隊数にも限界があるため、救助活動が間に合わず、時

間とともに生存者が減少する。 

・ 倒壊した建物から救出された人でも、挫滅症候群により死亡

する人が発生する。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○より厳しい環境下での被害発生 

・ 夜間に発災した場合、域外からの車両やヘリコプター・航空機等による救助部隊や

救急部隊の投入が遅延する。また、停電で照明が不足し、夜間の救助活動に支障

が生じる。 

○災害応急対策の困難 

・ 都心部が震度６強の強い揺れとなり、膨大な数の要救助者を広域医療搬送する必

要が発生すると、救助活動が追い付かず７２時間以内に救助できずに死亡する要

救助者が多数発生する。   



 

２４ 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 建物の耐震化 

・ 部分的な耐震化による安全空間の確保 

・ 家具等の固定、ガラス飛散防止対策 

・ ハザードマップ等の整備 

・ 土砂災害対策 

・ 屋外転倒物・落下物の発生防止対策 

・ 電熱器具等からの出火を防止する感震ブレーカー等の設置、安全な器具等への買

い替え等の出火防止対策 

・ 建物の不燃化、木造住宅密集市街地の解消 

・ 避難訓練の実施 

・ 防災行政無線など防災情報通信ネットワークの整備 

・ 緊急地震速報の利活用や技術改善等 

・ 早期避難の阻害要因（災害情報の未伝達、避難経路の障害等）の排除 

・ 津波警報等の利活用や技術改善等 

・ 海岸保全施設の整備等 

○応急・復旧対策 

・ 救急・救助体制の構築、救急救命活動拠点の確保 

・ 家庭用消火器等の消火資機材保有率の向上、消火訓練の実施、家具類の転倒・

落下防止等の消火活動を可能とする空間の確保等による初期消火成功率の向上 

・ 消防の広域化・救急救命体制の整備・充実等による常備消防力の強化 

・ 救助資機材・車両の整備等の緊急消防援助隊の充実強化による広域消防応援体

制の整備と迅速な投入 

・ 女性等を含む消防団員の確保、消防団の装備や訓練の充実、自主防災組織等と

の連携強化等による地域の総合防災力の充実強化 

・ 資機材の確保や訓練、活動要領の策定等による船舶を活用した医療提供体制の

構築 

  



 

２５ 

 

番号 区分 項目 

3.9 人的被害 災害関連死 
 

■被害様相 

★災害関連死の発生要因は多岐にわたるが、①被災やその後の避難行動、避難生活

に伴う心身の負担、②要配慮者への生活上必要な支援の不足（看護や介護といった

ケアの連続性の途絶（発災前と同様の形で受けられなくなること）や、医療へのアクセ

スの断絶）によるところが大きい。 

※東日本大震災発生時の福島県では、原子力災害による避難に伴って災害関連死が

増加した可能性があると指摘されている4。同様の広域避難は原子力災害に限らず、

ライフライン被害長期化等によっても生じる可能性があることから、被害の様相の中

では、首都直下地震でも起こりえる状況として、東日本大震災の際に福島県におい

て生じた状況も積極的に踏まえることとした。 

 

地震発生直後 

地震・津波に伴

うショック・スト

レス 

・ 巨大な地震や津波に遭遇したことで、強いショック・ストレスに

暴露され、体力的・精神的な負担に伴って死亡する5。 

・ 地震・津波に伴って負傷した人が、その後容体が悪化して死

亡する。 

・ 津波や火災からの急激な避難行動に伴って、心身に負荷が生

じて死亡する。 

津 波 に よ る 低

体温症 

・ 津波に巻き込まれ、水に濡れた状態が長時間続くことで低体

温症になり、その後の死亡リスクが高まる。 

屋 外 で の 長 時

間 避 難 に 伴 う

熱中症・低体温

症、疲労等 

・ 避難場所までの距離が遠いことや、避難場所に雨風をしのげ

る場所がないことに伴い、夏季の暑さや冬季の寒さに伴って、

熱中症や低体温症となり死亡する。 

・ 避難した際に想定していたよりも広い範囲が浸水したり、避難

場所周辺で津波火災が発生したりすることで、二次避難が必

要となり、体力的な負担に伴って死亡する。 

 
4 例えば、福島県南相馬市の老人ホームを対象とした研究では、緊急の避難を行うことによる余命

の損失は、結果的にその場所にとどまった場合の放射線被ばくによる余命の損失の４００倍であっ

たことが報告されている（Ｍｕｒａｋａｍｉ，ｅｔ ａｌ．（２０１５））。中長期的な影響についても、例えば相

馬市と南相馬市の４０～７０代を対象とした調査では、災害に関連した糖尿病の増加による余命

損失が放射線被ばくによる余命損失の少なくとも約３０倍に上る（Ｍｕｒａｋａｍｉ，ｅｔ ａｌ． 

（２０１７））など、原子力災害に限定されない大規模災害に伴う影響が十分にみられると考えられ

る。 
5 平成２８年熊本地震では、震度７の揺れに複数回襲われた等の状況下で、災害関連死に至った

原因に「地震のショック、余震への恐怖による肉体的・精神的負担」を挙げられた者が災害関連死

者全体の４割程度に上った。 



 

２６ 

 

初 期 治 療 の遅

延 

・ 医療機関における甚大な被災による医療体制のひっ迫によ

り、負傷者への初期治療が遅延し死亡する。 

日 常 的 な 治 療

の困難 

・ 人工心臓や生命維持装置の電気を必要とする医療器具が、

長期にわたる停電により停止し死亡する。 

・ 人工呼吸器等の酸素ボンベの不足により、吸入患者が死亡す

る。 

・ 地震発生直後の病院の被害、停電・断水等ライフライン被害

が継続し、必要な医療措置（たん吸引、点適等）を継続できず

に患者が死亡する。 

 

おおむね１日後～ 

避 難 所 等 の劣

悪 な 生 活 環 境

による心身の健

康被害6 

・ 車中避難や定員オーバーの避難所等、狭い・劣悪な生活空

間で生活を続けた結果、静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症

候群）の発症7や、体力的・精神的な負担に伴って死亡する。 

・ 高齢者等が、トイレに行く回数を減らすために水分を取らず、

脱水症状等により死亡する。 

・ 避難所生活等の強いストレスから、慢性的な疾患の悪化等に

より死亡する。 

・ 多数の避難者が共同生活を送る中で、新型コロナウイルス感

染症・インフルエンザ等の感染症が蔓延し、重症化して死亡

する。 

・ 医薬品が不足し、常用薬を必要とする有病者の体調が悪化

し死亡する。 

・ 医薬品以外にも必要物資（食料や着替え等）が不足し、生活

の質・衛生環境の悪化につながり、体力的・精神的な負担に伴

って死亡する。   

 
6 平成２８年熊本地震での災害関連死については、震災前から自宅におりそのまま自宅滞在中に

死亡するケースが最も多く、全体の約４割を占めた（熊本県（２０１８））。山崎・奥村（２０２２）はこ

れについて、自宅滞在者は病院や介護施設、避難所の滞在者と比べて、家族以外の他者の目が

行き届かないため、心身の不調を早期に発見して適切な処置を行うことが難しい可能性を指摘し

ている。避難所等の滞在者のみならず、在宅の要配慮者等の生活環境にも留意する必要がある。 
7 東日本大震災の避難所１５０か所について、米国・ＣＤＣの避難所環境保健表に基づいて避難所

環境をスコア化すると、深部静脈血栓症の陽性率と逆相関が認められた（２０１４年版 災害時循

環器疾患の予防・管理に関するガイドライン）。なお、肺塞栓症（エコノミークラス症候群）は女性、

妊婦、乳幼児の発症リスクが高く、特に、トイレ環境を理由に水分を控えると発症リスクが上がる。 



 

２７ 

 

遠距離の避難・

移動の負荷8 

・ 入院患者や寝たきりの高齢者等が、津波の浸水地域やライフ

ラインが途絶した地域から、長時間の避難をせざるを得なくな

り、移動中や移動後に病状が悪化し死亡する。 

・ 広域避難が必要となった者は繰り返しの長時間移動を強いら

れるため、特に体力的な負担が大きく、移動中や移動後に病

状が悪化し死亡する9。 

猛 暑 に よ る 熱

中 症 や 冬 季 の

低 体 温 症 等 に

よる死亡 

・ 夏季の避難所での生活や、炎天下での救助・救出、がれき撤

去等の作業中に熱中症となったり心身への負荷が高まったり

して死亡する可能性がある。停電に伴って空調が停止してい

る場合はさらにリスクが高まる。 

・ 冬季においても、停電に伴って暖房器具が使用できない場

合、低体温症となったり心身への負荷が高まったりして死亡す

る可能性がある。 

要 配 慮 者 を 中

心に、生活上必

要 な 支 援 を 受

けられずに死亡 

・ 物資不足・人手不足により、要配慮者への生活支援が不十分

となり死亡する。 

・ 医療機関の被災により、医療体制の維持が困難となり、必要

な治療が受けられなかったり、入院患者へのケアを発災前と同

様に継続するのが困難になったりすることで、災害関連死が発

生する。 

・ 建物被害に加えて、インフラ・ライフラインの被災（人員参集困

難、医薬品・血液製剤・医療材料、医療ガス、食料等の供給困

難）も、医療体制の維持困難につながる。停電・断水により、人

工透析を継続できずに患者が死亡する。 

 

 

 

 
8 令和６年能登半島地震の石川県では、孤立集落の発生や避難所の過密化や車中泊も発生し、

避難の長期化が懸念される中で、災害関連死を防ぐため、県内外への広域避難（１．５次避難、２

次避難）が行われた。これによって未然に防がれた災害関連死も多数あったものと考えられるが、

災害関連死と認定された死亡事例の中には１．５次避難、２次避難を経験した者が心身の負荷等

によって死に至ったものとされる事例も複数見受けられた。 
9 東日本大震災の福島県では、原子力災害による広域避難に伴って災害関連死が増加した可能

性があると指摘されている。広域避難は原子力災害に限らず、津波浸水（長期湛水）やライフライ

ン被害長期化等によっても生じる可能性がある。Ｕｃｈｉ，ｅｔ ａｌ．（２０２３）によれば、福島県南相

馬市での災害関連死者について、災害関連死の認定理由として最も多かったのは「避難による転

居」（災害関連死者全体の２５．８％）であった。また、Ｉｔｏ，ｅｔ ａｌ．（２０２４）によれば、同じく福島

県南相馬市での災害関連死者について３０％以上が４回以上の転居を経験しており、中でも転居

回数が多い者は、心身の負担により身体機能が低下して日常生活に必要な動作を自立して行え

なくなったり、定期的な健康診断や外来診療の継続が困難となり慢性疾患の悪化につながったり

して死に至った。 



 

２８ 

 

・ 医療機関・介護施設等の被災、あるいは自宅での在宅医療・

在宅介護10も含めて、医療・介護体制の維持が困難となり、日

頃受けている医療・介護サービスを受けられなくなることで、災

害関連死が発生する11。 

・ 医療機関・介護施設の被災に伴って入院患者・入居者の避難

が必要になる。避難に伴う体力面・精神面の負担や、避難前と

同様の日常的なケアを継続できないこと等によって、入居者が

健康を害して死亡する12。 

・ 特に要介護度が高い人ほど死亡しやすい。地震発生から死亡

までの期間が短い傾向があり、循環器疾患や呼吸器疾患で亡

くなる人が多くなる。13また、咀嚼・嚥下機能が低下している要

介護者等が適切な形態の食事を取れないことにより、低栄養

が進行し、心身機能が低下する。   

 
10 在宅での医療・介護を受けていた者の災害関連死について、東日本大震災では、在宅酸素療法

を受けていた患者が避難に伴って健康状態が悪化して死に至った症例（Ｙａｍａｍｕｒａ，ｅｔ ａｌ．

（２０２４））等がみられた。また、令和６年能登半島地震でも、自宅の酸素吸入器が使用できなくな

り体力低下につながって死に至った事例や、デイサービスの中断に伴って病状が悪化した事例等

がみられた。医療器具の利用も含めて、在宅での医療・介護を受けている者についても、ケアの連

続性の途絶が死亡リスクの増大につながると考えられる。 
11 例えば、令和６年能登半島地震では、福祉施設で被災又は発災後に福祉施設へ避難した者が、

停電・断水する中で病状を悪化して死に至った事例が複数見受けられた。その中には、厳冬期の

発災の中で、停電により暖房が使用できない環境で死に至った事例も複数見受けられた。 
12 避難を行った地域と行わなかった地域で老人ホーム入居者の死亡率を比較したＮｏｍｕｒａ，ｅｔ 

ａｌ．（２０１６）によれば、避難を行った地域の老人ホーム入居者の死亡リスクは、避難を行わなかっ

た地域の入居者の死亡リスクの１．８２倍であった。 
13 Ｋａｗａｓｈｉｍａ，ｅｔ ａｌ．（２０２３）によれば、福島県南相馬市における災害関連死者のうち半数

程度が介護認定を受けており、特に要介護度５の人が全体の４分の１を占めた。急性期には要介

護認定者が循環器疾患や呼吸器疾患で亡くなる傾向があり、要介護５では特に呼吸器疾患（避

難生活の悪化による誤嚥性肺炎等）が多い。Ｍｏｒｉｔａ，ｅｔ ａｌ．（２０１６）によれば、福島県相馬

市・南相馬市での災害関連死者について８５歳以上の女性の死亡リスクの上昇が震災後３か月

間持続しており、高齢者の震災による間接的な健康リスクはより深刻かつ長期にわたったといえ

る。その多くは老人ホームに入居しており、肺炎によって死亡した。これは、特定の疾病の発症では

なく、衰弱、要介護度の悪化、一般的な体調の悪化の結果として死亡したことを意味する。 



 

２９ 

 

おおむね１か月後～ ※１年後以降も同様 

精 神 的 ストレ

スに伴う疾患

や自殺等 

・ 家族や仕事を失う等の大きな精神的ストレスから、アルコール

摂取量が増え健康を害する、悲観的になり自殺を図る等により

死亡する14。 

災害応急対策

活動に伴う過

労 

・ 行政職員やボランティア、避難所運営にあたった住民等が、過

酷な災害応急対策業務により過労死または精神的ストレスによ

る自殺等を図り、死亡する。 

・ 避難生活を通じて疲労が蓄積していたところ、自宅の復旧作業

等にあたって心身への負荷が高まって死亡する。 

生活環境の変

化等に伴う死

亡 

・ 生活不活発等により健康を害し、死亡する避難者や在宅者が

発生する。 

・ 被災後の生活に伴って生活習慣病（糖尿病、高脂血症、高血

圧等）を発症する者が平常時よりも増加15し、災害関連死の増

加につながる。 

・ インフラ被害や中長期的な医療リソース不足、避難の影響等に

より、がん等の慢性的な疾患の患者の治療が遅れたり中断した

りする1617。 

・ 震災後の避難生活の中で発症した静脈血栓塞栓症（エコノミ

ークラス症候群）が、慢性的に脳梗塞や心筋梗塞等のリスクを

高める18。 

 

 
14 Ｙｏｓｈｉｍｕｒａ，ｅｔ ａｌ．（２０２４）によれば、福島県南相馬市の災害関連死者について、震災から

死亡までの期間が長い人（３か月以上）が抑うつ状態になりやすい。Ｕｃｈｉ，ｅｔ ａｌ．（２０２４）によ

れば震災１年以上経過後に自殺率が上昇する傾向もみられており、災害がメンタルヘルスに長期

的な影響を及ぼす可能性が示されている。 
15 避難による生活習慣病（糖尿病、高脂血症、高血圧等）への長期的影響を調査したＮｏｍｕｒａ，

ｅｔ ａｌ．（２０１６）によれば、避難地域では２０１３年（発災２年後）以降、糖尿病の発症リスクが発

災前（２００８～１０年）の１．５～１．６倍に増加（避難地域以外でも１．３倍程度に増加）していた。 
16 Ｕｃｈｉ，ｅｔ ａｌ.（２０２４）は、福島県南相馬市の災害関連死者について、避難による治療の遅れ

が悪性新生物による死亡に影響している可能性や、発災後の時間経過に応じて死因に占める悪

性新生物の割合が増加する傾向にある点を示している。米国のハリケーン被災地でも、超過死亡

の約２割ががんによるものであり、その理由として既往症の悪化や避難によるストレス等が挙げら

れている（ＭｃＫｉｎｎｅｙ,ｅｔ ａｌ．（２０１１））。 
17 福島県南相馬市では乳がん患者のうち初診を遅らせた者が震災前後で増加した状況がみられ

た（Ｏｚａｋｉ，ｅｔ ａｌ．（２０１７））。同様の状況は大腸がん等の他のがんでもみられており、坪倉 

（２０１８）はがんに限らず長期的な経過観察が必要な他の疾患でも同様の状況が起こる可能性が

高いと指摘している。 
18 東日本大震災や新潟県中越地震等の被災地では、震災から１年～数年経過しても一般住民よ

りも深部静脈血栓症の陽性率が高かった。また、阪神・淡路大震災被災者の震災後の超過死亡

についての検討等でも、震災後１０年経過しても震災前よりも脳梗塞、心筋梗塞等による死亡率

が高かった（２０１４年版 災害時循環器疾患の予防・管理に関するガイドライン）。 
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・ 広域避難に伴って、発災前のかかりつけ医とコンタクトを取れ

なくなったり、避難先で新たな医療機関を探せなかったりして、

発災前と同様の治療を受けられなくなった場合、がん等の死に

つながり得る慢性的な疾病が悪化し、死亡リスクが高まる。 

・ 広域避難による生活環境の変化や、地域コミュニティにおける

共助の喪失に伴い、精神的な負担を抱える被災者が生じ、災

害関連死者数が増加する。 

災害関連死発

生の長期化 

・ 各種被害の復旧遅れに伴い発災前の生活環境に戻れる時期

が遅れ、災害関連死の発生が長期化する。 

・ 医療・介護リソースの不足が長期化することで医療・介護への

アクセスが不足し、「要介護者の負担・ケア不足による死亡」等

で示してきた状況が長期的に継続する可能性がある19。 

  

 
19 東日本大震災での広域避難者について、身体障害があった者の健康状態が数か月ごとに徐々

に悪化し、発災から３年弱経過して死亡した症例（Ｓａｗａｎｏ，ｅｔ ａｌ．（２０１９））もみられた。適切

なケアを受けられない状態が長期化すると、徐々に健康状態が悪化したことによる災害関連死の

発生が長期化する可能性がある。 
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■災害関連死の発生フロー（発生場所別に整理） 

 

発生フロー（1/2） 



 

３２ 

 

 

発生フロー（2/2） 
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■主な防災・減災対策 

★発生場所が避難場所や避難所、在宅避難、医療機関、介護施設等の多岐に渡る。過

去の災害関連死の発生状況（死亡状況、診療記録、提供されたケアの程度、避難状

況等）を踏まえながら、これらの場所ごとの防災・減災対策や、インフラ・ライフライン

の確保に向けた防災・減災対策、物資確保に向けた対策、被災者の生活困難を抑制

するための被災者支援策など、各分野の防災・減災対策を幅広く進めることが重要。 

 

○予防対策 

・ 発災直後の避難場所での体調不良や熱中症・低体温症を防ぐための避難場所や

備蓄物資の整備 

・ 繰り返し・長距離の避難先移動を防ぐための避難所や医療機関、介護施設の充実

確保 

・ インフラ・ライフラインの確保対策 

・ 避難所での施設整備（建物耐震化等）、ライフライン確保、物資備蓄等 

・ 福祉避難所の運営体制の確立（運営マニュアルの整備、見直し等） 

・ 医療機関の地震・津波対策、業務継続計画（ＢＣＰ）／事業継続マネジメント（ＢＣ

Ｍ）（職員参集、物資や医薬品・医療材料・血液製剤の確保等の計画） 

・ 介護施設の地震・津波対策、ＢＣＰ／ＢＣＭ（職員参集、物資確保計画、被災した場

合の入所者受入先の取り決め等） 

・ 各自治体における生活支援（給食、給水、入浴、物資の端末輸送等）に係る平素か

らの準備（必要な機材の確保、支援を行う特定非営利活動法人（ＮＰＯ）との協定

の整備等） 

○応急・復旧対策 

・ 救助・救命のための要員の確保・育成、必要資機材の配備 

・ 避難所の環境改善、避難者への医療・ケア体制の確立（健康な栄養補給、食生活

の確保も含む） 

・ エコノミークラス症候群の危険性についての注意喚起、対策に有効な物資の提供

（弾性ストッキング、段ボールベッド等） 

・ トイレ環境の整備（避難所のトイレが気持ちよく使えるためのルールづくり）  

・ 生活面の先行き不安を軽減するための被災者支援（災害ケースマネジメント） 

・ 日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）等による中長期的な医療支援体制の構築 

・ 避難先での検診・医療体制の構築（被災地からの患者情報の共有等） 

・ 被災地での中長期的な自殺防止対策（地域でのコミュニティづくりの支援等） 
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番号 区分 項目 

4.1 ライフライン被害 上水道 
 

■被害様相 

地震直後

の状況 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範囲で震

度６強～７の強い揺れとなり、管路や浄水場等の被災により、広範

囲で断水が発生する。 

・ 特に、耐震化未実施の導水管・送水管、浄水場等を中心に甚大な

被害が生じる20。 

・ 沿岸部の浄水場等が津波浸水により被害を受ける。 

・ 全体の約２割の需要家が断水する。 

・ 被災していない浄水場でも、停電の影響を受けるため、非常用発電

機を備えた浄水場は独自の電力で運転を継続するが、非常用発電

機を備えていない浄水場で運転停止となる。 

・ 避難所等では、備蓄により飲用水は確保される。給水車による給水

は限定的である。 

１ 日 後 の

状況 

・ 停電エリアで燃料の供給が行われないと、非常用発電機の燃料切

れとなる浄水場が発生し、断水する需要家が増加する。 

・ 全体の約２割の需要家が断水したままである。 

・ 管路被害等の復旧は限定的である。 

・ 被災した浄水場の復旧は限定的である。また、震度６強程度の強い

余震等が頻発することにより復旧が遅れる。 

３ 日 後 の

状況 

・ 管路の復旧は、限定的である。その上、広範囲で被災することから

復旧にも時間を要する。 

・ 全体の約２割の需要家が断水したままである。 

・ 非常用発電機を備えた浄水場であっても、燃料が枯渇し、かつ、燃

料の供給が行われない場合、運転停止となる。 

１ 週 間 後

の状況 

・ 管路の復旧が進み、断水が解消されていく。 

・ 全体の約１割の需要家が断水したままである。 

・ 地元の施工業者に依頼が殺到し、宅地の給水管の復旧が遅れる
21。 

１ か 月 後

の状況 

・ 管路の復旧はおおむね完了する。 

・ 被害が大きい浄水場を除き、ほとんどの浄水場が運転できる状態に

 
20 令和６年能登半島地震では、耐震化していた施設ではおおむね機能が確保できていたものの、

耐震化未実施であった導水管・送水管、浄水場等の基幹施設等を中心に甚大な被害が発生し

たことで、復旧が長期化し、広い範囲で断水が発生した。 
21 指定給水装置工事事業者制度により、宅地に設置された給水装置の工事は水道事業者が条例

に基づき指定した施工業者が行うことができる。ただし、条例において、災害その他非常の場合

について別の定めがある場合は、この限りではない。 
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復旧する。 

・ ほとんどの断水22が解消される。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○より厳しいハザードの発生 

・ 震度６強等の強い揺れや津波を伴う地震の頻発により､沿岸部の浄水場等の復旧

が遅れる。 

・ 津波により浸水した浄水場の復旧が遅れる。 

○人的・物的資源の不足 

・ 水道事業者自身の被災や停電、通信手段の途絶により、各水道事業者が管内の

被害の全体像を把握するのに日数を要し、復旧作業の着手が遅れる。 

・ 停電が長期化し非常用発電機の燃料が確保できない場合には、浄水場の運転等

に支障が生じ、断水が長期化する。 

・ 被害が広範となった場合、管路の資材や他地域からの応援要員が不足するほか、

燃料不足、運搬車両不足、工事車両不足により、復旧が進まない。 

○被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 水質測定設備や圧送ポンプ等が被災し、それらに単品受注生産のような希少部品

が含まれている場合、部品調達に数か月を要し、断水が長期化する。 

・ 高層マンションでは、停電が発生した際には、高層階への給水に必要なポンプ等の

機能が停止し、断水が発生する。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 水道施設の耐震化 

・ 非常用発電機・コージェネレーション（熱電併給）等の導入・強化 

・ 施設・設備の津波対策 

○応急・復旧対策 

・ 全国からの水道施設復旧の応援要員、資機材の確保 

・ 非常用発電機のための燃料の優先的確保 

・ 建設機材・要員の配分量や重要施設を考慮した、道路啓開とライフライン・インフラ

との復旧のための優先順位の設定、災害時協定の実運用の検討 

・ 早期復旧技術の開発 

・ 可搬式浄水施設・設備による浄水の確保 

・ 企業や家庭等における飲料水の備蓄の充実 

 
22 東日本大震災では、９０～９５％程度の復旧までに約１か月を要した。「東日本大震災におけるラ

イフライン復旧概況（時系列編）（Ｖｅｒ．３：２０１１年５月３１日まで）、ライフラインの地震時相互連関

を考慮した都市機能防護戦略に関する研究小委員会」によると、約９０％の復旧に２２日、約９５％

の復旧に３８日を要している。 
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○過酷事象対策 

・ 各施設における希少部品の洗い出しと標準化の促進、代替施設の検討 

 

表１1 全国の給水車台数の推移 

 

出典：(公財)水道技術研究センター 

 

表２2 水道施設の耐震化状況（令和５年度） 

 

出典：国土交通省「上下水道施設の耐震化状況の緊急点検結果」 

（https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerag

e_tk_000912.html） 

注：青字は全国平均以上、赤字は全国平均以下を意味する  

取水施設 浄水施設 配水池 導送水管

全国 46.3% 42.8% 66.5% 43.5%

東京都 73.1% 13.2% 78.3% 55.9%

神奈川県 85.3% 73.2% 88.0% 75.2%

千葉県 35.2% 49.3% 57.5% 65.4%

埼玉県 76.1% 58.4% 77.5% 53.4%

石川県 41.5% 79.6% 65.3% 40.2%
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番号 区分 項目 

4.2 ライフライン被害 下水道 

 

■被害様相 

地震直後

の状況 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範囲で震

度６強～７の強い揺れとなり、管路やポンプ場、処理場等の被災に

より、広範囲で下水道の利用が困難となる。 

・ 特に、耐震化未実施の下水管、処理場等を中心に甚大な被害が生

じる23。 

・ 沿岸部の処理場等が津波浸水により被害を受ける。 

・ 全体の約４％の需要家で下水道の利用が困難となる24。 

・ 被災していない処理場でも、停電の影響を受け、非常用発電機が

整備されていない場合、運転停止となる。 

１ 日 後 の

状況 

・ 管路被害等の復旧は限定的である。 

・ 全体の約４％の需要家で下水道の利用が困難なままである。 

・ 被災した処理場の復旧は限定的である。 

・ 重要な幹線管路および被災した処理場の点検がおおむね終了す

る。 

３ 日 後 の

状況 

・ 管路の復旧は限定的である。広範囲で被災することから復旧にも

時間を要する。また、震度６強程度の強い余震等が頻発することに

より復旧が遅れる。 

・ 引き続き全体の約３％の需要家で下水道の利用が困難なままであ

る。 

・ 重要な幹線管路について復旧が進められる。 

１ 週 間 後

の状況 

・ 管路の復旧が進み、利用支障が解消されていく。 

・ 全体の約１％程度の需要家で下水道の利用が困難なままである。 

・ 地元の施工業者に依頼が殺到し、宅地の排水設備の復旧が遅れ

る。 

１ か 月 後

の状況 

・ 管路の復旧はおおむね完了する。 

・ ほとんどの処理場で運転できる状態に復旧する25。 

 

 
23 令和６年能登半島地震では、耐震化していた施設ではおおむね機能が確保できていたものの、

耐震化未実施であった下水処理場に直結する管路等を中心に甚大な被害が発生したことで、復

旧が長期化し、広い範囲で下水道管内の滞水が発生した。 
24 需要家側で下水道に流せる状態であっても、管路被害等があれば利用困難とした。管路被害等

がある状況で需要家側が汚水等を流すと、マンホールからあふれ出して衛生環境が悪化する可

能性がある。 
25 令和６年能登半島地震では、特に被害の大きかった石川県能登地方の６市町においても、３月

８日時点で下水処理場等の稼働停止は解消した。 
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【更に厳しい被害様相】 

○より厳しいハザードの発生 

・ 震度６強等の強い揺れや津波を伴う地震の頻発により､沿岸部の処理場等の復旧

が遅れる。 

・ 津波により浸水した処理場の復旧が遅れる。 

○人的・物的資源の不足 

・ 下水道事業者自身の被災や停電、通信手段の途絶により、各下水道事業者が管

内の被害の全体像を把握するのに日数を要し、復旧作業の着手が遅れる。 

・ 停電が長期化し非常用発電機の燃料が確保できない場合には、処理場の運転等

に支障が生じ、下水が処理できない状態が長期化する。 

・ 管路の資材や他地域からの応援要員が不足するほか、被害が広範となった場合、

燃料不足、運搬車両不足、工事車両不足により、復旧が進まない。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 下水道施設の耐震化、下水道ＢＣＰ等の防災対策・減災対策の推進 

・ 非常用発電機・コージェネレーション（熱電併給）等の導入・強化 

・ 企業や家庭等における災害用トイレの備蓄の充実 

・ 施設・設備の津波対策 

○応急・復旧対策 

・ 全国からの管路復旧の応援要員、資機材の確保 

・ 緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ-ＦＯＲＣＥ）による技術支援対策 

・ 非常用発電機のための燃料の優先的確保 

・ 建設機材・要員の配分量や重要施設を考慮した、道路啓開とライフライン・インフラ

との復旧のための優先順位の設定、災害時協定の実運用の検討 

・ 早期復旧技術の開発 

・ 下水道施設点検用ドローンの活用 

・ マンホールトイレの活用等による機能代替 
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番号 区分 項目 

4.3 ライフライン被害 電力 

 

■被害様相 

地震直後

の状況 

・ 震度６弱以上の火力発電所がおおむね運転を停止する26。 

・ 発電設備等に用いる工業用水、上水等の被害や、揺れや津波によ

る港湾等の被害に伴う燃料不足による稼働低下も生じる。 

（以下、電力需要は、夏季のピーク電力需要とする） 

・ 電気事業者の供給力は、一般送配電事業者間で広域的に電力を

融通したとしても、平時の約５割しか確保できない27。 

・ 多数の供給側設備が被災した場合、需要に対し供給力が不足する

ことから周波数低下リレーが自動作動し、広域的に停電が発生す

る。 

・ 供給側設備の不具合に起因した停電は、変電所等の単位で発生

し、供給力と停電していないエリアの需要がほぼ釣り合う状況とな

るまで、停電が拡大する。 

・ 東京電力パワーグリッド管内全域で約５割の需要家が停電する広

域停電となる。 

・ 主に震度６弱以上のエリアで電柱（電線）、変電所、送電線（鉄塔）

の被害等が発生し、停電する。 

・ 停電全体のうちほとんどが供給側設備の不具合に起因した停電で

あり、電柱（電線）被害に起因した停電は停電全体の 1 割以下であ

る。 

１ 日 後 の

状況 

・ 変電所の設備被害等に起因した停電は、系統切替等により順次解

消される。 

・ 電柱（電線）被害等の復旧は限定的である。 

・ 全体の約５割の需要家が停電したままである。 

 
26 火力発電所では、地震による停止の基準はないが、東日本大震災における実績から推定した。

点検・運転再開に要する時間は、設備の損傷がない場合、数時間から２日程度が見込まれるが、

修理が必要な場合には１か月以上要する場合もある。 
27 東日本大震災における火力発電所の運転停止・再開等の状況や東西の電力融通等を踏まえて

推定した。首都直下地震では、主に東側の５０Ｈｚの電気事業者が被災するが、６０Ｈｚの電気事業

者からは現状で約２１０万ｋＷの融通が可能。なお、地域間連系線については、これまで増容量が

行われてきており、今後も増容量が以下のとおり増容量が計画されている。 

・東北東京間：５７３万ｋＷ→１,０２８万ｋＷ（２０２７年度工事完了予定） 

・東京中部間：２１０万ｋＷ→３００万ｋＷ（２０２７年度工事完了予定） 

・北海道本州間：９０万ｋＷ→１２０万ｋＷ（２０２７年度工事完了予定） 

※各連系線の「広域系統整備計画」策定時点 
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・ 一般送配電事業者間で電力の融通が行われる。６０Ｈｚ帯の電気事

業者や東北電力ネットワーク管内等の供給力に余裕がある場合、連

系線の空き容量分の融通が可能である。建物被害等による電力需

要の落ち込みが小さく、電力需要の回復が供給力を上回ることが見

込まれる場合は、需要抑制28が行われる。 

・ 社会的影響を考慮して、首都中枢機能等は、東日本大震災の時と

同様に、需要抑制が回避される場合がある。 

３ 日 後 の

状況 

・ 停止した火力発電所の運転再開は限定的である。 

・ 供給力の回復が限定的であるため、供給側設備の不具合に起因し

た停電はほとんど解消されず、全体の停電率は、約５割のままであ

る。 

・ このように、供給力の回復は限定的であるが、電柱（電線）被害に起

因して停電している需要家（停電全体の１割以下）以外は、需要との

バランスをみながら徐々に通電が再開する。 

・ 電力需要の回復が供給力を上回る場合には、需要抑制が行われ

る。 

１ 週 間 後

の状況 

・ 停止した火力発電所の運転再開は限定的である。 

・ 電柱（電線）被害等の復旧も進み29、配電支障が解消され電力が供

給可能な状態となる30。 

・ 供給力の回復は限定的であるが、ほとんどのエリアで電力が供給

可能であり計画停電や節電要請等の需要抑制対策により、終日電

気が使用できない状況は解消される。 

・ 電力需要の回復が供給力を上回る場合には、需要抑制31が行われ

る。計画停電が実施される場合には、供給される時間帯等の制約は

伴うものの、停電していたエリアにも電力が供給されるようになる。   

 
28 節電要請、電力使用制限令、計画停電等（エラー! 参照元が見つかりません。参考） 
29 被害を受けた地域・家屋の屋内配線等の健全性を確認してから送電が実施される。 
30 東日本大震災では、９０～９５％程度の復旧までに１週間程度を要した。 
31 東日本大震災では、東京電力管内において、発災３日後の３月１４日から２８日まで緊急措置と

して計画停電が実施され、一旦需給バランスが改善した後、夏季の需給バランスの悪化を見込ん

で、大口需要家への電力の使用制限が７月１日から９月２２日の間に行われた。 
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１ か 月 後

の状況 

・ 停止した火力発電所の多くが運転再開するため32、電気事業者の

供給力は、東京電力パワーグリッド以外の一般送配電事業者から

広域的に電力を融通すれば約９割まで回復する33。 

・ 停電はほとんど解消される。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○より厳しいハザードの発生 

・ 震度６強等の強い揺れや津波を伴う地震の頻発により､沿岸部の火力発電所等の

復旧作業に入れない場合、発電停止や復旧が長期化する。 

○人的・物的資源の不足 

・ 電気事業者自身の被災や通信手段の途絶により、各電気事業者が管内の被害の

全体像を把握するのに日数を要し、復旧作業の着手が遅れる。 

・ 被害が広範となった場合、管路の資材や他地域からの応援要員が不足するほか、

燃料不足、運搬車両不足、工事車両不足により、復旧が進まない。 

・ 通電火災を防止するために行う各戸の屋内配線の訪問診断に時間を要し、各戸の

停電の解消が遅れる。 

・ 港湾被害等により輸入が滞ることで火力発電の燃料となる液化天然ガス（ＬＮＧ）

の備蓄が不足し、ＬＮＧ火力発電所の運転に支障をきたす。 

○より厳しい環境下での被害発生 

・ 発電用燃料、消耗品、資機材等の調達先企業の操業停止が長期化する場合や、こ

れらの物品の輸送経路（陸路、航路）の障害が長期化する場合、発電停止や復旧

に係る期間が長期化する34。 

・ 地震から数日後の供給力が大幅に低下し電力需要との乖離が大きい場合は、節

電要請に加えて緊急的措置として計画停電が行われ、供給力が向上するか、大口

需要家への電力使用制限等の需要調整等が行われるまで継続する。 

○被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 発電設備等に用いる工業用水、上水等の断水が長期化する場合、発電停止や復

旧に係る期間が長期化する。 

・ 火力発電設備が被災し、それらに単品受注生産のような希少部品が含まれていて、

部品調達に数か月を要する場合、発電停止や復旧までの期間が長期化する。 

 
32 東日本大震災の１か月後の時点では、震度５強以下の発電所は全て、６弱の発電所の約８割が

稼働していた（停止しなかった発電所と停止後に再稼働した発電所の両方を含む。）。 
33 東日本大震災における火力発電所の運転停止・再開等の状況や東西の電力融通等を踏まえて

推定した。 
34 令和３年及び令和４年の福島県沖の地震（いずれも最大震度６強）では、一部の火力発電所に

おいて発電設備の復旧に１年近く要した。（第 16 回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品

安全分科会 電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策ワーキンググループ（令和４年８月
29 日）資料１,P9 参照。

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/ 

denki_setsubi/016.html） 
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○広域的な大規模停電（ブラックアウト）の発生 

・ 発災後、一部の発電所の被災による供給力の低下と停電しなかった地域におい

て、照明や情報収集のためのテレビ等の使用によって電力需要が増加する中で、さ

らに発電設備が停止することによって需給バランスが崩れ、周波数低下リレーによ

る負荷遮断を行った場合であっても、更なる急激な周波数の低下を抑えられなかっ

た場合に発電設備が連鎖的に停止し、広域的な大規模停電（ブラックアウト）が発

生する。 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 施設・設備の耐震化 

・ 無電柱化の推進 

・ マイクログリッド化等による分散型電力の構築 

・ 地域間連系線の増強 

・ 施設・設備の津波対策 

○応急・復旧対策 

・ ＢＣＰ等に準じた対策の実施（電気事業者間の相互融通等） 

・ 全国からの復旧支援体制の再構築 

・ 早期復旧のための、他の電気事業者や他のインフラ・ライフライン事業者との情報

共有・連携体制の構築 

・ 個々の発電設備の被害を想定し、重要度に応じた復旧方法、復旧に必要な資機材

等の数量、保管場所や調達方法等について検討 

 災害時の燃料の確保や輸送手段・ルート情報の共有化、災害時における衛星

画像等の災害情報の共有化の事前検討 

 発電用用水の確保策の事前検討 

・ 建設機材・要員の配分量や重要施設を考慮した、道路啓開とライフライン・インフラ

との復旧のための優先順位の設定、災害時協定の実運用の検討 

・ 早期復旧技術の開発 

・ 冷却装置を備えたタンクによるＬＮＧの確保 

・ スマートグリッド化等の電力の自立分散化 

・ 蓄電池・燃料電池等の技術開発と普及 

○過酷事象対策 

・ 電気事業者の保有する予備品及び健全部品の転活用や電気事業者間での資材

融通を考慮した、復旧迅速化に繋がる復旧方法の検討 

・ 電源車の運用体制の検討（令和７年７月時点で一般送配電事業者が全国で高圧

電源車を４２４台、低圧電源車を４１４台保有35） 

  

 
35 一般送配電事業者が共同して作成する災害時連携計画より 



 

４３ 

 

 
図１1 電力生産と供給のながれ 

出典：（一社）電気学会（2019 年）電気の知識を深めようシリーズ Vol.5 

（https://ieejrenkei.sakura.ne.jp/link/pdf/denki_1-7kobetu/pdf/denki_vol05.pdf） 
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 図２2 電力需給ひっ迫時の追加供給力対策 

出典：経済産業省「総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会  

第８２回電力・ガス基本政策小委員会」資料４一部修正 

（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/082.h

tml） 
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図３ 電力需給ひっ迫時の対応（２０２４年度以降） 
出典：経済産業省「総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会  

第３回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会」資料３

（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/jisedai_kiban/003.ht

ml） 
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番号 区分 項目 

4.4 ライフライン被害 情報通信（電話、インターネット等） 

 

■被害様相 

地震直後

の状況 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範囲で震

度６強～７の強い揺れとなり、多くの施設で被災し、広範囲で利用

支障が発生する。 

・ 津波に伴い屋外設備や需要家家屋の被災、通信設備が損壊した

場合、利用困難となる。 

［固定電話］ 

・ 大量のアクセスにより輻輳が発生するため９０％規制が実施されほ

とんど通話ができなくなる。震度６弱以上の多くのエリアでは、屋外

設備や需要家家屋の被災、通信設備の損壊・倒壊等により利用困

難となる。全国の交換機等を結ぶ中継伝送路も被災する。 

・ 固定電話は、通話支障のうちほとんどが需要家側の固定電話端末

の停電に起因しており、全体の約５割が通話できなくなる。電柱（通

信ケーブル）被害等に起因した通話支障は１割以下である。 

［携帯電話］ 

・ 固定電話や携帯電話の通信が機能するエリアでも、大量のアクセ

スにより、輻輳が発生し、音声通信がつながりにくくなる（９０％程度

規制）36。なお、移動系のパケット通信では、音声通信ほどの規制は

受けにくいものの、メールは大幅な遅配等が発生する可能性があ

る。 

・ 携帯電話は、伝送路の多くを固定回線に依存しているため、電柱

（通信ケーブル）被害等により固定電話が利用困難なエリアでは、

音声通信もパケット通信も利用困難となる。 

・ 携帯電話は、停電と通信ケーブル被害等を受けるが、基地局の停

波は、全体で数％にとどまる。 

 
36 東日本大震災では、平均的には１０回に１回（９０％の規制に相当）程度しかつながらなかった。

総務省「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会」の最終とりまとめ

における関連記述は以下のとおり。 

○今回の震災では、利用者からの音声の発信が急増し輻輳状態が発生したため、固定電話で

最大８０％～９０％、携帯電話で最大７０％～９５％の規制が実施された。 

○ＮＴＴドコモでは、通常時の約５０～６０倍のトラフィックが発生。 

○携帯電話におけるメールなどのパケット通信では、通信規制が行われなかったか、又は通信規

制を実施した事業者（ＮＴＴドコモ）であっても、その割合は最大３０％かつ一時的であり、音声

通話と比べてつながりやすい状況にあった。 

○送信したメールの到達時間に着目すると、メールサーバーの輻輳により、通常よりも時間を要

した。 
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・ 交換機には非常用電源が整備されているため37、発災直後の数時

間は停電による大規模な通信障害が発生する可能性は低い。ま

た、ほぼ全ての基地局には非常用電源が整備されているため、発災

直後の数時間は停電による大規模な通信障害が発生する可能性

は低いが、時間の経過とともにバッテリーの残量が不足し、機能停

止が拡大する。ただし、基地局に接続された通信ケーブルが寸断す

ることにより、一定規模の通信障害が発生するおそれがある。個々

の基地局が機能しない場合のバックアップとして、例えばＮＴＴドコ

モやＫＤＤＩでは、半径約７ｋｍをカバーする大ゾーン基地局が整備

されており、また例えばＮＴＴドコモの場合には最低でも２４時間分

の非常用電源が確保されているほか、必要に応じて移動電源車の

派遣や燃料の補給等も実施される。 

・ 停電エリアの携帯電話、スマートフォンの利用者は、充電ができなく

なるため、バッテリーが切れると数時間後から利用ができなくなる。 

［インターネット］ 

・ インターネットへの接続は、アクセス回線（固定電話回線等）の被災

状況に依存するため、利用できないエリアが発生する。なお、主要な

インターネットサービスプロバイダ38では、データセンターの地震対

策や停電対策（２～３日間の燃料の確保）、サーバーの分散化等が

進んでおり、サービスが継続される。 

・ ＰＣやスマートフォンを用いたインターネットからの災害情報取得が

できなくなる。 

・ インターネットへの接続は、アクセス回線（固定電話回線等）の被災

状況に依存するため、利用できないエリアが発生する。なお、個別

のサイト運営においてはサーバーの停電対策状況に依存する。 

・ インフラ・ライフライン施設や工場等の遠隔制御やモニタリング等が

困難になり、交通・ライフラインの供給能力や各種生産拠点の生産

能力が低下する。 

・ バックアップ的な代替手段を準備していない場合、通信支障に伴っ

てデジタル化やＤＸ化された事業や業務の継続が困難となる。 

・ 事業所において、自社施設内で運用されているシステムやデータ等

については、通信回線に支障が生じた場合、社外からのアクセスが

困難となる。 

・ バックアップ拠点がない場合、データセンターやその周辺地域の回

 
37 最低でも交換機は約１２時間、基地局は約３時間の非常用電源が整備されているが、更なる電

源対策の充実のため、非常用電源の強化（長時間化）や移動電源車の増強、燃料確保に係る対

策等が進められている。 
38 インターネットへの接続サービスを提供する事業者 
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線の被災により、データの使用継続が困難になる。 

 

・ 携帯電話等のアクセス回線が利用できない場合は、オフライン対応

の機能がないキャッシュレス決済等のサービスについて、使用不可

となる。 

［放送］ 

・ 関東広域圏の地上波テレビ放送は、関東平野の広域な範囲をカバ

ーしている東京スカイツリーの送信所が使用できない場合は、予備

送信所から放送を送信できるようになっており、どちらも使用できな

い可能性は低い。 

・ 地上波中継局は、停電が長引く場合には中継局の非常用燃料が確

保できない場合があり、停波の原因となる。39 

・ 各家庭における停電等に伴い、テレビアンテナの増幅器が作動しな

くなること等によりテレビが視聴できなくなり、自動車に搭載された

テレビ受信機、ＰＣやスマートフォン、ラジオの無い家庭は災害情報

の取得が困難となる。40 

１ 日 後 の

状況 

［固定電話］ 

・ 輻輳は通信量が減少傾向となることから、徐々に通信規制率が緩

和されるが、通信量が集中する場合には、音声通信がつながりにく

くなる。 

・ 電柱（通信ケーブル）被害等による通信障害はほとんど改善せず、

需要家側の固定電話端末の停電もほとんど改善されない。 

・ 停電が継続するエリアでは、非常用電源を確保できない交換機や

基地局で通信障害が発生する。 

・ 主に固定電話端末の停電の影響により、全体で約５割の需要家が

通話できないままである。 

・ 首都中枢機能や都県庁、市町村役場等をカバーする交換機では、

非常用電源が稼働するため、通信は確保される。それ以外の交換

機は停電に対し、非常用電源の燃料補充等が限定的であるため、

機能停止が拡大する。 

・ 発災直後に停電したエリアの一部にも電力の供給が再開されること

 
39 令和６年能登半島地震では、被災地の地上波中継局は、アナログ波時代に建設された局舎や

鉄塔を使用していたため耐震性が低く、被災時に脆弱性が顕在化したほか、停電によって一部

の地上波中継局が停波し、停波まで至らない中継局でも予備電源の燃料の補給が必要となっ

た。 
40 令和６年能登半島地震では、地上波テレビ・ラジオについて、中継局への関係省庁等との連携

等による燃料補給等が行われ、その後の商用電源の復旧もあり、１月２４日には全域で停波が解

消した。 
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に伴い、そのエリアの交換機の多くも機能を回復するところがある。 

 

［携帯電話］ 

・ 停電したエリアの携帯電話基地局は、非常用電源の燃料補充等が

限定的であるため、多くの基地局で機能停止が発生する41。 

・ 携帯電話は、主に停電の影響により、全体で約５割の基地局が停波

する。発災直後に停電したエリアの一部にも電力の供給が再開され

ることに伴い、そのエリアの交換機の多くも機能を回復する。 

［インターネット］ 

・ アクセス回線（固定電話回線等）の被害等で引き続きインターネット

サービスが使用できない地域があり、ＰＣでのインターネット利用が

不可となるほか、インターネットを利用した事業（クラウド利用、工場

の遠隔制御等）の継続が困難となる。 

［代替手段による機能回復］ 

・ 市町村役場、避難所、人口が集中するエリアの一部で代替手段（大

ゾーン基地局、特設公衆電話、移動用無線基地局車の設置・配備

等）による機能回復が図られる。 

３ 日 後 の

状況 

・ 広範囲で被災することから復旧にも時間を要するほか、震度６強程

度の強い余震等が頻発することにより一時的に不通回線数が増加

し、利用支障が発生する。 

［固定電話］ 

・ 固定電話端末の停電の影響により、全体で約５割の需要家が通話

できない。 

・ 計画停電が実施される場合には、供給される時間帯等の制約は伴

うものの、停電していたエリアにも電力が供給されるようになるた

め、供給されるエリアの交換機の多くも機能を回復する。一方で、

電力が供給されない時間帯等においては、非常用電源を確保でき

ない交換機で通信障害が発生する。 

［携帯電話］ 

・ 携帯電話は、主に停電の影響により、全体で約５割の基地局が停

波している。 

・ 計画停電が実施される場合には、供給される時間帯等の制約は伴

うものの、停電していたエリアにも電力が供給されるようになるた

め、供給されるエリアの交換機の多くも機能を回復する。一方で、

 
41 総務省「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会」の最終取りまとめ

における関連記述は以下のとおり。 

○ＮＴＴ東日本では、機能停止した通信ビルの約８０％、ＮＴＴドコモでは、サービス停止局の 

８５％は、停電による電源枯渇が原因。 
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電力が供給されない時間帯等においては、非常用電源を確保でき

ない基地局で通信障害が発生する。 

［インターネット］ 

・ アクセス回線（固定電話回線等）の被害等で引き続きインターネット

サービスが使用できない地域があり、ＰＣでのインターネット利用が

不可となるほか、インターネットを利用した事業（クラウド利用、工場

の遠隔制御等）の継続が困難となる。 

［代替手段による機能回復］ 

・ 代替手段（特設公衆電話、移動用無線基地局車の配備等）により、

限定的に通信が確保される。 

・ 通信利用者が少ないエリアでは、移動式の交換機の配備や基地局

の電源確保等が進まず、通信の回復は期待できない。 

１ 週 間 後

の状況 

［固定電話］ 

・ 主に固定電話端末の停電の影響により、全体で数％の需要家が通

話できない42。 

・ 計画停電が実施されるエリアでは、電力が供給されない時間帯等

においては、非常用電源を確保できない交換機で通信障害が発生

する。 

［携帯電話］ 

・ 携帯電話は、主に停電の影響により、全体で数％の基地局が停波

したままである。 

・ 計画停電が実施されるエリアでは、電力が供給されない時間帯等

においては、非常用電源を確保できない基地局で通信障害が発生

する。 

［インターネット］ 

・ インターネット通信はアクセス回線（固定電話回線等）の復旧に伴い

復旧が進む。 

１ か 月 後

の状況 

［固定電話及び携帯電話］ 

停電がほぼ解消されるため、通話支障の多くが解消される43。 

 
42 東日本大震災では、９０～９５％程度の復旧までに２週間程度を要した。総務省「大規模災害等

緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会」の参考資料によると、約９５％の復旧に 

ＮＴＴで約１か月を要している。令和６年能登半島地震では、２月６日に石川県輪島市の一部を

除きサービスが復旧した。 
43 令和６年能登半島地震では、携帯電話事業各社は、移動基地局等（車載型基地局、可搬型衛

星アンテナ、有線給電ドローン、船上基地局）を活用して応急復旧を進め、立入困難地点を除き 

１月１５日、１７日までに応急復旧をおおむね終えたほか、商用電源の復旧、光ファイバーの張替、

基地局の修理等により、本格復旧を進めた。また、通信に支障が生じた地域において、総務省と

携帯電話事業者、固定通信事業者の連携により、衛星通信機器を避難所に提供するなど、通信

を確保する取組を実施した。 
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【更に厳しい被害様相】 

○より厳しいハザードの発生 

・ 津波により、交換機等が設置されている通信ビルが損傷した場合や、橋梁や鉄道に

添架された中継伝送路が橋梁や鉄道の被災に伴い切断した場合は、復旧期間が

長期化する。 

○人的・物的資源の不足 

・ 交換機の復旧に電力が必要であるが、停電が長期化し、交換機のバックアップのた

めの移動電源車等の燃料が確保できない場合には、停電による通話支障がより深

刻となる。 

・ 通信支障の長期化により、企業等の活動が長期にわたり停止する。 

・ 通信ケーブルの需要が在庫や生産能力を大幅に超える場合には、通信ケーブルの

調達がボトルネックとなって復旧期間が長期化する。 

・ 被害が広範となった場合、他地域からの応援要員の不足、燃料不足、運搬車両不

足、工事車両不足等により、復旧が遅れる。 

・ 中継局の非常用発電機用の燃料配送が滞り、長期間機能を停止する。 

・ 移動基地局が不足する。 

○被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 大きな揺れに伴い携帯電話の基地局が直接被災する場合、カバーエリアの携帯電

話端末は長期間の利用支障が生じる。 

・ 交換機等が設置されている通信ビルが大きく損壊した場合や、橋梁や鉄道に添架

された中継伝送路が橋梁や鉄道の被災に伴い切断した場合は、復旧期間が長期

化する。 

・ 行政や企業等の情報を管理するデータセンターが被災し、行政機能や企業活動の

継続が困難となる。 

・ 発災に乗じてサイバー攻撃を受け、行政機能や企業活動の継続が困難となる。 

・ 孤立地域が不感地帯となり、周辺地域との連絡が取れなくなる。 

・ 基地局の被災に加え、移動基地局が不足することにより、災害対応機関をはじめと

する各機関の情報収集力等が低下する。 

・ 東京スカイツリーに加え、予備送信所も同時に被災した場合、関東広域圏の地上

波テレビが放送されず、災害情報の取得が困難となる。   
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■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 交換機及び基地局の非常用電源の大容量化 

・ 設備の省電力化 

・ サーバー機器の停電対策 

・ 中継伝送路の多重化、バックアップ体制の強化、移設 

・ 交換機等が設置されている通信ビルの高台への移設、浸水対策 

・ 事業者間ローミング技術の実装 

・ 衛星通信システムの配備 

・ 官民連携による復旧体制の強化（総務省リエゾン及び通信事業者リエゾンを横断

する体制をひとつのチームとしてまとめて運用） 

・ 地上波中継局の強化 

・ ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化 

・ 地域ＦＭ放送局の災害時機能強化 

・ 臨時災害ＦＭ局の開設支援 

・ 停電等でテレビ・ラジオ放送が視聴できない場合に備えたポータブルラジオ（電池

式）の普及 

○応急・復旧対策 

・ 運搬可能な電源装置の配備 

・ 燃料の補充対策の強化 

・ 携帯電話・スマートフォンの電池による電源確保の備え 

・ 衛星携帯電話の普及 

・ 可搬型衛星通信装置（衛星通信車、小型アンテナ等）の配備 

・ 早期復旧のための、他の通信事業者や他のインフラ・ライフライン事業者との情報

共有・連携体制の構築 

・ 建設機材・要員の配分量や重要施設を考慮した、道路啓開とライフライン・インフラ

との復旧のための優先順位の設定、災害時協定の実運用の検討 

・ 早期復旧技術の開発 

・ キャッシュレス決済における通信支障時の対応手法の構築 
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表３3 移動基地局車等の配備地域（docomo） 

 
 

出典：㈱NTT ドコモ（2024 年） 移動基地局車等の配備地域

（https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/corporate/csr/ 

disaster/recovery/base_station.pdf?ver=1720062012） 
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表４4 移動基地局車等の配備地域（SoftBank） 

 

出典：SoftBank㈱（２０２５年） 復旧への取り組み

（https://www.softbank.jp/corp/sustainability/esg/social/disaster/restoration/） 
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表５5 移動基地局車等の配備地域（KDDI） 

 

 

出典：KDDI㈱（2024 年） 災害に備えた取組み：災害対策への取り組み

（https://www.au.com/mobile/anti-disaster/action/index01/） 
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番号 区分 項目 

4.5 ライフライン被害 ガス（都市ガス） 

 

■被害様相 

地震直後

の状況 

・ 震源地直近に位置する製造所は運転を停止する可能性があるが、

複数の製造所を有しており、ガス導管網を介して送出することで、

必要な製造能力が確保される。 

・ 輸送幹線や大口需要家等への供給として使用されている高圧及び

中圧導管は、耐震性が高く、被害が発生する可能性が低いことか

ら、基本的に供給継続される44。 

・ 主に一般家庭で使用されている低圧導管は、火災等の二次被害防

止を目的として、揺れの大きさに応じてブロックごとに供給を停止す

る。 

・ 低圧導管は、ポリエチレン管等の耐震性の高い導管への入替を推

進してきたことや、ブロック供給停止の判断指標を一律６０カイン

（震度６弱相当）以上の予め設定された基準へ見直したことにより、

供給停止範囲を極小化している。 

・ また、各家庭にほぼ１００％設置されているマイコンメーターは、震度

５強相当以上の揺れを感知した場合、自動でガスの供給を停止す

ることにより、火災等の二次災害発生を防止する45。 

・ １都３県の約１割の需要家46で供給が停止する。 

・ 供給を停止したエリアのうち被害が無いことが確認された地域に対

しては、発災後、速やかに低圧ガスの供給源となる地区ガバナを再

稼働することで、早ければ地震発生当日中に順次供給が再開され

る。 

・ 供給が停止したエリアにおいては、各家庭で給湯器等の使用が困

難となるが、ガス事業者は、カセットコンロ、カセットボンベ等を需要

家へ配布する準備を開始し、順次、需要家への支援を行う。また、

災害拠点病院や緊急指定病院等に対しては、移動式のガス発生設

備等によって、臨時供給を行うことや簡易シャワーを設置することで

可能な限り需要家への支援を行う。なお、需要家への支援は復旧

期間を通して実施する。   
 

44 東日本大震災で最も被害が大きかった仙台市ガス局において、高圧及び中圧ガス導管につい

ては、被害がなかった。また、その他のガス事業者においても高圧ガス導管については被害がな

く、中圧ガス導管についても被害箇所数は極めて少なく、そのほとんどが供給を停止することな

く、ボルトの増し締め等で修理できるフランジからの微量漏れであった。 
45 安全装置のついたコンロ等のガス機器も普及しており、安全性が向上している。東日本大震災

においては、ガス漏えいによる二次災害は確認されていない。 
46 全需要家数から全半壊・焼失家屋を除いた戸数に占める割合 
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１ 日 後 の

状況 

・ 被害が無い地域に対しては、初日から継続して作業を行い、低圧ガ

スの供給再開が進んでいる。 

・ 全国のガス事業者から被災したガス事業者へ災害復旧応援要員

が派遣される。 

３ 日 後 の

状況 

・ 被害の軽微な地域に対しても、安全点検やガス導管等の復旧によ

り、少しずつ供給が再開されていく。 

１ 週 間 後

の状況 

・ 全国のガス事業者からの応援体制が整い、復旧のスピードが加速

し、順次供給が再開されていく。 

・ なお、都市ガスの供給需要家のうち、１都３県の約１割の需要家では

供給が停止したままである。 

１ か 月 後

の状況 

・ 安全点検や管路の復旧により、１都３県を除く地域では大部分の供

給が再開される47。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○人的・物的資源の不足 

・ ガス事業者自身の被災や停電、道路や通信の寸断等により、各ガス事業者が管内

の被害の詳細を把握するのに時間を要し、復旧作業が遅れる。 

・ 被害が広範となった場合、他地域からの応援要員や燃料、運搬車両、工事車両等

の到着が遅延し、復旧が遅れる。 

・ 国等による都市ガス使用の節約の取組の要請やガス小売事業者から個々の大口

需要家等への需要抑制の協力の要請等が実施される。 

○より厳しいハザードの発生 

・ 震度６強等の強い揺れや津波を伴う地震の頻発により､沿岸部のガス製造設備等

の復旧が遅れる。 

・ 広範囲で被災することから復旧にも時間を要するほか、震度６強程度の強い余震

等が発生した場合、追加で低圧ガスの供給停止を行うことが考えられ、低圧の復

旧作業が遅れる。   

 
47 東日本大震災では、９０～９５％程度の復旧までに１か月程度、復旧完了までに５４日を要した。

「東日本大震災におけるライフライン復旧概況（時系列編）（Ｖｅｒ．３：２０１１年５月３１日まで）、ライ

フラインの地震時相互連関を考慮した都市機能防護戦略に関する研究小委員会」によると、９０～

９５％程度の復旧までに１か月程度を要している。令和６年能登半島地震では、都市ガスは液状

化、差し水等による導管被害のため、計１４８戸の供給支障が生じたが、１月４日までに供給再開し

ている。 
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■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 地震等の災害に強い供給ネットワークを構築するために、国と連携した耐震性の低

いガス導管からポリエチレン管等の耐震性の高いガス導管への取替等、効果的な

対策の推進48 

・ 供給停止ブロックの細分化、ブロック供給停止の判断指標を一律６０カインから、ブ

ロックごとの耐震性及び事業者の緊急対応力を勘案したブロックごとに固有基準に

設定する基準へ見直すこと、供給停止ブロックの細分化を推進することによる緊急

停止範囲の極小化により、ガス供給継続性を向上させるとともに復旧日数の短縮

化を推進。 

○応急・復旧対策 

・ 全国からの応援要員、資機材、車両、燃料等の確保 

・ 建設機材・要員の配分量や重要施設を考慮した、道路啓開とライフライン・インフラ

との復旧のための優先順位の設定、災害時協定の実運用の検討 

 災害時の燃料の確保や輸送手段・ルート情報の共有化、災害時における航空

写真、衛星画像、ヘリテレ画像等の災害情報の共有化の事前検討 

・ 早期復旧技術の開発 

・ 早期復旧のための、他のガス事業者や他のインフラ・ライフライン事業者との情報共

有・連携体制の構築 

・ 都市ガス供給停止時の避難者の生活支援の燃料として、液化石油ガス（ＬＰガス）

の活用49 

 
48 都市ガス業界（一般ガス導管事業者）では、２０３０年時点で低圧ガス導管（本支管）の耐震化

率を９５％とすることを目標に掲げ、供給ネットワークの耐震性向上に努めている。 
49 個別に供給可能な「分散型エネルギー」であるＬＰガスについては、ガスボンベを持ち運ぶこと

で、あらゆる場所での利用が可能となる。令和６年能登半島地震では、避難所における炊き出し

やランドリーカー等の燃料としても活用され、避難者の生活を支えた。 



 

５９ 

 

 
図４ 都市ガス生産と供給の流れ 

出典：日本ガス協会 HP 
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番号 区分 項目 

5.1 交通施設被害 道路（高速道路、一般道路） 

 

■被害様相 

地震直後

の状況 

［一般道路］ 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る震度６強

以上となるエリアでは、耐震性の低い橋梁等道路施設の被害50、沿

道建物の倒壊、電柱の倒壊、隣接する街区での延焼火災、液状化

による段差やマンホール等の飛び出し等の被害が発生する。 

・ 震度６強以上となるエリアでは、幅員５.５ｍ未満の道路の５割以上
51が通行困難となる。住宅地を中心として車両による移動が困難と

なる。 

・ ２車線程度の都県道・市区町村道では、沿道建物のがれきや火災、

橋梁の被害等で車線が減少したり、通行が困難となったりする箇所

が発生する。 

・ 都市部の４車線道路など幅員の大きい道路は、車線減少が見込ま

れるものの交通機能を果たす。 

・ 埋立地との連絡道路のうち、震度６強以上の揺れが想定されるエリ

アが被災・点検のため通行止めとなり、東京湾沿岸の埋立地の一部

が一時的に孤立する52。 

・ 中山間部においては、震度６強以上となったほとんどの区間で亀裂

や陥没が発生するほか、橋梁の取り付け部・横断ボックスの境界部

などの段差や、車道部のすべり、トンネルのコンクリート擁壁の剥離

等が発生し、多くの箇所で通行不能となる。また、土砂崩れや法面

崩壊の発生が顕著になる。震度６弱エリアにおいても多くの箇所で

亀裂や陥没等、同様の被災が発生する53。 

 

 

 

 
50「兵庫県南部地震における道路橋の被災に関する調査報告書」によると、震度６強エリアでの昭

和５５年よりも前の基準に準拠した橋脚の被害率は、大被害（短期的に機能を回復できない）で

８.２％、中小被害（修復をすることなく、又は応急修復程度で機能を回復できる）で３３.９％であ

る。 
51 阪神・淡路大震災の神戸市灘区においては、幅員１２ｍ以上の道路は震災時にも機能を果たし

た一方で、幅員６ｍ未満道路では５割以上が通行困難であった（なお、ＪＲ神戸線以南では、幅員

６ｍ未満道路の８割以上で通行困難）。 
52 ここでは、震度６強以上エリアにおいては道路に一定の機能支障が生じると設定している。 
53 新道路技術会議「道路機能に基づく道路盛土の経済的な耐震強化・補強技術に関する研究開

発」における「中山間部における道路施設に関する震度階の解説表（案）」を参考とした。 
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・ 沿岸部の津波浸水深が１～３ｍのエリアでは、３ｋｍにつき１か所程

度の被害が発生する54。津波により被災した場合、ほぼ全ての浸水

した道路が通行困難となる。 

・ 停電により、信号機や街路灯が滅灯し、交通制御が混乱する。 

・ 道路管理者は、発災後直ちに状況把握・安全確認のため点検を開

始する。点検車両が通れない箇所は自転車やヘリコプター等を活

用しながら点検を実施し、危険箇所を通行止めとする。 

・ 道路管理者をはじめ関係機関は、道路啓開の実施にあたるが、啓

開により生じた災害廃棄物を仮置きするスペースがなく、確保でき

る車線が限定される。 

・ 警視庁により道路交通法に基づく交通規制が行われる。国道４号、

１７号、２０号、２４６号、目白通り、外堀通りの通行及び環状七号線

から内側への通行については、緊急自動車・自衛隊車両等以外の

車両が規制される。 

・ 交通規制が実施されない区間で渋滞が発生する。道路の被害によ

り各地で通行に支障がある状況の中、自らの車両やタクシーで帰宅

しようとする交通や、帰宅できない者を車で迎えに行こうとする交

通、首都高速道路をはじめとする規制区間からの車両の流入等が

発生し、都区部で平均走行速度５ｋｍ/ｈ未満の深刻な渋滞となる

ほか、多摩地区や周辺県においても渋滞が発生する55。 

・ 多くの人が徒歩で移動することから、道路上に歩行者があふれる、

右左折が難しくなる等により渋滞が助長される。 

・ 道路被害による通行困難や渋滞に伴って車両を放置して避難する

者が発生し、放置された車両が交通を妨げる。 

・ 緊急輸送道路沿道にある耐震性の低い建物の倒壊により、緊急輸

送道路が閉塞し、発災後の応急活動等緊急輸送道路としての運用

に支障をきたす。 

・ 高速道路出口付近等でグリッドロックが発生し、大規模な交通渋滞

が発生する。 

 

 

 

 
54 東日本大震災における直轄国道の道路施設被害率（津波被害）は、浸水深１～３ｍのエリアで

０.３７（箇所/ｋｍ）である。 
55 東日本大震災においては、東京都区部において１６時台～２３時台の平均速度が６．２ｋｍ／ｈと

なり、平均速度１５ｋｍ/ｈを下回る渋滞が翌朝６時まで継続した。また、多摩地区や周辺県におい

ても平均速度１０ｋｍ/ｈを下回る渋滞が発生した。（国土交通省「交通状況の把握と渋滞対策」

「東日本大震災を踏まえた今後の対応について」を参考）ここでは、道路被害の発生等を考慮し、

より厳しい渋滞を想定している。 
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［高速道路］ 

・ 首都高速道路及びその他の高速道路では、１都３県で約６０か所の

軽微な被害56が発生する。道路管理者は、発災後直ちに状況把握・

安全確認のため点検を開始する。このため、一般車両の高速道路

への流入が規制される。 

・ 高速道路を走行する車両は、直近出口等へ誘導されるが、誘導完

了まで半日を要する。 

・ 少なくとも震度６強以上のエリア（館山道姉崎袖ケ浦ＩＣ以南、首都

高７号線・９号線・横羽線・湾岸線・大黒線・狩場線、東名道横浜町

田ＩＣ～御殿場ＩＣ等）においては、一部の箇所で応急修復を要する

被害や、近隣の延焼火災の危険のため不通となる。 

１ 日 後 の

状況 

・ 高速道路及び主要な一般道について、点検による状況把握に基づ

き、緊急交通路の指定がなされ、災害対策基本法に基づく交通規

制が実施される。道路交通法に基づく規制が行われていた路線は

引き続き規制されるほか、警視庁・各県警が指定する必要な路線が

追加で規制される。 

・ 高速道路は大きな被害がないことが確認され、必要な応急修復を

行ったのち、緊急交通路として緊急通行車両等のみ通行が可能と

なる57。高速道路を用いた物資・人員の緊急輸送が実施される。 

・ 直轄国道等は、特に重要な路線について啓開され、緊急交通路とし

て緊急通行車両等のみ通行が可能となるが、一般車両の流入を完

全に防ぐことはできない。周辺のその他道路における発災直後から

の渋滞も継続しているため、高速道路以外における物資・人員の緊

急輸送は限定的となる。 

・ 放置車両により渋滞が悪化する。 

・ 延焼火災が継続している街区に隣接している道路は、通行不能が

継続する。 

・ 郊外の被害が軽微な地域を含め、広域的な停電の影響で信号など

の交通管制に支障が生じ、手信号による対応が行われる。 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範囲で震

度６強～７の強い揺れとなり、橋梁の被害・道路閉塞等が多発し、

被災地に向かう主要な国道等の啓開まで１～２日程度を要する。 

 

 

 
56「兵庫県南部地震における道路橋の被災に関する調査報告書」によると、震度６強エリアでの昭

和５５年よりも後の基準に準拠した橋脚の被害率は、大被害で０％、中小被害で１６．３％である。 
57 平成１６年の首都直下地震の被害想定を前提に、高速道路及び特に重要な緊急輸送道路は２４

時間以内、全ての緊急輸送道路を３日以内に啓開することが目標とされている。 
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・ 津波警報等が発表されている地域は、解除までの２日間程度通行

不能となるほか、復旧作業にも着手できない58。 

・ 半島地域や山間地では、被災地に流入する車両が一部の道路に集

中することで、各地で渋滞が発生し、支援物資の運搬や復旧作業

の支障となる。 

３ 日 後 の

状況 

・ 高速道路及び国道、都県道等の主要な道路は、一部で不通区間が

残るが、緊急輸送道路の啓開が概成59し、交通規制により緊急通

行車両等のみ通行が可能となる。 

・ 地盤変位等による大変形や火災による損傷が生じた橋梁は通行不

能のままである。 

・ 規制対象外の道路においては、発災直後からの深刻な渋滞状況は

解消する。ただし、公共交通機関の停止に伴い、長距離の移動には

車両が用いられることから、首都圏全体では慢性的な渋滞が継続

する60。 

・ 停電が継続する地域においては、交通管制の支障も継続する。 

・ 緊急通行車両として標章発行の対象となる車両が徐々に拡大61さ

れ、民間企業の活動再開等に向けた動きが本格化する。 

・ 神奈川県・千葉県南部の沿岸では浸水被害が発生し、被災地に向

かう主要な路線の啓開まで３日程度を要する。 

・ 東名高速道路は御殿場ＩＣ以東において広範囲に震度６強～７の

強い揺れを受け、被災と点検のため３日程度通行できない。   

 
58 東日本大震災では、３月１３日１７時５８分に津波警報等が全て解除された。 
59 東日本大震災では、３月１４日時点で直轄国道のうち９５％程度が復旧した。 
60 阪神・淡路大震災においては国道２号線等の幹線道路に車両が集中し、交通規制の効果も限

定的であったことから、発災後数時間後から数か月にわたって慢性的な交通渋滞が発生した（熊

谷ら、２００５「災害時の道路交通」予防時報）。また、震災前後で居住地の変化していない自動車

利用者の通勤所要時間は発災から１週間後で２倍弱を要した（岸野ら、１９９６「震災後の交通行

動に関する考察」）。ここでは、幹線道路の規制は一定程度機能するが、その他の道路において慢

性的な渋滞が継続すると想定している。 
61 東日本大震災では、緊急通行車両確認標章の交付対象が徐々に拡大された。まず政府の緊急

輸送に協力する自動車や医薬品・食料品・燃料・建設機材等を輸送する自動車、ついで高速バ

ス・霊柩車、現金輸送車、地震保険調査車両等に拡大され、３月２２日には大型車が標章なしで

通行可能となった。 
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１ 週 間 後

の状況 

・ 交通の状況に応じて、高速道路及び直轄国道等の主要路線の一部

で交通規制が解除される。 

・ 地盤変位等による大変形や火災による損傷が生じた橋梁の一部

は、仮橋により緊急交通路として緊急通行車両等のみ通行可能と

なる。 

・ 停電が継続する地域においては、交通管制の支障も継続する。計

画停電となる地域においては、該当する日・時間帯において信号機

が滅灯した交差点においては、警察官等による交通整理が行われ

る。 

・ 市区町村道や生活道路においては、道路管理者や周辺住民による

道路啓開が徐々に行われる。 

・ 震度６強程度の強い余震等が頻発することにより、道路の啓開作業

が遅れ、高速道路の仮復旧に１週間以上を要する。 

１ か 月 後

の状況 

・ 高速道路は一般車両を含めて通行可能となる62。 

・ 直轄国道等は、一部区間で交通規制が継続する63。 

・ 停電がほぼ解消し、被害が軽微な地域の交通管制はほぼ回復す

る。 

・ 市区町村道や生活道路においては、道路管理者や周辺住民による

道路啓開が継続する。 

・ 長周期地震動等により大規模な橋梁に大変形が生じ、３か月以上

通行不能となる。   

 
62 東日本大震災では、３月２４日に東北道・磐越道、４月１日に常磐道（原発規制区間を除く）の交

通規制が解除された。 
63 令和６年能登半島地震では、関係省庁と連携し、内陸側・海側の両方からくしの歯状の緊急復

旧を進めて、１３方向で通路を確保した。その結果、１月９日には緊急復旧により半島内の幹線道

路の約８割が通行可となり、さらに１月１５日には約９割まで進捗した。これらにより、孤立集落は 

１月１９日に実質的に解消された。 
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【更に厳しい被害様相】 

○人的・物的資源の不足 

・ 被害が広範となった場合、管路の資材や他地域からの応援要員が不足するほほ

か、燃料不足、運搬車両不足、工事車両不足により、復旧が進まない。 

・ 多くの建設会社自体の被災や、他地域からの応援要員の不足により、道路啓開に

時間がかかる。 

・ 給油拠点等の被災により、道路啓開用重機の燃料が不足し稼働率が低下する。 

・ 道路管理者自身の被災や停電、通信手段の途絶により、道路管理者が管内の被

害の全体像を把握するのに日数を要し、復旧作業の着手が遅れる。 

・ 被害規模によっては、復旧の優先順位として、需要の小さい迂回路の存在する道

路の復旧が遅れる。 

○より厳しいハザードの発生 

・ 市街地延焼火災の影響により一部の鋼桁が損傷し通行不能となる。 

・ 高速道路直下で大きな地盤変位が発生し、高速道路の高架に大変形が生じた場

合等には、３か月以上通行不能となる。 

・ 電力・通信の被害に伴って、信号設備や管制システム等の運用に支障を来し、輸送

能力が低下する。 

・ 中山間地で大規模な地盤災害（地すべり、深層崩壊等）が発生し道路が寸断した

場合、復旧に長期間を要する。 

・ 震度６強等の強い揺れや津波を伴う地震の頻発により、沿岸部の道路の啓開作業

が遅れる。 

○より厳しい環境下での被害発生 

・ 高速道路や幹線道路で渋滞が発生している時間帯に発災した場合、膨大な数の滞

留車両・放置車両が発生し道路啓開や交通規制の実施までに時間がかかり、高速

道路の仮復旧に１週間以上を要する等、緊急輸送の開始が遅れる。 

○被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 標高ゼロメートル以下の地域の一部で堤防の決壊等により浸水した場合、排水さ

れるまでの長期間道路交通が寸断する。 

・ 大規模交通事故が発生した場合、道路補修等に２か月程度を要し通行に支障が生

じる64。 

・ 橋梁・トンネル等で非構造部材の被害が多発する。 

・ 頻発する余震により、法面・トンネル崩落等が発生し、道路啓開作業中の作業員が

巻き込まれる被害が発生する。 

・ がれき撤去時に発生しうる遺体の対応に時間を要し、道路啓開作業が遅延する。   

 
64 ２００８年の首都高速道路タンクローリー横転事故では、事故発生後全面開通まで７３日を要し

た。 
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■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 道路構造物（橋梁・橋脚等）の耐震化 

・ 沿道の建物の耐震化・不燃化 

・ 無電柱化の推進 

・ 幹線道路のミッシングリンク解消やダブルネットワーク化 

○応急・復旧対策 

・ 道路被害情報収集手段の拡充（航空写真、人工衛星画像、無人航空機（UAV）、

CCTV 等） 

・ 優先順位を考慮した交通規制の実施 

・ 被災を想定した道路啓開のための備え（建設会社との協定締結、実行動の想定）65 

・ 建設機材・要員の配分量や重要施設を考慮した、道路啓開とライフライン・インフラ

との復旧のための優先順位の設定 

・ 道路啓開のための重機の確保体制の構築 

・ ルート確保に関する図上訓練の実施 

・ 早期復旧のための、他のインフラ・ライフライン事業者との情報共有・連携体制の構

築 

・ デジタル技術の活用による、各主体への通行可能な道路の情報の提供 

・ ＴＥＣ-ＦＯＲＣＥによる技術の支援対策 

・ 地盤沈下時の排水対策の検討 

・ 早期復旧技術の開発 

・ 建設事業者の人手不足対策 

 

 
65 国土交通省は各地域で緊急仮復旧（啓開）の計画を検討中。 
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図５ 建設業就業者の減少推移 
出典：建設業を巡る現状と課題（国土交通省） 
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図６ 大震災（震度６弱以上）発生時における交通規制 

出典：警視庁ＨＰ 
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番号 区分 項目 

5.2 交通施設被害 鉄道 

 

■被害様相 

地震直後

の状況 

・ 鉄道の土木・保線に係る被害が約５,３００か所発生する。その他、

電柱、架線、盛土等の被害が発生し、全線が不通になる。 

・ 新幹線では、高架橋の橋脚等に被害が生じ、一時、東海道新幹線

の三島以東、東北新幹線の小山以南、上越新幹線・北陸新幹線の

大宮以南が不通になる。震度５強以下の区間（東海道新幹線の三

島以西、東北新幹線の小山以北、上越新幹線・北陸新幹線の大宮

以北）については、点検が終了し、運行の準備が整った区間から順

次、運行を再開する。 

・ ＪＲ在来線、私鉄では、震度６弱以上となる地上路線において 

約５００ｍに１か所の割合で軌道が変状66する。震度５強以下の地

域においても、軌道の変状等により一部不通となり、施設の点検や

補修を行う67。 

・ 地下鉄は点検のため首都圏の全線が不通となる。 

・ 隣接する街区で延焼火災が発生した鉄道では、架線の焼失等が発

生する。 

・ これらにより、都心部では鉄道による移動・輸送手段が失われる。夜

間に発災した場合は、普段郊外から出勤している従業者は都心の

事業所に向かうことができない。 

・ 鉄道に乗車中の人は直近の駅まで誘導され、駅構内にいた利用者

とともに駅舎内に留まる。駅舎のスペースに限りがあり、しばらくそ

の周辺に滞留するが、一時滞在施設・避難所・宿泊施設等を求めた

移動や帰宅を開始する。 

・ 通勤通学や出張により都心部に滞在している人は移動手段がなく

なり、広範囲に帰宅困難者が発生する。 

・ 首都圏を経由する貨物輸送による物流が途絶える。   

 
66 東日本大震災では、震度６弱以上エリアで１ｋｍ当たり１．８か所の軌道変状が発生した（ＪＲ東

日本の被害データより推計）。 
67 鉄道事業者は、一定の震度（又は加速度、速度）をもって列車の速度規制、停止、設備点検等

を実施する基準を有している（国土交通省 大規模地震発生時における首都圏鉄道の運転再開

のあり方に関する協議会報告書）。 
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１ 日 後 の

状況 

・ 震度５強以下の揺れを受けたエリアでは、点検及び軽微な補修の

後、運行の準備が整った区間から順次運転を再開する。 

・ 震度６弱以上の揺れにより不通となったＪＲ在来線、私鉄・地下鉄

は、応急復旧作業や被害状況の把握及び復旧に向けた準備が始め

られるが、依然として不通のままである。 

・ 東海道新幹線の三島以東、東北新幹線の小山以南、上越新幹線・

北陸新幹線の大宮以南の不通が継続する。各地で並行して応急復

旧作業や被害状況の把握、復旧に向けた準備などが始められる。 

・ 新幹線・地下鉄・主要なＪＲ在来線、私鉄を優先して復旧活動が開

始されるとともに、全国から復旧支援が行われ始める。 

・ 沿岸部の路線に関しては、津波警報等が解除されるまでの間、復旧

作業に着手できない68。 

３ 日 後 の

状況 

・ 不通となった各路線は応急復旧作業中であり、不通のままである。

避難所の不足等から被災地外に移動したい被災者が多く存在する

が、ほとんど移動できない。 

・ 各地において復旧支援が本格化するが、被害量が多く復旧要員の

絶対数が不足する。 

１ 週 間 後

の状況 

・ 新幹線の全線及び地下鉄の一部路線は、設備点検の結果に応じて

補修を実施し、運行を再開する。 

・ 不通となった各在来線は応急復旧作業中であり、不通のままであ

る。 

・ 道路の復旧及びバスの調達を待って、バスによる代替輸送が開始

されるが、需要を賄いきれない。 

１ か 月 後

の状況 

・ ＪＲ在来線、私鉄の一部復旧区間で折り返し運転が開始され、震度

６弱以上の揺れを受けた路線の約６０％が復旧する69。主要路線か

ら順次運行を開始する。 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範囲で震

度６強～７の強い揺れにより被害を受けた多くの路線で、運行再開

まで１か月以上を要する。また、震度６強程度の強い余震等が頻発

することにより、復旧が遅れる。 

・ 津波による浸水被害が発生し、大きな被害を受けた線区では復旧

に数か月以上を要する。   

 
68 東日本大震災では、３月１３日１７時５８分に津波注意報・警報が全て解除された。 
69 東日本大震災では、４月１日までに在来幹線（常磐線、東北線等）の約６０％程度が復旧（４月７日

余震で再度運休）した。令和６年能登半島地震時は、著大な軌道変位や支柱の傾斜等の被害を受

けたＪＲ七尾線は運転再開に約２週間～１か月半を要し、大規模な土砂流入や広域にわたる路盤損

傷等の被害を受けたのと鉄道七尾線は、運転再開に約１か月半～３か月を要した。 
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【更に厳しい被害様相】 

○人的・物的資源の不足 

・ 被災が広範囲にわたることから、資機材や人員が不足し、被災状況の確認や復旧

が遅れる。 

・ 鉄道事業者自身の被災や停電、通信手段の途絶により、鉄道事業者が管内の被

害の全体像を把握するのに日数を要し、復旧作業の着手が遅れる。 

○より厳しいハザードの発生 

・ 高架部の直下で大規模な地盤変位が発生した場合等には、耐震補強済みの高架

橋であっても被害が生じる可能性がある。 

・ 中山間地で大規模な地盤災害（地すべり、深層崩壊等）が発生し道路が寸断した

場合、復旧に長期間を要する。 

・ 震度６強等の強い揺れや津波を伴う地震の頻発により､沿岸部の線路等の復旧が

遅れる。 

○被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 橋梁・トンネル等で非構造部材の被害が多発する。 

・ 新幹線において脱線が発生した場合、余震による車両撤去の難航等により復旧ま

で２か月を要する70。   

 
70 ２００４年１０月２３日に発生した新潟県中越地震における上越新幹線脱線事故では、１１月１８日

に事故車両を撤去、１２月２８日に運転が再開された。なお、ＪＲ 東日本では早期地震検知体制

を強化しているほか、新幹線については脱線後の逸脱防止対策として全車両へのＬ型車両ガイド

及び脱線対策用接着絶縁継目の設置が完了し、現在はレール転倒防止装置の整備が進められ

ている（予定箇所約１,４６０ｋｍのうち約７３０ｋｍで設置完了）（東日本旅客鉄道２０２１年３月 

３日発表）。 

東海道新幹線においては、早期地震検知システムにより大きな揺れが到達する前に減速する

対策をとっているほか、震度７クラスの地震動に対して脱線そのものを防止する「脱線防止ガー

ド」を設置しており、運行速度２７０ｋｍに対しても効果が確認されている。高速で通過する分岐

器手前の区間全てを含む、軌道延長１４０ｋｍの対策が平成２５年３月までに完了。これに加え

て、東海地震の際、強く長い地震動が想定される地区の全区間、及びその他の地区の高速で通

過するトンネルの手前や三主桁の手前の区間全てを含む、軌道延長約４５６ｋｍの対策を平成 

３２年３月までに実施する予定（東海旅客鉄道 平成２４年１２月２０日発表）。加えて、万一脱線

した場合に車両が線路から大きく逸脱することを防ぐための「逸脱防止ストッパ」の車両への設

置についても全編成で完了している。 
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■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 鉄道施設の耐震化71 

・ 脱線防止ガード・逸脱防止ストッパ（東海道新幹線）、逸脱防止ガイド・レール転倒

防止装置、脱線対策用接着絶縁継目（東北、上越、北陸新幹線）の設置等 

・ 地震の早期検知体制の強化・精度向上72 

○応急・復旧対策 

・ 発災後の点検作業の迅速化（ドローンの活用等） 

・ 各鉄道事業者の復旧体制及び鉄道事業者間の復旧支援体制の備え 

・ 早期復旧技術の開発 

・ 早期復旧のための、他のインフラ・ライフライン事業者との情報共有・連携体制の構

築 

・ 代替交通手段（バス等）の確保や広域避難を目的にしたバス等による搬送に関す

る検討 

・ 鉄道災害調査隊（ＲＡＩＬ-ＦＯＲＣＥ）の体制構築、隊員の対応能力向上、資機材の

ＩＣＴ化・高度化 

・ ネットワーク全体として円滑かつ効率的に復旧作業や運行の再開が行えるような方

策、枠組みについての検討 

  

 
71 ＪＲ東日本では、従来進めてきた耐震補強に加えて、東日本大震災の被害等を受けて、対策の

対象や範囲を拡大して耐震補強を実施してきた。乗降客３,０００人以上の駅の駅設備について

は、新幹線では９駅、在来線では約２２０駅で駅舎の耐震補強を進めているうち、新幹線ではそ

の全て、在来線では約２００駅で完了している。また、高架橋柱の耐震補強についても、せん断破

壊対策が新幹線では約１８,９２０本、在来線では約１４,８００本で進められており、新幹線ではそ

の全て、在来線では約１３,５３０本で完了している。その他、高架橋柱の曲げ破壊対策や、橋脚、

電柱基礎、盛土・切取の耐震補強も進められている。（東日本旅客鉄道 ２０２１年３月３日発表） 
72 ＪＲ東日本では、防災科学技術研究所の海底地震計や沿線地震計で観測した地震動に基づき

新幹線の饋電停止を行う新幹線早期地震検知システムを導入している。在来線においても新幹

線のシステムを活用し、大規模な地震を観測した場合に列車無線を自動発報することで、乗務員

が列車を緊急停止させる在来線早期地震警報システムを導入している。（ＪＲ東日本グループレ

ポート２０２４） 

ＪＲ東海でも、遠方で発生する大規模地震を検知し早期に警報を発する東海道新幹線早期地震

警報システム（テラス）、沿線の揺れを直接捉える沿線地震計、気象庁の緊急地震速報や防災科

学技術研究所の海底地震観測網情報といった社外地震情報により早期に地震発生を検知し、

新幹線の饋電停止や在来線への情報伝達等を実施している。（ＪＲ東海 安全報告書２０２４） 
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番号 区分 項目 

5.3 交通施設被害 港湾 

 

■被害様相 

地震直後

の状況 

・ 震度６強以上のエリアでは、耐震強化岸壁は機能を維持する73が、

非耐震の岸壁の倒壊・隆起等、上屋倉庫・荷役機械の損傷、防波堤

の沈下、液状化によるアクセス道路・エプロンの被害等が発生し、機

能を停止する。東京湾内の各港湾の岸壁が約３７０か所被害を受け

る。 

・ 津波が想定される港湾では、港内コンテナや貨物の流失・浸水、引

き波による座礁、船舶の転覆・沈没・流出・破損、流失物による港湾

施設の破損や航路障害、上屋倉庫・荷役機械の損傷、アクセス交通

の寸断、防波堤の被害等が発生し機能を停止する。東京湾内の港

湾の防波堤が約９ｋｍ被災する。 

・ 耐震強化岸壁の設計を超える地震動により岸壁が機能を停止す

る。 

・ 被害が軽微な地域においても、非常用電源を備えていない場合は

広域的な停電の影響でガントリークレーンなどの荷役機械等に支障

が生じる。 

・ 津波の発生を受け、東京湾内の船舶が一斉に沖合に避難し、湾内

が多数の避難船舶により混雑する。 

・ 周辺の危険物施設から危険物が流出した場合や、燃料タンク火災

が発生した場合、流出した危険物の処理や発生した火災の鎮火が

完了するまで、港湾の利用が困難になる。 

１ 日 後 の

状況 

・ 港湾施設の復旧、荷役作業の体制の確保等を実施するが、復旧に

当たる要員が不足する。 

・ 優先的に啓開した港湾について、耐震強化岸壁への一部船舶の着

岸が可能となり、緊急輸送を実施する74。 

・ 津波被害が軽微な港湾を含め、津波警報等が解除されるまでの２

日間程度復旧作業や緊急輸送が滞る75。   

 
73 ここでは、耐震強化岸壁については揺れによる被害が発生せず利用可能と想定している。 
74 東日本大震災においては、八戸港が３月１４日、久慈港・宮古港・釜石港が３月１５日に岸壁の災害

対策利用が可能となった（第一船入港は３月１６日～２３日）が、首都直下地震においては、東日本

大震災に比べ津波の規模が小さいと想定されるため、早期に復旧に着手できると考えられることか

ら前倒しの想定とした。 
75 東日本大震災では、３月１３日１７時５８分に津波注意報・警報が全て解除された。 
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３ 日 後 の

状況 

・ 港湾施設の復旧、荷役作業の体制の確保等を順次実施する。 

・ 船舶の入港が可能となった港湾から順次緊急輸送を実施する76。 

・ 緊急輸送道路の啓開が進んでいることから、利用可能となった港

湾において、海からの緊急輸送が本格化する。 

１ か 月 後

の状況 

・ 航路啓開・港湾施設の復旧・荷役作業体制確保等を順次実施す

る。 

・ 船舶の入港が可能となった港湾から順次、緊急輸送を実施する。 

３ か 月 後

の状況 

・ 大きな被害を受けた港湾が本格的に復旧するには２年以上を要す

る77。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○人的・物的資源の不足 

・ 港湾管理者自身の被災や停電、通信手段の途絶により、港湾管理者が管内の被

害の全体像を把握するのに日数を要し、復旧作業の着手が遅れる。 

・ 陸路・海路双方のアクセス経路が被災し、工事資機材や人員が到着できないことに

より、被災状況の確認や復旧作業が遅れる。 

・ 津波がれき（多数の車両、船舶、コンテナ、材木等）に対して仮置スペースが不足

し、航路啓開が進まない。 

○より厳しいハザードの発生 

・ 震度６強等の強い揺れや津波を伴う地震の頻発により､航路の啓開や施設の復旧

等が遅れる。 

○より厳しい環境下での被害発生 

・ 台風や強風が多発する季節に防波堤が被災した場合、港湾内の静穏が保てない

ほか高潮が直接湾内に浸入するため、岸壁が健全であっても緊急輸送に活用でき

ない。 

○被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 長周期地震動により、浮き屋根式タンク等からの危険物流出による火災が発生し、

港湾内の航路の機能が制限される。 

・ 東京湾内に石油等が流出し、船舶の入出港が困難となり、サプライチェーンが寸断

され、産業活動が停滞する。また、船舶による緊急輸送が困難となり、市民生活に

支障が生じる。 

  

 
76 東日本大震災においては、３月１８日時点で被災した青森県～茨城県の１４港湾のうち８港湾で災

害対策利用が可能となった（第一船入港は３月１６日～２５日）が、首都直下地震においては津波の影

響が小さいと考えられることから前倒しの想定とした。 
77 東日本大震災で被災した港湾は、発災から約２年後の平成２５年１月時点で３７３岸壁中３０６

岸壁（８２％）が利用可能となった。 
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・ コンビナート港湾等において、老朽化した民有の護岸等が崩壊し、土砂等の流出に

より港湾内の航路の機能が制限される。また、危険物の海域への流出等が発生す

る。その結果、耐震強化岸壁等に繋がる航路の機能が制限される。 

・ 燃料タンクの火災により、タンク自体が長期間使用不可となるほか、燃料タンクを

擁する港湾も閉鎖され、燃料の不足が助長される。 

・ 港湾が隆起した場合、航路や泊地の水深が浅くなるため、港湾機能に大きな支障

をきたす。 

・ 津波漂流物が湾内に滞留し、船舶の入出港が困難となり、サプライチェーンが寸断

され、産業活動が停滞する。また、船舶による緊急輸送が困難となり、市民生活に

支障が生じる。 

・ 地盤沈下により港湾が沈下した場合、津波による冠水が継続し復旧が長期化す

る。 

・ 離島の港湾が被災し使用不能となり、離島へのアクセスが途絶する。 

○二次災害の発生 

・ 港湾の設備や船舶で火災が発生、羽田空港への離着陸に影響する。 

・ 引火した車両等津波漂流物が燃料タンクや船舶の重油等と衝突することで大規模

火災が発生し、復旧が長期化する。 

・ 津波発生に伴い港内の船舶が一斉に沖合に避難し、船舶同士の衝突による火災

等の二次災害が発生し、船舶の航行機能の確保が困難となる。 

○二次的な波及の拡大 

・ 東京湾内の港湾の被災により海上輸送量が減少し、道路も渋滞等により利用困難

である場合、食料品や生活用品の物資不足が継続する。 

・ 東日本の広範囲の道県のコンテナ貨物を取り扱う京浜港が被災することで、東日

本の広範な地域において貨物の輸出入や経済活動に支障が生じる。 

・ 港湾機能の麻痺により、サプライチェーンが寸断することで、原料や部品等の輸出

が停止することになり、企業の生産活動に甚大な影響を及ぼす。 

・ 港湾の機能や首都圏の経済活動を早期に回復できない場合、貨物の取扱量が減

少し、１年以上経過しても被災前の水準に戻らない。 

・ 東京湾内の国際戦略港湾・国際拠点港湾等の岸壁が被災し使用不能となり、国際

港湾物流における日本の地位が低下する。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 港湾施設及びアクセス道路の耐震化、液状化対策、老朽化対策、適切な維持管理

の実施 

・ 浮き屋根式タンク等の長周期地震動対策の実施 

・ 津波に対して粘り強い防波堤の築造 

○応急・復旧対策 
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・ 復旧に必要な砕石や重機等の資機材の備蓄 

・ 全国からの復旧支援体制の備え 

・ 事前の変形解析結果の整理等による、港湾施設の被害状況把握・利用可否判断

の迅速化 

・ ＴＥＣ-ＦＯＲＣＥによる技術支援対策 

・ 建設機材・要員の配分量や重要施設を考慮した、道路啓開とライフライン・インフラ

との復旧のための優先順位の設定、災害時協定の実運用の検討 

・ 早期復旧技術の開発や、他の港湾による代替を考慮した事前対策の検討 

・ 早期復旧のための、他のインフラ・ライフライン事業者との情報共有・連携体制の構

築や作業船の確保の体制構築 

・ 港湾ＢＣＰ・広域港湾ＢＣＰの策定・定期的な見直し及び訓練の実施78 

・ がれきの仮置場の計画的な確保 

・ 一般海域も含めた航路の早期啓開対策 

・ 津波に対する船舶の避難対策 

 

なお、航路啓開に必要な作業船隻数は近年漸減傾向となっており、その対策とし 

て、新造・買換する作業船に対しての支援を実施している。 

 

 

図７ 現有作業船隻数の推移 

出典：国土交通省「港湾・空港工事の持続可能性を確保するための作業船のあり方

（令和５年３月）」 

 
78 令和６年能登半島地震時の七尾港では、港湾ＢＣＰは策定されていたものの、その記載を確認

しながら災害対応を実施することは困難であり、定期的な見直しや訓練の実施等による関係者

間の認識共有・意識醸成の必要性が再確認された。 
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番号 区分 項目 

5.4 交通施設被害 空港 

 

■被害様相 

地震直後

の状況 

・ 震度６強以上の強い揺れにより、羽田空港79において滑走路等の基

本施設に被害が発生する可能性があるため、点検等により閉鎖す

る。 

・ 震度５強以上の揺れにより成田空港80が点検等のため閉鎖する81。 

・ 一部の空港では管制塔等の高層建物が長周期地震動にさらされる

が、建物自体に大きな被害は発生しない。82 

・ 羽田空港・成田空港に到着予定の便については、他空港への代替

運航が行われる。 

・ 羽田空港内の避難者は、大津波警報等が発表されている間は避難

所に指定されている空港ビル等の上層階に留まる。 

・ 羽田空港・成田空港では、点検後、空港運用に支障がないと判断さ

れ次第順次運航を再開する。また、直ちに救急・救命活動の受け入

れ拠点として運用を行う83。 

・ 羽田空港及び周辺のアクセス路等で震度６強～７の強い揺れを受

け、空港内の復旧・アクセス路の啓開に時間を要し空港の再開・緊

急輸送の開始が遅れる。 

１ 日 後 の

状況 

・ 羽田空港・成田空港では、緊急輸送物資・人員等輸送の受け入れ

拠点として運用を行う84。 

・ 震度６強程度の強い余震等が頻発することにより､羽田空港・成田

空港が点検等のため繰り返し閉鎖する。 

３ 日 後 の

状況 

・ 緊急輸送道路の啓開が進んでいることから、羽田空港・成田空港等

において、空からの緊急輸送が本格化する。 

 

 
79 震度６強以上となる空港を抽出。羽田空港では、４本中 1 本の滑走路の一部について液状化に

より使用不能となる可能性がある。 
80 震度５強以上となる空港を抽出。 
81 東日本大震災では、成田空港、羽田空港を含む多くの空港が点検等のため一時運用を停止し

た。 
82 一部空港においては、空港の管制塔機能やレーダー管制室機能が壊滅的打撃を受けた場合に

備えて、非常用管制塔装置や非常用ターミナルレーダー管制装置が配備されている。 
83 羽田空港事務所Ａ２-ＢＣＰにおいて、広域医用搬送活動の受入れ目標を８時間としている。な

お、東日本大震災では、仙台空港を除く全ての空港は当日又は翌日に運用再開した。 
84 令和６年能登半島地震時、能登空港は設備に損傷が発生したため発災当初は閉鎖されたもの

の、翌日からは救援ヘリコプターの受け入れを開始した。民間機の運用再開には、空港ビルの安

全確保、消防能力の確保（消防車）、滑走路全長のがれき除去、場周柵及び航空保安施設の復

旧が必要。 
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【更に厳しい被害様相】 

○人的・物的資源の不足 

・ 空港管理者自身の被災や停電、通信手段の途絶により、空港管理者が被害の全

体像を把握するのに日数を要し、復旧作業の着手が遅れる。 

・ 陸路・海路双方のアクセス経路が被災し、工事資機材や人員が到着できないことに

より、被災状況の確認や復旧作業が遅れる。 

○より厳しいハザードの発生 

・ 震度６強等の強い揺れや津波を伴う地震の頻発により､空港が点検等のため閉鎖

する。 

○被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 羽田空港においては液状化による側方流動や地盤沈下、成田空港においては盛

土・切土の崩壊により滑走路等が使用不能となった場合、復旧が長期化する。 

・ アクセス交通の寸断により羽田空港・成田空港が孤立した場合、緊急輸送の機能

が発揮できなくなる。 

・ コンビナート火災等の発生により、羽田空港の離発着に支障が生じる。 

・ 震度５強～６弱程度の余震により、羽田空港・成田空港が点検等のため繰り返し閉

鎖する。 

○災害応急対策の困難 

・ 発災直後の滑走路閉鎖に伴う上空待機によって、燃料欠乏による緊急着陸を含む

多数の代替飛行場を要請する航空機が短時間に発生する。 

○二次的な波及の拡大 

・ 首都圏の経済活動を早期に回復できない場合、成田空港における貨物の取扱量

が減少し、１年以上経過しても被災前の水準に戻らず、国際航空物流における日本

の地位が低下する。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 空港施設の耐震化、老朽化対策、適切な維持管理の実施 

○応急・復旧対策 

・ 大きな被害を受ける可能性のある空港について、空港機能の早期復旧や他の空港

による代替を考慮した事前対策の検討 

・ 多数の空港が同時に閉鎖する場合を想定した、飛行中の航空機を安全かつ効率

的に着陸させるための対策の検討 

・ 早期復旧技術の開発 

・ 早期復旧のための、他のインフラ・ライフライン事業者との情報共有・連携

体制の構築 

・ 空港業務継続計画（A2-BCP）の定期的な見直し及び訓練の実施 
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番号 区分 項目 

6.1 生活への影響 避難者 

 

■被害様相 

地震発生直後 

多数の避難者の

発生 

・ 地震・津波による建物被害、ライフライン被害及び余震への不

安等により、多くの人が避難所や比較的近くの親族・知人宅

等へ避難する（発災１日後で約２３０万人）。 

・ 津波警報等の発表、崖地の崩落や土砂崩れによる被害の発

生を防ぐために、避難指示が発令され、広いエリアで多くの

避難者が発生する。 

・ マンション等の建物でライフライン被害、エレベーターの長期

間停止等が発生し、局所的に多数の避難者が発生すること

で、避難所のリソースが不足する。 

・ 特に、軟弱地盤上に位置する建物では、揺れが増幅され建物

の傾き等が生じる場合があり、その場合には避難者が増加す

る。 

・ 被害が広域にわたるため、近隣自治体からの支援も困難にな

る。 

指 定 避 難 所 以

外 の 公 共 施 設

等への避難 

・ あらかじめ指定されていた学校等の避難所だけでなく、避難

所に指定されていない市区町村庁舎、文化ホール等公的施

設、公園、空地などに避難する人が発生する。 

・ 防災関係機関の施設にも避難者が押しかけ、災害応急対策

に支障が生じる。 

・ 指定避難所以外にできたテント村等が当初認知されず、食料

や救援物資等が配給されない事態が発生する。 

帰 宅 困 難 者 等

の避難による混

乱 

・ 帰宅困難者・徒歩帰宅者、外国人を含む観光客が避難所等

に避難し、収容力を超える避難所が出る等の混乱が発生す

る。 

延焼火災や津波

の発生地域にお

ける混乱 

・ 延焼火災や津波が発生した周辺地域では、地域全体の住民

等が避難するため、避難所への避難者数が特に多くなって混

乱する。 

・ 避難所までの経路や、避難所において延焼火災や津波により

人的被害が発生する。   
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避難所の避難ス

ペースの不 足 ・

被災による機能

低下 

・ 神奈川県の広い範囲や千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、多数の建物倒壊等に伴

い膨大な数の避難者が発生する。一方で、指定避難所の一

部には躯体及び内部構造が強い揺れによって損傷するもの

もあり、避難所としての利用が可能な施設の数は著しく減少

する。 

・ 被害の大きな地域では満杯となる避難所が発生する。学校で

は当初予定していた体育館や一部教室だけではなく、廊下や

階段の踊り場等も避難者で一杯となる。 

・ 耐震性の低い避難所や、木造建物の密集地域に立地してい

る避難所自体が被災する可能性があり、避難所の収容能力

が見込みより減少する。また、避難スペースが天井等の非構

造部材や設備の損壊等で使用不能となる。 

・ 帰宅困難者が避難所を訪れることにより、混雑が増長するほ

か、水・食料等の応急物資が不足する。 

避 難 所 運 営 要

員の被災 

・ 被害の大きな地域では自治体職員や学校職員等が被災し、

避難所の開設・運営に支障をきたす。 

通 信 機 能 の 喪

失 

・ 停電、電話の不通により、避難者のいる場所・避難者数の確

認、救援物資の内容・必要量の確認が困難となる。 

・ 非常用発電機等がない避難所ではテレビ等が利用できない

ほか、避難者の持つ携帯電話・スマートフォン等はバッテリー

が切れると利用できなくなることから、避難者が情報を得る

手段が災害用の手回しラジオ等に限定される。 

避難所における

医療救護活動 

・ 避難者の中には負傷者も多く、避難者でもある医療関係者

による看護や、医師等の派遣による応急手当が実施される。 

・ 避難所に避難した高齢者・妊産婦・乳幼児・身体障害者等の

要配慮者に必要な医療・介護面のケアが行き渡らない事態

が発生する。 

在宅避難 ・ 各人の生活状況把握や必要な支援の提供といった、避難所

で実施している被災者への支援が、在宅避難者には十分に

行き届かない。 

・ 地震によって住宅が被災した場合、在宅避難している住宅

が余震によりさらに被害を受けることで、在宅避難者が被災

する。 

・ 障がいや介護、ペットを理由に避難所に避難できない人が自

宅等に残っており、その存在を行政が把握できない。 
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屋外避難 ・ 自宅に残った人、避難所等へ避難した人ともに、余震が怖い

等の理由で屋外に避難する人が発生する（屋外避難者は人

数が把握しづらくなるとともに、特に冬季は問題が深刻にな

る）。 

・ 避難所には自動車による避難者も多く、学校のグラウンド等

は自動車で満杯となる。 

・ 学校のグラウンドに液状化等の被害が発生した場合、駐車

場や避難場所としての利用に支障が発生する。 

 

おおむね数日後～ 

避難者の増加 ・ 断水・停電が継続すること等により自宅での生活が困難とな

ることから、避難者が増加する（発災２週間後で約３９０万人

となり、指定避難所収容可能人数を超える規模となる）。 

・ 在宅避難者においても、物資が不足することより自宅での生

活が困難となることから、避難者が増加する。 

食料・物資の調

達、配布不足 

・ 避難所において食料・救援物資等が不足する。 

・ 乳幼児、高齢者、女性等の特別な物資ニーズを持つ避難者

に対応した救援物資が不足する。 

照明、冷暖房機

能の喪失 

・ 停電が継続し、非常用発電機等がない避難所では夜間は真

っ暗、また暖房・冷房が機能していない状況下で避難生活を

余儀なくされる。 

飲料水、トイレ用

水の不足 

・ 断水が継続し、飲料水の入手や水洗トイレの使用が困難とな

る。 

避難所等におけ

る し 尿 ・ 生 活 ご

みの蓄積 

・ ごみ収集・し尿処理収集の遅れにより、避難所や在宅避難中

の家屋周辺に生活ごみや仮設トイレのし尿が溢れかえり、衛

生状態に悪影響が生じる。 

感 染 症 等 の 発

生 

・ 避難所で密集した環境におかれ、安全な飲料水や衛生的な

トイレが確保できず、手洗いができない、マスクや消毒薬など

の衛生物品が不足するなどにより、基本的な感染対策ができ

なくなる。 

・ 避難生活における衛生状態が悪化すると、感染症発生のリ

スクが高まり、集団発生につながる。 

・ 衛生状態の悪化により、女性は婦人科系の病気、妊婦は流

産・早産や妊婦高血圧症候群、産婦は乳腺炎や膀胱炎、乳

幼児は感染症にかかりやすくなり、健康リスクが高まる。 
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屋外避難 ・ 避難所等に入りきれない避難者は車内に寝泊りすること等に

より静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）などで健康が

悪化する。 

・ 静脈血栓塞栓症は、女性、妊婦の発症リスクが高く、特にト

イレ環境を理由に水分を控えると発症リスクが上がる。 

避難所の開設・

運営 ノウハウを

持つ人材の不足 

・ 警察・消防・自衛隊等の多様な救助関係機関やボランティア

等が捜索・救助活動や災害廃棄物撤去、物資管理・配送等

の支援を行うが、避難所の把握や避難者ニーズの把握、食

料・水の確保、入浴支援等の人材が不足し、これらの支援に

ついても頼らざるを得ない状況となり、本来の活動が遅延す

る。 

・ 避難所の運営管理責任者に女性が参画しておらず、女性の

ニーズが把握できない。女性が炊き出し、片付け、掃除とい

った活動を負担し続けて疲弊する。  

・ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）やストーカー被害者等の

避難者名簿の作成や情報管理が徹底されず、ＤＶや性暴力

事案が発生する。 

・ 避難生活における衣食住について把握している避難者運営

者がいない場合、適切な避難所環境を構築できない。 

避難所生活のル

ー ル 、 マ ナ ー の

必要性 

・ 発災当初はハネムーン現象により愛他的に接する人が多い

が、日数が経過するにつれ、自分の家のように空間を独占す

る等の迷惑行為・犯罪（窃盗、性犯罪等）が発生する。 

・ 食料・救援物資の配給ルールや場所取り等に起因する避難

者同士のトラブルが発生する。 

・ 過密な避難状況やプライバシーの欠如から、避難所からの退

去や屋外避難する避難者が発生する。 

遠隔地への広域

避難 

・ 避難所の不足から、被災地域外に移動したい被災者が多く

存在するが、公共交通機関が運行を再開していない間はほ

とんど移動できず、劣悪な環境の下での避難生活となる。 

・ 自宅建物が継続的に居住困難となる等の理由から従前の居

住地域に住むことができなくなった人が、遠隔地の身寄りや

他地域の公営住宅等に広域的に避難する。 

・ 広域避難を希望する被災者が膨大となった結果、被災地外

のホテル等が不足する。 

・ 遠隔地に避難・疎開する避難者が中間地点の避難所に避難

するため、他市区町村の情報を避難者に提供する必要が発

生する。 
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・ 避難者登録が何らかの理由で出来ておらず、適切な支援が

受けられない避難者が生じる。 

こどもや若年者

への支援 

・ こどもや若年層への支援が後回しにされ、災害の怖い記憶

や慣れない避難生活、のびのびと遊べないこと、受験勉強が

思うようにできないことなど多様なストレスを抱える。 

・ 避難所のトイレ等で性暴力に巻き込まれるリスクが高まる。 

ペット等の扱い

に 関 す る ト ラ ブ

ル 

・ 避難所においてペットに関するトラブル等が発生する。 

・ 飼い主が飼養できない場合、ペットの一時預かり施設等の確

保が必要となる。 

・ ペット等の飼養に必要な物資が不足する。 

・ 広域避難等に伴い、ペット・家畜等を飼い続けることが困難

となり、被災地等にペット等が多く残される。 

・ トラブルを避けるために自家用車等で生活する人が現れる。 

被災者による避

難 所 の 自 主 運

営 

・ 避難所の運営は、発災直後は施設管理者が中心であるが、

発災３日後程度以降から自治組織中心に移行する。 

・ 時間が経過するとともに、徐々にボランティア等が疲労し、数

自体も減少し、被災者自らによる自立した避難所運営が必

要となる。 

・ 高齢者比率が特に高い地域や、複数地域から避難者が寄り

集まっている避難所等では、自立のためのマンパワー確保や

自治組織の形成が困難なために避難所自治が成り立たず、

生活環境の悪化につながる。 

・ 避難所の運営に女性が参画できず、運営管理者に女性のニ

ーズが理解されずに困難に陥る。 

避 難 所 間 の 格

差 

・ 自治体間や避難所間で、食事の配給回数やメニュー、救援

物資の充実度等にばらつきや差が生じ始める。 

・ 交通機関途絶によるアクセス困難などから、ボランティアや救

援物資に避難所間の格差が生じ、避難者に不満が発生す

る。   
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おおむね 1 か月後～ 

避難所、車中泊

避難の長期化 

・ ライフラインの復旧等の遅れに伴い、自宅建物に被害を受け

ていない住民であっても避難が継続される。 

・ 長期間にわたる車中泊の避難者に静脈血栓塞栓症が発症

する。 

避 難 先 の 多 様

化 

・ 交通機関の部分復旧等に伴い、遠方の親族・知人等を頼っ

た帰省・疎開等が始まる。 

・ 広域避難者が増えると、行政が避難の状況を追えずに生活

支援が困難になるほか、移動・移転に伴う負荷から災害関連

死のリスクが高まる。 

・ 被災地のライフライン等の復旧が進んでも、広域避難にあた

って宿泊施設等に避難した者がなかなか次の住まいを検討

できず、宿泊施設等への避難が長期化する。 

・ 避難者が全国各地に散らばるため、住まい、生活の再建に向

けた支援情報等行政情報の提供が困難となる。 

・ 民間賃貸住宅への入居、勤務先提供施設への入居、屋外で

の避難生活（テント、車中等）等も見られる。 

・ 「自宅の様子が知りたい」、「生活基盤のある土地から離れた

くない」、「子供を転校させたくない」、「遠いと通勤・通学に時

間がかかる」等の理由から、自宅近くの避難先を選択するケ

ースも多く、居住地周辺の避難所避難者数が減少しない。 

避 難 生 活 の 長

期化に伴う心身

の健康不安 

・ 避難所や避難所外への避難者だけではなく、在宅生活者に

おいても、生活不活発病となる人が増加する。 

・ 避難所で活動する職員やボランティアで、過労やストレスによ

り健康を害する人が発生する。 

・ 生活環境の変化・悪化・寒さ等により、高齢者等を中心に罹

病、病状の悪化、不眠などの症状が発生する。 

・ 避難所におけるプライバシーの確保が困難となり、生活に支

障をきたすとともに、精神的ダメージを受ける人も発生する。 

・ 水やトイレの使用等の制約により、特に高齢者や障害者、妊

産婦・乳幼児等の生活や健康に支障をきたす。 

・ 言語の壁により適切な支援が受けられないことや、生活習慣

の違いから、精神的ダメージを受ける人も発生する（外国人

等）。 

避難所内でのト

ラブル 

・ 避難所の救援物資の大量持ち帰り、部外者の出入りや避難

者の無断撮影、盗難等のトラブルが発生する。 
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避難者ニーズの

変化 

・ 避難所生活に慣れた頃から、配給された食事が冷たい、メニ

ューが単調、温かい風呂に入りたい等、生活環境への不満

が積もる。 

・ 被災者のニーズは時々刻々と変化し、モノ・情報の様々なニ

ーズに対応しきれなくなる。 

避難所の解消の

困難 

・ 避難所生活が長期化し、避難所の解消が遅れる。 

・ 避難所となっている学校では授業再開に支障をきたす。 

・ ライフライン復旧の遅れに伴い、在宅避難者の家庭内の備蓄

物資が底を尽き、在宅での避難をあきらめ、避難所避難者と

なる。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○より厳しいハザードの発生 

・ 強い揺れを伴う余震が断続的に長期間続く場合や、気象条件によっては、自宅等

での生活に不安を感じ、避難所避難者が更に増加し、より避難生活が長期化する

可能性がある。 

○被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 大規模な延焼火災が発生した場合、被災者が膨大な数に上る一方で、避難可能な

施設も失われるために避難所が大幅に不足し、大量の広域避難者が発生する。 

・ 大規模な地盤沈下と堤防の決壊等が発生し、広範囲にわたって湛水した場合、自

宅で生活できない被災者が膨大な数に上る一方で、避難可能な施設が失われるた

めに避難所が大幅に不足し、大量の広域避難者が発生する。 

○災害応急対策の困難 

・ 行方不明者が多数発生し、捜索活動が継続されている地域においては、行方不明

者（又は所持品等）を探し続ける遺族等が自宅跡近くの避難所等から移動せず、

避難所の解消が大幅に遅れる。 

○二次的な波及の拡大 

・ 停電・断水・ガス供給停止・燃料不足が長期化した場合、トイレ等の衛生環境の確

保や調理、暖房の利用が困難となるために生活環境が極めて悪化し、高齢者等を

中心に多数の震災関連死が発生する。 

 

■主な防災・減災対策 

・ 避難者の発生を減ずる対策（建物やライフラインの耐震化等） 

・ マンションの住民と関係機関の連携のもとエレベーター閉じ込め者の救出訓練の

実施 

・ 避難所に設置されている防災無線を、自主防災組織の役員など避難所運営に関わ

る人が操作できるよう訓練 

・ 自治会やマンションの管理組合を中心とした防災訓練の実施や備蓄の推進 
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・ 被害が小さい場合は在宅避難することを前提とした対策（備蓄や住宅耐震化等の

個人が実施するものから、在宅避難者の管理体制の確立等行政が実施するものも

含む）の推進 

・ 避難生活に関する周知啓発・防災教育の推進 

・ 「男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン」を踏まえた研修・訓練の推進 

・ 避難所の運営体制に女性と男性の両方を配置 

・ 男女共同参画の視点からの「避難所チェックシート」の周知・活用徹底 

・ 避難所としての使用が想定される施設への冷暖房設備の導入やスフィア基準によ

る環境整備、発災時の冷暖房設備の物資支援の実施 

・ 避難所における非常用発電機・コージェネレーション（熱電併給）等の導入・強化 

・ 被災地内の安全な避難所の確保（避難所の耐震対策、避難所の安全な地域への

整備・配置） 

・ 市区町村・都県・民間団体によるゴミ・し尿収集車両や人材支援の協定の締結、避

難所における仮設トイレの備蓄 

・ 延焼火災の発生箇所等、危険な場所を避けるための避難誘導 

・ 避難所不足・応急住宅不足に備えた対応（避難所としての公的施設・民間施設の

利用拡大、学校教育の継続を踏まえた避難所の検討、公営住宅・民間賃貸住宅の

マッチング等による提供体制の構築、調整を行える人材の養成） 

・ ペットを飼育している被災者や、外国人でも入居可能な応急仮設住宅等の整備 

・ 健康、防寒等に配慮した避難生活対策（避難所／避難所外） 

・ 十分な数のトイレ、温かい食事、入浴環境、ベッドの確保に向けた支援の実施や、ス

フィア基準に準じた生活環境の確保等による避難所の質的向上 

・ 燃料の調達体制の確保 

・ 自治体間の連携等による広域的な避難体制の整備（避難者の移送必要者数・対象

者の選定方法・移送先の調整方法・移送手段の確保方法等を定めた広域避難計

画の作成、被災地外へ避難・疎開した者への支援・情報提供体制の整備、対口支

援の受け入れ体制の強化等） 

・ 災害中間支援組織による平時からのＮＰＯ・ボランティアセンターとの連携強化 

・ 被災地外の親戚・知人宅等への一時的な避難を支援するための公共交通機関の

代替交通手段（バス等）の確保や、広域避難を目的にしたバス等の運行 

・ ライフラインの早期復旧対策の検討 

・ 被災程度により、避難所に行かず自宅等にとどまる対応（在宅避難）を推奨 

・ 在宅避難者に対する物資支援の実施 

・ 市区町村・都県・民間団体によるゴミ・し尿収集車両や人材支援に基づく収集体制

の整備 
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図８ 災害フェーズにおける「避難所運営業務」の流れ 

出典：内閣府「避難所運営ガイドライン」（平成２８年４月） 
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番号 区分 項目 

6.2 生活への影響 帰宅困難者 

 

■被害様相 

地震発生直後 

膨大な数の滞留

者の発生 

 

・ 平日の１２時に地震が発生し、公共交通機関が広域的に停止

した場合、一時的に外出先に滞留する人（自宅のあるゾーン

外への外出者）は、東京都市圏で約１,６００万人、うち東京都

で約８８０万人に上る。 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、軌道の変状等の被害箇

所が増加する。 

・ このほか、広い範囲で徒歩による目視点検を行う震度に達す

るため、多くの区間で鉄道が長時間の運転見合わせとなり、

帰宅が困難な状況が長期化する可能性がある。 

・ 夜間は滅灯により真っ暗な状況となり、信号が作動せず特に

交差点等で人と車両の大混雑が発生する。 

・ 「むやみに移動を開始しない」ことを求めているが、自宅が近

隣の従業者は自宅に移動、事業所が被災した場合は、一時

滞在施設・避難所・宿泊施設等を求めて移動する動きがで

る。 

・ 徒歩帰宅者が車道にあふれ、自動車の通行を妨げること等に

より、渋滞が助長される。 

・ 鉄道に乗車中に被災した人は、直近の駅まで誘導され、駅構

内にいた利用者とともに駅舎内に留まる。駅舎のスペースに

限りがあり、その周辺に滞留するが、一時滞在施設・避難所・

宿泊施設等を求めた移動や帰宅を開始する。 

・ 地理に不案内な人が、避難先を求めて移動し、落下物や火災

により被災する。 

・ 学校に通う児童生徒等や、通所の福祉事業所の利用者等も

帰路の安全が確保できないこと等から帰宅困難者となる。 

・ 保護者等が帰宅困難者となり、保育所や学校にこどもを引き

取りに行けなくなる。   
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徒 歩 帰 宅 の 困

難 

・ 路上は建物損壊・落下物発生・延焼火災・道路被害等により

危険な状況となる。 

・ 帰宅途中における食料等の不足、休憩所の不足、混雑等が

発生するほか、断水等によりトイレが使えなくなるなどの事態

が発生する。 

災 害 応 急 対 策

への支障 

・ 緊急輸送道路等にも徒歩帰宅者があふれ、救命・救急活

動、消火活動、緊急輸送活動等に支障が生じる。 

通信途絶等によ

る安否確認困難

等 

 

・ 携帯電話の基地局の被災や基地局のバッテリー切れ等によ

り通信できない状況となり、携帯電話のメールなども機能し

づらくなる。 

・ 災害用伝言ダイヤル１７１は容量に限界があるため、不必要

な登録件数が増加すると、機能しなくなる。 

・ 安否確認ができずに家族や自宅等の状況が心配で帰宅を

急ぐ人が多く発生する。 

一時滞在施設に

おける問題 

 

・ 一時滞在施設が十分に確保されていなければ、また帰宅困

難者に対し、近隣の一時滞在施設を効率的に情報提供でき

なければ、滞在・休憩場所を求めて混乱が生じる可能性があ

る。 

・ 地震後の混乱が落ち着くまでの一定期間は、事業所等に留

まることが求められるが、耐震性の低い建物、家具類の転

倒・落下防止対策が施されていない施設では、被害の発生、

頻発する余震の不安等で安全に留まることができず、従業員

及び施設利用者等は行き場のない帰宅困難者として、不足

する一時滞在施設をさらに圧迫する可能性がある。 

・ オフィスビルの建物・ライフライン被害に伴い、建物内に滞留

していた多数の人が、点検等が終了するまで建物外に閉め

出される。 

・ 衛星携帯電話や無線通信、非常用発電機等が整備されてい

ない施設については、停電時にはテレビ・インターネット・電話

等の情報通信設備が使えず情報が寸断されるとともに、冷

暖房が停止し、滞在することが困難となる。 

・ 断水時には、水の備蓄のないところでは飲料水が確保でき

ず、トイレも利用できない状況になる。 

避難所における

混乱 

・ 公立学校等、地元住民のための避難所に帰宅困難者が殺

到し、避難所運営が混乱する。 

・ 避難所において、避難者と帰宅困難者の区別がつけられず

混乱する。 
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おおむね１日後～数日後 

膨大な数の帰宅

困難者の発生 

・ 地震後しばらくして混乱等が収まり、帰宅が可能となる状況

になった場合において、遠距離等の理由により徒歩等の手段

によっても当日中に帰宅が困難となる人（帰宅困難者）は、

約８４０万人に上る。 

一 時 滞 在 の 困

難 

・ 停電が復旧せず、情報の寸断や冷暖房の停止が継続する。 

・ 断水が復旧せず、飲料水の確保やトイレ利用の困難が継続

する。 

・ 避難所において、避難者と帰宅困難者の区別がつけられず

混乱が継続する。 

・ 一時滞在者向けの物資が不足する。 

参集、出勤の困

難（在宅時に発

災の場合） 

・ 夜間や早朝等、多くの人が自宅にいる時間帯に発災した場

合、翌日以降、交通機関を使う従業者が事業所に行けない。 

（２３区内事業所の就業者数約７７０万人に対し、２３区外か

ら鉄道で通勤する人は約２６０万人で約３割を占める。２３区

外から２３区内に鉄道で通学する学生は約３５万人85。） 

徒 歩 帰 宅 の 困

難 

（応急対応・人命救助活動を優先する発災後７２時間後以降

や、公共交通機関が安全に運転を再開した後の状況を想

定） 

・ 路上は建物損壊・落下物発生・延焼火災・道路被害等により

危険な状況となる。 

・ 断水等のためトイレが使えなくなるなどの事態が発生する。 

・ 施設被害・ライフライン被害により、災害時帰宅支援ステーシ

ョンとして機能する施設が限定され、休憩場所・トイレが不足

する。 

・ 会社や学校、一時滞在施設等における備蓄では物資が不足

し、飲食物が無い中で徒歩帰宅を開始することとなる。 

・ 外国人観光客等は発災後の混乱により帰国が困難となる。 

・ 被災状況や天候等により、自宅にたどり着くまでに長時間を

要する。 

【更に厳しい被害様相】 

○被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 平日の朝や夕方等、移動のピーク時に発災した場合、鉄道利用中に被災する人が

大幅に増え、駅周辺の滞留者が増大する等、混雑が増長される。事業所や自宅に

戻ることも困難となり、多数の人が屋外に滞留し続ける。 

 
85 第６回（平成３０年）東京都市圏パーソントリップ調査による推計（事業所の就業者数は令和３年

経済センサス‐活動調査に基づく） 
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・ 夜間に発災し、停電した場合、多くの人が灯りのある場所に移動し混雑する。 

・ 道路・鉄道の復旧が遅れ、停電・燃料不足が数日間以上に及び、徒歩で帰宅でき

ない帰宅困難者等が一時滞在施設等にとどまり続け、水や食料の支援の継続を求

める。 

○二次的な波及の拡大 

・ 一時滞在施設の生活環境の悪化により、帰宅困難者等の健康状態が悪化する。 

 

■主な防災・減災対策 

・ 帰宅困難者の発生を減ずる対策（都心部の事業所ビルの耐震化、鉄道施設の耐

震化、早期点検体制等の充実） 

・ 避難所は原則、住民のための場所であり、帰宅困難者の受入れ施設とは異なるこ

との事前周知 

・ 一斉帰宅抑制の徹底や、「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドラ

イン」の周知啓発 

・ 保育所や学校における児童生徒等の保護者への引き渡しルールの策定 

・ 帰路の安全が確保できないこと等から学校内待機となった児童生徒等への対策 

・ 発災時の家族間の安否確認手段を決めておく 

・ 企業等における施設内待機に係る対策（企業等における施設内待機計画の策定、

従業員・家族等の安否確認手段の確保、帰宅ルールの設定（段階的帰宅や集団帰

宅等）、食料・飲料水等の備蓄の充実等） 

・ 帰宅困難者用の一時滞在施設の確保（食料・飲料水等の備蓄の充実等も含む） 

・ 一時滞在施設の状況（開設状況・受け入れ状況等）の把握・周知システムの構築 

・ 帰宅困難者等に対し、駅周辺に向かうことを抑制する（鉄道が動いておらず、多数

の滞留者で身動きが取れない等）ための的確な情報の提供 

・ 避難場所等への誘導標識として、初めて見る人でも理解できるよう、図やピクトグ

ラム、アプリ等を活用 

・ リアルタイムな人流データを活用した、滞留者の状況把握及び適切な誘導の実施 

・ 通勤通学中に帰宅困難者となった場合の対策 

・ 駅前滞留者対策協議会の設立等により、一時滞在が可能な広い公園等に誘導す

るための事業者等の体制や、誘導路について事前検討 

・ 混雑が予想される駅周辺のエリアでは、照明用の非常用発電機の確保や、ソーラ

ー発電の導入を推奨 

・ 災害時帰宅支援ステーションの確保・充実等による徒歩帰宅の支援策 

・ 帰宅困難者の搬送計画の立案や搬送手段の確保 

・ 徒歩帰宅のために必要な物品の保管や携行 

・ 発災時の外国人の帰国支援策の構築 
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番号 区分 項目 

6.3 生活への影響 物資 

 

①飲料水・食料等 

■被害様相 

地震発生直後 

膨大な物資の調

達困難（被災地

内外における） 

・ 食料は必要量が膨大であり、都県・市区町村の公的備蓄物

資や家庭備蓄による対応では大幅に不足する。 

・ こうした膨大な数の避難者等が発生する中で、被災地内への

物資の供給が不足するとともに、被災地内外での買占めが発

生し、被災域内のコンビニエンスストア、小売り店舗の在庫は

数時間で売り切れる86。 

・ 飲料水についても、備蓄飲料水、家庭備蓄による対応では大

幅に不足し、都県・市区町村による災害用給水タンク等から

の応急給水が必要となる。 

・ 生活必需品の毛布も、都県・市区町村の公的備蓄物資による

対応では大幅に不足する。 

・ 災害により住居を失わないものの、生活必需品等の不足が生

じるいわゆる在宅避難者が多数発生する。 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなることや津波により、工場や

物流センター等、物資の生産・輸送拠点が広範囲で停止・被

災することから、被災地内だけでなく周辺地域にも物資不足

が波及する。 

・ 女性や乳幼児用品について公的及び家庭内で十分備蓄され

ておらず、女性やこどもを持つ家族が必要とする物資が不足

する。 

 

おおむね１日後～数日後 

膨大な物資の調

達困難 

・ 食料が大幅に不足する。 

・ 古着を含む衣類のニーズが高まる。 

・ 停電や通信状態の不調、マンパワーの不足などにより、被災

者の物資ニーズの把握が困難となる。 

 
86 東日本大震災発災後の首都圏においては、米、水、レトルト食品（冷凍食品以外）、即席めん、パ

ン、乾電池、カセットコンロ、トイレットペーパー・ティッシュペーパー、生理用品、ガソリンなどがス

ーパーマーケット・コンビニエンスストア等で入手できない状態が長く続いたが、必要としている

量が足りないというのではなく、大地震の発生や停電に対する不安等から需要が過剰に増大し

たことも一因であった。 
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全国的な買占め

等による物資の

枯渇 

・ 物資不足の報道が連日なされることで、被災地に支援するた

めの購入や、自らの必要量以上の買占め等が全国的に発生

する。 

道路の寸断や渋

滞等による物資

の配送困難 

・ 被災地外から大量の支援物資が被災地に流入するため、道

路渋滞が発生し、物資の確保及び配送が遅延する。 

・ 道路の寸断により、輸送ルートが確保できず、被災地外から

の商品供給や被災地内で店舗への配送が困難となる。 

・ 順次、緊急輸送道路の啓開は進捗し、部分的に放射系道路

が使用できる状態になった段階で、域外の物資の搬入が可

能となるが、燃料不足による搬送困難は継続する。 

支 援 物 資 の 管

理上の混乱 

・ 膨大な量の支援物資等が流入し、保管スペースが不足す

る。 

・ 物資拠点における資機材不足・ノウハウ不足等により、物資

の管理や輸送が混乱する。 

・ 多様な支援物資が送られ、どこに何がどのくらいあるのか、

適切な管理ができず効率的な作業ができない。 

・ 避難所で女性のニーズ把握が十分なされない中で、女性が

必要とする物資（女性用下着や生理用品）の要望が通りにく

く、十分な支援が行き届かない。 

生 活 必 要 物 資

の販売停止 

・ 被災を免れた被災地内外の大型小売店等では営業を継続

し、食料等の物資の販売・供給を実施するものの、小型小売

店等では被災し開店できずに食料等の販売ができなくなる。 

・ 小売店等の物流センター等の被災により、店舗への商品供

給が停止する。 

・ 通信網の寸断や情報システムの損壊により、商品の受発注

が困難になる。 

本 社 機 能 等 の

喪失による物資

調達・流通機能

の低下 

・ 東京に本社を置く企業が被災し、被災地外でのバックアップ

機能が十分に機能せず、全国で確保可能な自社の物資の把

握、被災地への搬送手段の確保等が効率的に進まず、結果

として被災地内の物資不足だけでなく、被災地外における物

流機能の低下にもつながる。 

 

おおむね１週間後～ 

物資の生産・供

給困難 

・ 飲食料品の製造工場のみならず農産物の生産地や包装材

等の工場が被災し、食料等の生産・供給が困難となる。ま

た、小売店等に供給できる商品量が減少する。 
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燃料不足による

物資の調達・配

送困難 

・ 道路・港湾等の交通インフラが復旧しても、物資を運ぶトラッ

クの燃料が不足し、物資の調達・配送が困難となる。 

被災者の物資ニ

ーズの変化 

・ 被災者からは、水道・ガス等のライフラインの復旧に伴い、調

理が必要な加工食品のニーズが高まる。古着のニーズは低

下し、製品衣類のニーズが高まる。 

・ 古着やおにぎり・パンなど、緊急用の意味合いが強い支援物

資については敬遠され、消費されずに余るようになる。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○人的・物的資源の不足 

・ 連休中や観光シーズン、イベント開催時に発災した場合等は、地域内における被災

者数が平時よりも増加することで、物資が不足する。 

・ 道路・鉄道・港湾の復旧が遅れ、停電・燃料不足が数日間以上に及び、支援物資

及び食料等の商品の輸送が十分に行えない状態が長期化すると、被災地で飲料

水・食料や医薬品等の不足により著しく体調を崩す人が多数に上る。 

・ 農産物の生産地や加工・包装等の工場等の被災、道路・鉄道・港湾の復旧遅れや

停電・燃料不足による農産物・加工品等の輸送・供給の数日間以上の停止により、

被災地以外でも物資不足が深刻になる。 

・ 膨大な数の水・物資ニーズを首都圏に集中させるオペレーションが、物資の量の調

達及び確実な搬送システムの確保の両面で機能せず、被災地内が慢性的な物資

不足に陥り、略奪等の社会不安につながる。 

○流通在庫備蓄の減少 

・ 各店舗における余剰在庫は限られる中、物流網の復旧が遅れれば、卸売からの在

庫供給も滞り、結果として災害時の流通備蓄の供給が困難となる。   
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■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ ローリングストック等を活用した家庭備蓄の実施及び都心部の事業所における従

業員向け備蓄の充実（日頃からの備蓄による買占め防止を含む。） 

・ 備蓄に係る啓発の実施 

・ 物流寸断を想定した緊急物資の分散備蓄（１週間分程度） 

・ 男女共同参画の視点からの「備蓄チェックシート」を活用し、女性と男性のニーズの

違い、妊産婦や子育て家庭のニーズに配慮した物資を平常時から備える。 

・ 平常時から企業等の民間団体やほかの地方公共団体と災害時応援協定を締結す

る。 

○応急・復旧対策 

・ 被害の軽微な地域における小売店舗等の継続的な通常営業と、販売制限等も含

む買占めの防止等の無用な混乱の抑制 

・ 到着可能な避難所や物資輸送拠点には、ニーズによらず最大限供給可能な物資を

輸送 

・ 埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、神奈川県等の被災域周辺の弁当類を

はじめとした食品製造工場、生活必需品の製造・搬出等について、品目を限るなど

の災害時対応の供給体制の確保 

・ 飲料水や食料等の物資輸送が困難な地域から、傷病者や体力のない高齢者・児童

等を被災地外に一時的に搬送 

・ 農産物や加工・包装の工場等の代替生産 

・ 食料等の商品の代替調達及び代替輸送 

・ 正確な供給量等の情報発信による飲食料品の仮需要発生の抑制 

・ 物資調達・輸送調整等支援システムの活用による適切なニーズ把握・輸送の調整 

・ ボランティア等による物資ニーズ等の迅速・的確な情報収集・一元化 

・ 小売業と運送業との連携による物資等の輸送の迅速化・円滑化 

・ 民間の物流業者を活用した物流体制の構築 

・ 物流事業者やＮＰＯ・ボランティア等との物資調達・輸送に関する情報の共有体制

の構築 

・ 広域的な緊急輸送体制の構築（リダンダンシーを考慮した緊急輸送ルートの確保、

陸・海（河川を含む。）・空による輸送手段の確保、ドローンの活用87） 

・ 緊急通行車両標章のデジタル化等による円滑な物資輸送の実施 

・ 支援物資に頼るのではなく、営業再開したスーパーマーケット・コンビニエンススト

ア等での消費活動を通じた自力生活に誘導 

  

 
87 令和６年能登半島地震では、ドローンを活用して孤立集落等への物資輸送が行われた。 
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②燃料 

■被害様相 

地震発生直後 

製油所・油槽所

等の被災による

原 油 の 精 製 機

能、石油製品の

出荷・受入機能

等の低下 

・ 製油所のほとんどは、その設計上、１８０Ｇａｌ程度で緊急停止

する88ため、全国１９製油所のうち７製油所の精製機能が停

止89する。全国の石油精製能力は一時的に地震発生前の６

割強90まで下がる。 

・ 更に、ライフラインの寸断により、工業用水・施設稼働用電力

が不足し、ライフラインの復旧まで製油所が停止する。 

・ 埋立地に立地するいくつかの製油所・油槽所では、地震、津

波、地盤の液状化、護岸背面地盤の側方流動等により石油

製品の出荷・受入機能等が毀損する。 

・ 震度６強程度の余震等が頻発することにより、製油所・油槽

所の復旧に支障が発生する。 

・ 津波火災の被害を受け、長期間復旧が困難となる製油所・

油槽所が発生する。 

ガソリンスタンド

やタンクローリー

の被災による地

域 石 油 供 給 網

の毀損 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、ガソリンスタンド91の一

部が倒壊・損壊等の影響を受け営業が不能となる。仮に被害

が無くても、大規模停電の発生地域において多くのガソリンス

タンドの営業が困難となる（停電でポンプが使用できなくなる

状態を含む）ほか、例え燃料を運べても給油する場所が限定

されるために、長時間の給油待ち状態がなかなか解消しな

い。 

・ 自家発電設備を装備している災害対応型中核給油所等を除

き、緊急通行車両等への効率的な給油が滞る92。 

 
88 中央防災会議防災対策推進検討会議首都直下地震対策検討ワーキンググループ（第９回）、資

料２ 石油連盟提出資料「製油所における地震・津波対策」（平成２４年１２月１２日） 
89 停止基準加速度を１８０Ｇａｌ（おおむね震度５強以上相当）とした場合の、首都直下地震の想定

震度で震度５強以上地域にある製油所数 

※製油所データは石油連盟「製油所の所在地と原油処理能力 （２０２４年３月末現在）」に基づ

く。 
90 上記データと同様のデータに基づいて、全国２０製油所のうち震度５弱以下地域の原油処理能

力を積算したもの。 

参考：東日本大震災時は約７割（中央防災会議防災対策推進検討会議首都直下地震対策検討

ワーキンググループ（第７回） 資料３ 経済産業省「災害時の石油供給について」（平成２４年 

９月６日）） 
91 収益性の悪化等を理由に、今後、ガソリンスタンドの数が減少していく可能性がある。 
92 消防法では、ガソリン車両へのタンクローリーからの給油は認められていないが、軽油は指定数

量（１，０００Ｌ）未満であれば車両への直接給油は認められている。 
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おおむね１日後～数日後 

・ 被災地域に向け、タンカー（船舶）、タンク車（鉄道）、タンクローリー（車）によっ

て燃料がバックアップ運搬される。遠方からの調達も併せて実施される。他方

で、ドラム缶充填設備が稼働可能な製油所・油槽所からは、道路事情に応じや

すく小回りのきく小型トラックを使用してドラム缶により燃料を運搬する。 

・ ただし、道路の被害が大きくタンクローリーは迂回を余儀なくされ、貨物鉄道に

よる迂回輸送も電力供給が障害に、また港湾における岸壁の被害等によりタン

カーの入港が困難になる。このため、他地域からの燃料バックアップ輸送には時

間を要する。 

・ 中核サービスステーション（ＳＳ）等非常用電源装置を備えたＳＳを含め、被害の

少なかったＳＳは順次再開。中核ＳＳが中心になって緊急車両への燃料供給を

行う。 

ライフラインの非

常 用 電 源 用 燃

料等不足 

・ 電力会社へのＬＮＧ等の供給不足により、長期間の停電が

発生する。 

・ 被災地の製油所では原油の精製機能は引き続き停止してい

るが、被災地外の石油製品の受入・出荷が可能な製油所等

は、備蓄した石油（国家備蓄と民間備蓄）を供給し続ける。 

・ しかし、物流の停滞・遅延により、地域によっては自動車用燃

料、非常用電源用燃料、暖房用燃料等が不足し始める。 

・ 広範囲の燃料精製施設が被害を受け、燃料精製が十分にで

きないことにより、被災地から内陸の油槽所まで燃料を輸送

することが困難となる。 

・ 停電が続き、燃料のバックアップ供給が遅れた地域では、ラ

イフライン（上下水道、通信施設、ガス等）の非常用発電機用

燃料が不足し始める93。 

緊 急 車 両 、 救

助・救出活動等

を行う行政機関

への燃料供給の

困難 

・ 物流の停滞・遅延により、救助・救援用の車両・ヘリコプター

等への燃料供給が困難になり始める。 

・ ガソリンスタンドの営業困難（停電でポンプが使用できなくな

る状態を含む。）が続き、自家発電設備を装備している災害

対応型中核給油所等を除き緊急通行車両等への効率的な

給油が滞る 92。   

 
93 上水道については、厚生労働省「東日本大震災水道施設被害状況調査報告書（平成２３年度

災害査定資料整理版）」によると、浄水場での自家発電設備の燃料備蓄日数は０.６～１.０日の事

業体が１２４事業体（７３.４％）と多く、２日分までの事業体は１５７事業体（９２.９％）。 
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避難所・病院へ

の物資輸送の困

難 

・ 病院では、暖房用灯油や非常用発電燃料が不足し始め、医

療機器の使用が困難となる。 

・ トラックの燃料が不足し、避難所等へ物資を運ぶことが困難

となり始める。 

企 業 活 動 の 継

続困難 

・ 軽油・ガソリンの供給不足による物流の停滞・遅延や、燃料

不足による自家発電機の停止等により、製造業等の企業の

サプライチェーンが滞り始める。 

市 民 の 生 活 支

障 

・ ガソリンスタンドの燃料在庫切れや停電の継続により給油が

滞り、自動車や暖房・給湯機器に支障が生じる。 

・ 非常用発電機の燃料切れにより、ライフライン（上下水道、通

信、ガス）が使用できなくなる。 

 

おおむね１週間後～ 

・ 被害が小さい製油所での安全確認が終了し、精製が始まる。しかし、被害の大

きな製油所の精製機能等は引き続き停止している。 

・ 主要港湾では、発災３日後程度を目途に最小限の海上輸送ルートを確保でき

るように、航路啓開等の応急復旧が進められる。 

・ 製油所の精製機能停止による燃料不足を補うため、石油製品が海外からタン

カーで運搬される94。 

市 民 の 生 活 支

障 

・ 被災地内外で、電力会社へのＬＮＧ等の供給不足による計

画停電等の電力の需要抑制の必要が生じる。 

・ 引き続き、ガソリンスタンドでの給油待ちにより渋滞が発生

し、トラブルや交通渋滞等の混乱が発生している地域があ

る。 

（ 被 災 地 内 外

の）企業活動の

継続困難 

・ 潤滑油や石油化学製品の供給縮小・停止により、被災地内

外の製造業のサプライチェーンが滞り、経済に影響が出始め

る。 

復旧の遅れ ・ 緊急車両への給油が滞り、災害廃棄物の撤去に使用する重

機や排水作業を行うポンプ等の稼働効率に影響が出始め

る。 

 

おおむね１か月後～ 

・ 燃料の供給不足の解消が始まる。   

 
94 近隣諸国からの石油製品の運搬には 1 週間程度を要する。 
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【更に厳しい被害様相】 

○より厳しいハザードの発生 

・ 震度６強等の揺れや津波を伴う地震の頻発により、船での輸送に時間を要する。 

○被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 大きな被害にあった製油所・油槽所が多い場合には、更に長期にわたり燃料の供

給不足が続く95。 

・ 道路の被害が大きい場合、タンクローリーは迂回せざるを得ないため、燃料の輸送

に時間を要する96。 

・ 港湾の被災等により、船での輸送が困難な地域が発生する。資機材の確保が難し

い場合、船での輸送の復旧に時間を要する地域も生じる。 

・ 津波火災の被害を受け、長期間復旧が困難となる製油所・油槽所が発生する。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 非常用発電機用の燃料の備蓄の充実 

・ 石油製品の国家備蓄の増強（内陸部の油槽所での製品備蓄） 

・ 平素から自動車燃料をこまめに給油するよう呼びかけ 

・ 被災時に必要となる車両の燃料の多様化（ディーゼルシフト等）の促進 

・ 天然ガス自動車（ＮＧＶ）の採用等、物流車両燃料の多様化 

・ パイプライン施設の地震対策 

○応急・復旧対策 

・ 製油所・油槽所・ガソリンスタンド・ＬＰガス充填所等の災害対応力の強化、設備の

更新・標準化（入出荷設備、ドラム缶充填出荷設備、出荷基地の衛星電話、非常用

電源、液状化・側方流動対策、耐震強化策、護岸の嵩上げ、排水くみ上げポンプ

等） 

・ 燃料の輸送に係る港湾、道路等の耐震化（沿道建物を含む。）と優先して復旧する

施設の検討 

・ 中核ＳＳを含めた地域の燃料供給体制の構築 

・ 消火や救助等に従事する消防、警察、自衛隊、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等

の緊急車両やヘリコプターに対して燃料の優先供給を行う国家的な体制整備 

・ 燃料補給の優先順位設定 

・ 全国から被災地へのバックアップ供給の検討 

 
95 東日本大震災では仙台の製油所が再開までに１年程度を要した。 
96 東日本大震災では、西日本からの燃料を日本海側から青森を経由して仙台まで２日程度かけて

輸送した。 
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図９ 石油製品（燃料油：ガソリン、軽油、灯油、重油）物流の概観 
出典：石油業界の物流効率化の取組みおよび政策措置の検討に関する要望（石油 

連盟）、持続可能な物流の実現に向けた検討会 第１０回検討会 参考資料２ 
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番号 区分 項目 

6.4 生活への影響 医療機能 

 

■被害様相 

地震発生直後 

膨大な数の死傷

者の発生と医療

機関の被災等に

伴う医療対応困

難 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、広範囲で医療機能が低

下し被災地外への広域搬送を要する患者数が膨大となる。 

・ 被災地内の医療機関においては建物被害やライフライン機能

支障、電子カルテの閲覧困難等により対応力が低下する中、

重傷者や軽傷者等の膨大な数の医療需要が発生する。 

・ 被災地内では対応が難しくなる入院患者、外来患者が多数

発生するため、被災地から他地域への患者搬送手段・受け入

れ先の確保が必要となる。 

・ 被害箇所が広範囲に、かつ深刻なものとなるため、ヘリコプタ

ーの発着可能な場所が限定される。また搬送可能な医療施

設までの移動が遠距離となり、搬送時間が増加するために負

傷者の広域搬送が追い付かなくなる。 

・ 医療機関自体の被災だけではなく、医師・看護師等の不足で

診療機能が低下する。 

・ 救急車が不足し、道路被害や交通渋滞等により搬送が困難

となる。 

膨大な数の負傷

者のトリアージ 

・ 医療機関が被災するとともに、膨大な数の負傷者が発生し、

被災地内の相当数の医療機関でトリアージを実施する必要

がある。 

広 域 医 療 搬 送

体制の確立 

・ 重篤患者を広域医療搬送する体制が必要となる。 

・ 在院患者について、医療機関の建物被害、ライフライン機能

低下によって転院を要する者が多数発生する。しかし転院を

要する患者を移送させる手段（燃料を含む。）、移送先の確

保・調整が困難となる。 

・ 被災地外の道府県から、ＤＭＡＴ等の医療従事者の応援派

遣の体制は整い、順次派遣されるが、受入れ側の現場の準

備（通信、場所の設定）が十分に整わず、被災地全体の調整

等は困難なため、各応援主体で活動が開始される。   



 

１０２ 

 

おおむね１日後～数日後 

被 災 地 内 の 病

院における機能

の確保困難 

・ 非常用発電機を有する医療機関等では診療・治療が可能で

あるが、燃料不足等により機能が停止する医療機関も発生

する。 

・ 被害が広範になることや燃料不足による輸送力低下に伴い、

血液製剤や医薬品、資機材不足が相当数の医療機関で発

生する。 

・ 日常的に受診していた患者のうち相当数が医療機関の被災

により受診を継続できなくなり、転院やかかりつけ病院の変

更を余儀なくされるほか、災害関連死につながるリスクが高

まる。 

・ 断水・停電が継続し、多くの人工透析患者が通院又は入院

している施設での透析が受けられなくなる。数日で復旧する

施設もあるが、復旧の見通しが立たず、相当数の透析患者

が受入可能な施設への移動を余儀なくされる。また、受入可

能な施設でも透析スケジュールの変更（稼働時間の延長）が

迫られ、それでも対応できず他医療機関への再移送等とな

る透析患者も相当数発生する。 

・ 被災した病院での出産や、出産・新生児医療対応が困難と

なった病院からの転院等により、妊産婦や新生児の健康が

悪化する。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○人的・物的資源の不足 

・ 計画停電が実施される場合、停電期間中に院内の非常用発電機の燃料の枯渇等

によって医療機器が停止し、治療が困難になる。 

・ 停電と燃料不足の長期化により、在宅医療者を含め死亡する患者が発生する。 

・ 災害拠点病院はより重篤な患者を受け入れるため、入院患者を一般病院等に転院

させる場合があり、近隣に一般病院の病床に空きがない場合、入院患者等の災害

関連死につながる。 

・ 耐震対策が十分に行われていない中小病院・クリニックにおいては、長期期間にわ

たり、診療が再開できず、治療が困難になる。 

○災害応急対策の困難 

・ 夜間に発災した場合、域外からのヘリコプターによる救命救助部隊の乗入れは翌

朝まで実施できない。（停電で照明が不足し、現場の対応が困難）   



 

１０３ 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 負傷者の発生を減ずる対策（建物の耐震化・不燃化等） 

・ 医療機関の施設の耐震化・免震化 

・ 医薬品の備蓄の充実 

・ 医療機関における非常用発電機・コージェネレーション（熱電併給）等の導入・強化 

・ 医療情報システムやカルテ・患者情報等のバックアップ 

○応急・復旧対策 

・ 医薬品や血液製剤の調達（医薬品や血液製剤の供給スキームの見直し）、トリアー

ジ体制、停電時対応、患者移送体制の構築 

・ 災害拠点病院等の重要施設における非常用発電機の確保及び燃料の調達体制の

確立 

・ 訓練を踏まえた活動要領の策定、必要な資機材の確保等による船舶を活用した医

療提供体制の充実・強化 

・ 医療機関におけるＢＣＰの作成 

 医療機能が災害時にも維持され、院内の患者や外部からの傷病患者を受け入

れるという観点でのＢＣＰ 

 医療機関自体が被災する可能性がある場合に一斉避難をする必要があるとい

う観点でのＢＣＰ 

・ 傷病の種類に応じた広域的な患者受け入れ体制の確保 

・ 災害医療に詳しい医師・看護師・保健師等の全国規模の派遣体制の確保 

・ 全国規模で派遣される医療・保健支援チームの一元的管理体制の確保 

・ 救急搬送や弱者移送を行うため、緊急消防援助隊の充実強化による広域消防応

援体制の整備と迅速な投入 

・ 海外の医療チームの受入れ体制を整備 
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番号 区分 項目 

6.5 生活への影響 福祉機能 

 

■被害様相 

地震発生直後 

社 会 福 祉 施 設

のサービス停止 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、広範囲で社会福祉施設

が被害を受ける。 

・ 施設の損傷により業務継続が困難となった社会福祉施設が

サービス停止する。サービス停止は、施設が復旧するまで継

続する。 

・ 入居していた要配慮者は近傍の他の社会福祉施設又は福

祉避難所への移転を余儀なくされる。 

・ 福祉避難所に関する知識がない場合、福祉避難所に避難す

ることができず、一般の避難所に避難するが、その場合適切

な支援が受けられない可能性が高まる。 

福 祉 避 難 所 の

不足 

・ 被害の大きな地域では満杯となる福祉避難所が発生する。 

・ 耐震性の低い避難所や、木造建物の密集地域に立地してい

る避難所自体が被災した場合、避難所の収容能力が見込み

より減少する。 

 

おおむね１日後～ 

社 会 福 祉 施 設

のサービス停止

の継続 

・ 施設の損傷が無い場合でも、職員の出勤困難等により業務

継続が困難となった社会福祉施設がサービス停止する。サー

ビス停止は、公共交通機関が復旧する等、業務継続が可能

になるまで継続する。 

・ 入居していた要配慮者は近傍の他の社会福祉施設又は福祉

避難所への移転を余儀なくされる。 

・ 一部の要配慮者は家族が引き取るものの、家族自身も被災

している中で両者に負担がかかり、健康上のリスクが高まる。 

・ 福祉避難所に指定されている施設では、職員が従来の入居

者に加え避難者への対応も行うこととなり、作業負荷が増大

し十分なサービス提供が困難となる。   
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■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 福祉避難所の公表及び認知度の向上 

・ 福祉施設等の耐震化対策（耐震診断、耐震改修等）・安全確保、災害発生時にお

ける学びの継続方法の検討（オンラインを活用した学習の体制整備等）、要配慮者

利用施設における非常災害対策計画や避難確保計画の作成、社会福祉施設の 

ＢＣＰ策定推進（定期的な防災訓練等を通じたＢＣＰのアップデート）、業務継続体

制の確立、職員への防災教育・人材育成、利用者やその家族等への周知 

○応急・復旧対策 

・ 施設側での利用者の安全確保（避難確保計画に沿った立退き避難や屋内安全確

保等） 

・ 行政による施設及びその利用者の被災状況の把握 

・ 要配慮者の二次被害を防ぎ安定的な日常生活へ移行するための福祉的支援（外

部応援等も含めたバックアップ） 

  



 

１０６ 

 

番号 区分 項目 

6.6 生活への影響 保健衛生、感染症、遺体への対応等 

 

■被害様相 

地震発生直後 

避難所等におけ

る衛生環境の悪

化 

・ 特に人口の多い都市部では、多数の避難者が避難所に避難

し、一人当たりの居住スペースの減少、仮設トイレ等の不足、

健康管理のための医師・保健師等の不足、テントや車中泊に

よる屋外生活者の発生など、保健衛生環境が悪化する。 

・ 被災地が広域にわたることから、広範囲で保健衛生機能等

が低下する上に、機能の回復にも時間を要する。 

気候を考慮した

暑さ対策の必要

性 

・ 夏期は停電や断水等により熱中症対策が取れない場合に、

熱中症が発生する危険性が高まる。 

 

おおむね１日後～数日後 

遺体捜索、処理

等に係る人 的 ・

物 的 資 源 の 不

足 

・ 膨大な数の死者・行方不明者の捜索が継続し、復旧活動に

支障が生じる。住民等では人数、装備とも限界があることか

ら、警察・消防・自衛隊等の人的・物的資源の多くを投入する

ことが必要となる。 

・ 津波で被災する沿岸部を中心に、火葬場の能力を大幅に上

回る数の遺体が収容され、早期の火葬が困難となる。 

・ 死者数が膨大であり、迅速な遺体処理が困難になる。 

・ 遺体の安置場所、棺、ドライアイスが不足し、夏季には遺体の

腐乱等による衛生上の問題が発生する。 

・ 検視等が可能な人員等が不足し、多数の遺体の身元確認が

困難となる。 

多 数 の 身 元 不

明者 

・ 外国人や地方からの就労・就学者（住民登録を行っていない

者を含む。）、旅行者・出張者等の一時滞在者等が多数存在

し、身元確認が困難な遺体が多数発生する。   
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おおむね１週間後～ 

季節、気候を考

慮した対策の必

要性 

・ 冬季は避難所や仮設住宅の寒さ対策が求められるが、対応

すべき場所が膨大な数となり、人的・物的資源の両面から対

応が遅れる。その結果、インフルエンザ等の感染症が蔓延す

る等、特に高齢者・乳幼児の健康状態の悪化が懸念される。 

火葬場の不足、

火葬の困難 

・ 火葬場の被災、燃料不足等により火葬が困難となる。 

・ 火葬が困難な場合、衛生上の問題から土葬や仮埋葬が行わ

れる。都市部では土葬の可能な場所が限定されることから、

遺体の処理が困難となる。 

保健衛生・栄養

管理 

・ 衛生状態の悪化により、女性は婦人科系の病気、妊婦は流

産・早産や妊婦高血圧症候群、産婦は乳腺炎や膀胱炎、乳

幼児は感染症にかかりやすくなり、健康リスクが高まる。 

・ 食物アレルギー対応の食事が手に入らない、哺乳瓶の消毒

ができないなど、最も栄養ケアが必要な乳児 がわずかな食

事の変化で脱水や重大な健康障害のリスクが高まる。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○人的・物的資源の不足 

・ 道路の被害復旧や燃料不足が長期化すると、被災地外の火葬場へ車両で遺体を

搬送することも困難となる。 

・ 火葬のための燃料、土葬を行う場所の確保困難により遺体の腐敗が深刻化し、保

健衛生環境が著しく悪化する。 

・ 保健師等が不足し、避難所等での避難者の健康管理等保健対応が困難となる。 

○災害応急対策の困難 

・ 多数の行方不明者が残っている状態で復旧活動を本格化させる合意が得られず、

復旧が進まない。 

○影響の波及 

・ 衛生環境の悪化から感染症等の集団発生や持病の悪化等健康被害が生じる。 

・ 感染症については、避難者が避難所等で集団生活をすることになり、停電、断水等

で居住スペースの衛生状態が悪化するなかで、インフルエンザ、新型コロナウイル

ス、ノロウイルスなどの集団感染のリスクが高まる。衛生環境の悪化によりダニなど

により媒介される感染症のリスクも高まる。また、通常の感染症サーベイランスは災

害時に医療機関の被災等により機能しないことがあり、感染者数を正確に把握す

ることが困難となる。   
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■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 人的被害の発生を減ずる対策（津波避難対策、建物の耐震化等） 

・ 避難者の発生を減ずる対策（建物やライフラインの耐震化等） 

・ 避難所としての使用が想定される施設への冷暖房設備及び非常用発電機等の導

入 

○応急・復旧対策 

・ 医師・歯科医師との連携による検視等体制の構築 

・ 地震発生から数日～数週間以内で、被災地内での火葬及び被災地外への遺体搬

送に係る燃料を優先的に確保するための燃料の調達体制の確立 

・ 遺体処理に係る資機材の確保 

・ 遺体保管・運搬体制の整備 

・ 土葬の可能性を考慮した遺体処理対策の検討 

・ 保健衛生環境及び情報連携の著しい悪化を想定した防疫体制の確立（トイレ・洗

面・入浴対策、ゴミ収集対策、感染対策チーム及び疫学専門家の確保、避難所等

における臨時の感染症サーベイランスの実施等） 

・ 被災者の心身のケア体制の充実 

○過酷事象対策 

・ 遺体捜索活動と復旧活動を同時進行させるための事前合意 
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番号 区分 項目 

6.7 生活への影響 各種生活サービス（公共交通機関、教育、子育

て等） 

 

■被害様相 

地震発生直後 

ライフラインの停

止 

・ 電気・ガス・水道等の生活に直結するライフラインの供給が

停止する。 

・ 特にライフライン関連の施設等が津波被害を受けた場合、復

旧が長期化し影響が拡大する。 

公 共 交 通 機 関

の運休 

・ 地震動等による施設被害により、公共交通機関が運休する。

運休は、施設や車両の安全が確認されるまで継続する。 

・ 出勤・通勤先からの帰宅手段を失い、多くの帰宅困難者が

生じる。 

・ 特に交通関連施設が津波被害を受けた場合、復旧が長期化

し影響が拡大する。 

保育所・学校等

の休園、休校 

・ 保育所・学校等は、学区・通学路等の安全が確認されるまで

児童生徒等を安全な場所で待機させる。安全が確認された

後には、保護者への引渡し、集団下校等を行う。施設に被害

が生じた場合や通学・学校運営に支障が生じた場合、安全

な環境が確保されるまで臨時休校・休園となる。 

小売店の休業 ・ 店舗の被害等により小売店が休業し、生活必需品の調達先

が無くなる。休業は、店舗設備の修復や、営業体制が整うま

で継続する。 

・ 広域にわたり被害が発生することで、工場や輸送のための施

設まで被災した場合、調達の困難が深刻化する。 

レジャー施設の

閉鎖 

・ 施設来場者の安全確保後、退場させたのちに休業する。休

業は、施設の修復や、営業体制が整うまで継続する。 

・ 施設が津波被害を受けた場合、復旧が困難となる場合があ

る。 

情報の遮断 ・ テレビ、電話、インターネット、パケット通信等が施設被害等に

より一部停止する。それにより、情報取得手段が限られる住

民は、災害情報を得ることが困難となる。 

・ 特に通信関連の施設等が津波被害を受けた場合、復旧が長

期化し影響が拡大する。   
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おおむね１日後～ 

ライフラインの行

政支援への依存 

・ 電気・ガス・水道等の供給停止が継続し、復旧まで各家庭の

備蓄物資を費やし対応する。備蓄物資の無い家庭や備蓄物

資が尽きた場合、行政からの支援に依存することとなる。 

移 動 手 段 の 不

足 

・ 公共交通機関は運休しており、自動車を持たない住民は広

域的な移動手段を失う。 

就 学 機 会 の 損

失 

・ 学校の被災や避難所としての利用に伴う休校や、学区外へ

の避難、教員の被災等に伴う教員不足により、児童生徒等

の就学機会が失われる。 

・ 公共交通機関が長期間運休した場合、教員等の通勤、児童

生徒等の通学が困難となり、就学機会が失われる。 

・ 修学機会を得るために、児童生徒等が被災地外への避難を

余儀なくされる。 

・ 被害を受けた自宅の復旧の手伝いや、非日常的な状況に陥

ることによる精神的負担により、児童生徒等が学業へ専念す

る時間が減少する。 

・ 学校の校庭に応急仮設住宅が建設された場合、児童生徒等

の体育等の機会が喪失する。 

郵送物の遅延 ・ 物流の停滞により、個人の郵送物が遅延する。 

保 育 所 等 の 休

園による共働き

世帯への影響 

・ 施設の損傷や保育士の出勤困難等で保育所等が休園し、乳

児・幼児を預けていた共働き世帯が自身の仕事を休み世話

をすることとなる。それにより、勤務先にて人手不足が生じ、

企業活動に支障が出る。 

雇止めの懸念、

廃業の発生 

・ 災害により甚大な被害を受け、活動継続が困難となった企業

が労働者（無期・有期雇用問わず）との雇用契約を解除（整

理解雇）する場合がある。解雇の妥当性については、司法に

おける判断となるものの、災害時であることを踏まえると、長

期間の無給状態が続くことが懸念される。 

・ 職を失った人が被災地から流出し、地域の労働力が低下す

る。 

・ 災害被害によって事業継続が困難となった企業が倒産する。 

・ 特に、町工場等の小規模企業の倒産により、復興後のサプラ

イチェーンに影響が生じる。 

行政サービスの

停止 

・ 被災自治体職員の多くが災害対応に充てられ、平時に行わ

れている行政サービス（窓口業務、家庭ごみ収集、福祉サー

ビス、公共設備補修等）が停止又は制限される。 
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・ 在留外国人が行政の支援情報にアクセスできず、社会的・身

体的に孤立した状況が生じる。 

コミュニティの分

断 

・ 集落等、平時から地域コミュニティとして人と人のつながりが

強い地域では、二次避難先や仮設住宅地等の遠距離への

避難等で地域コミュニティが分断する。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 【生活サービス全般】利用者への事前の普及啓発（災害対策状況、災害時のサービ

ス提供内容、利用者に求めたい対応等）、利用者保護に必要な物資の備蓄 

・ 【公共交通機関】交通施設の耐震化・防災対策、災害時の運転計画・運転規制の

検討 

・ 【情報】防災行政無線の戸別受信機の配布等の災害に強い情報取得手段の普及、

情報弱者や外国人居住者・旅行者への情報提供手段の検討 

・ 【行政サービス】在留外国人への災害時サポート窓口・体制の構築 

・ 【行政サービス】各種手続きを滞らせないための、業務継続計画等における非常時

優先業務の整理及び実施体制の確立、受援計画等の策定による人員確保策の検

討 

・ 【教育】学校施設等の耐震化対策（耐震診断、耐震改修等）・安全確保、災害発生

時における学びの継続方法の検討（オンラインを活用した学習の体制整備など）、

児童生徒等の安全確保や保護者等への引き渡しの方法検討、保護者等との連絡

体制の構築、定期的な防災訓練の実施 

・ 【商業施設、店舗】施設の耐震化（耐震診断、耐震改修等）・安全確保、ＢＣＰや利

用者保護に関する防災計画の策定及び従業員等への周知（定期的な防災訓練等

を通じたアップデート） 

・ 【雇用】緊急時の雇用維持策、個々のニーズを踏まえた就職支援、被災地域におけ

る雇用機会の創出、在籍型出向の支援 

・ 【コミュニティ】平常時からの地域コミュニティにおける活動の充実化 

○応急・復旧対策 

・ 【公共交通機関、教育、福祉、商業施設、店舗】利用者の保護、利用者への情報提

供を通じた混乱回避 

・ 【教育】児童生徒等の安全確保、保護者等への引渡し、学校の再開支援の為の文

部科学省から被災地への職員派遣、被災地外から被災地への学校支援チームの

派遣、文部科学省の調整による被災地のニーズに応じた被災地外からの応援教職

員及びスクールカウンセラーの派遣97 

 
97 令和６年能登半島地震では、文部科学省が被災地の学びの支援に向けて、集団避難先への教
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・ 【雇用】被災した労働者への支援（労災保険の給付、雇用保険失業給付、雇用先の

あっせん等）、被災地企業への支援を通じた雇用創出（被災者の雇入れを行う事

業所への助成等） 

・ 【コミュニティ】地域コミュニティ維持のための、避難所、仮設住宅団地への集会場

等の設置（場づくり）、地域のコミュニティ維持や復旧・復興に向けた活動への経済

的支援・人材支援 

  

 
職員の派遣調整、スクールカウンセラー（SC）の派遣、紛失・破損した端末の無償貸与などを実

施した。教育環境が整った学校から教育活動が順次再開され、令和６年４月からは全ての学校

で通常授業が開始された。 
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番号 区分 項目 

7.1 災害廃棄物等 災害廃棄物等 
 

■被害様相 

地震発生直後 

膨大な量の災害

廃 棄 物 等 の 発

生 

 

・ 被災家屋の片付けごみや損壊家屋等の解体・撤去に伴い、

発生する災害廃棄物が約７,８００万トン、津波堆積物が 

約５０万トン、合計約７,９００千万トンに上る。 

・ 津波による土砂堆積物（津波堆積物）の処理も必要となる。 

 

おおむね１日後～数日後 

処理に必要なオ

ープンスペース

の不足 

・ 用地不足等により、災害廃棄物等の仮置場の確保が困難と

なる。 

処理作業に必要

な人員の確保困

難 

・ 仮置場等への道路の渋滞、人員不足等で倒壊建物等の解

体作業・搬送作業が遅れる。 

洋上の漂流物 

 

・ 海に流出した災害廃棄物は、海岸に漂着するもの、海底に堆

積するもの、海中を浮遊するもの、海面を漂流するものがあ

り、これらを放置した場合、船舶の航行や港湾・漁港への入港

等の際の安全上の障害、また漁業従事上の支障となる。 

 

おおむね１か月後～ 

分別作業 

 

・ 膨大な量の災害廃棄物を処理するため、可燃物・不燃物の

分別やリサイクルのための分別の作業が長期化する。 

周辺環境への汚

染の可能性 

・ 解体に伴う粉じん・アスベストの飛散や、津波により流失した

重金属類等を含む有害廃棄物による土壌汚染・水質汚染が

問題となる。 

・ 災害廃棄物等の腐敗が進行し悪臭及び害虫等の二次災害

対策が必要となる。 

処理に必要なオ

ープンスペース

の不足 

・ 用地不足等により、災害廃棄物等の仮置場、中間処理施

設、最終処分場の確保が困難となる。 

広域的な処理の

必要性 

・ 膨大な量の災害廃棄物を被災地内で処理することが難しく、

被災地外に搬出して処理を行う必要が出てくる。   
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おおむね１年後～ 

広域的な処理の

調整継続 

・ 災害廃棄物の処理を継続するため、広域的な処理の調整を

引き続き実施する。 

洋上の漂流物 

 

・ 海に流出した災害廃棄物が太平洋を漂流、約１年半～２年後

に北米大陸西海岸等の沿岸に漂着し、その処理が必要とな

る。 

・ 海洋生態系等の海洋環境へ悪影響を及ぼす。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○災害応急対策の困難 

・ 膨大な量の災害廃棄物の広域処理の調整がつかず、被災地に災害廃棄物が放置

されることにより、被災地の復旧・復興に支障が生じる。 

・ 行方不明者が多数発生し、捜索活動が継続されている地域においては、重機等に

よる作業の開始に踏み切れず、災害廃棄物の撤去作業及び復旧作業が大幅に遅

れる。 

・ 都市部において用地が特に不足する。また、避難所、仮設住宅用地や廃棄物仮置

場等のいずれとして使用するか調整が生じる。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 実効性の高い災害廃棄物処理計画の策定・見直し（仮置場候補地の地権者管理

者との事前調整等） 

・ 災害廃棄物等の発生を減ずる対策（建物の耐震化・不燃化等） 

・ 空き家の撤去 

○応急・復旧対策 

・ 仮置場の確保・配置 

・ 災害廃棄物の広域処理計画の事前検討、調整の実施 

・ 鉄道、船舶の活用なども視野に入れた輸送体制の確立 

・ 計画的な廃棄物処理施設の更新及び耐震・耐水化、災害時に有効な非常用電源

や燃料等の資機材等の確保 

・ 有害物質の貯蔵状況等の情報共有、有害物質排出・流出時における監視・拡散防

止等が図られるような体制の構築 
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番号 区分 項目 

8.1 その他の被害 エレベーター内閉じ込め 

 

■被害様相 

地震発生直後 

エレベーター閉

じ込めの発生 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、エレベーター停止件数

が膨大となり、復旧や救助に係る時間が長期化する。 

・ 閉じ込め者の救出に少なくとも半日以上を要する。 

エレベーター被

害 

・ 古い耐震基準のエレベーターにおいては、ロープやケーブル

の引っ掛かり等によるエレベーター被害が発生する98。 

・ 古い耐震基準のエレベーターにおいては、釣合おもりブロッ

クが脱落等によりかごに落下し、人的被害が発生する。 

・ 大都市には多くのビルが集中していることから、「１ビル１台復

旧ルール」が適用されても、エレベーターの復旧・再稼働には

多くの時間を要する。 

・ 被害地域が広域かつ大都市も含まれるため、復旧に時間を

要する。そのため、タワーマンションで避難が長期化すること

や、高層オフィスビルで事業再開が困難となることがある。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○二次災害の発生 

・ 強い余震が発生し、停止していたエレベーターが被害を受け、閉じ込め者や救助中

の作業員が死傷する。 

○より厳しい環境下での被害発生 

・ エレベーター内の閉じ込め者の救出が大幅に遅れることにより、要配慮者を中心に

死亡する人が発生する。また、脱水などで死亡する人が発生する。 

・ 室内で火災が発生し、住民等による初期消火が遅れた場合、避難や消火隊の到着

が困難となる。   

 
98 社団法人日本エレベーター協会発行の「エレベーター界（第１８５号（平成２４年１月号））」の「東

北地方太平洋沖地震などの昇降機被害調査報告」を参考とした。 
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■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 地震時管制運転装置、停電時自動着床装置の設置 

・ ビルの非常用電源確保 

○応急・復旧対策 

・ エレベーター管理会社による早期点検、早期復旧体制の確立及び教育訓練の推

進 

・ 遠隔監視装置、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットの設置 

・ リスタート運転機能、自動診断・仮復旧運転機能の追加 

・ エレベーター管理会社及び消防等のレスキュー部隊等との連携の確立 

・ マンションの住民と関係機関の連携のもとエレベーター閉じ込め者の救出訓練の

実施 

  



 

１１７ 

 

番号 区分 項目 

8.2 その他の被害 長周期地震動による高層ビル等への影響 

 

■被害様相 

地震発生直後 

上層階における

揺れの増幅 

・ 高層ビルでは、揺れ始めに気付いた時点から、徐々に大きく

ゆっくりとした揺れになる。 

・ 地表の揺れが小さい遠隔地においても、高層ビルの上層階

では揺れが大きく増幅する。 

・ 建物全体で見た場合、必ずしも最上階で揺れが最大となる

とは限らず、高次モードの影響により、中間階においても局

部的に応答が増幅する場合がある。 

・ 上層階の多くの人が、揺れによって動作上の支障があり、吐

き気やめまいを感じる人も発生する。 

屋 内 収 容 物 転

倒 ・ 落 下 によ る

人 的 被 害 の 発

生 

・ 固定していない家具・什器の転倒、コピー機等のキャスター

付什器の滑りによって、人的被害が発生する。 

・ 家具・什器を固定していても、正しい方法により固定されて

いない場合、本来の固定効果が発揮されず、転倒や滑りによ

る人的被害が発生する場合がある。 

全 館 一 斉 避 難

の発生 

避 難 中 の 二 次

災害の発生 

・ 揺れに対する不安から、地上へ避難しようとする人が多数発

生する。 

・ 建築物の防災設計は火災からの特定階避難を前提としてい

るが、「全館一斉避難」が発生した場合、非常階段等に多数

の在館者が殺到し、転倒等による二次災害が発生する。 

建 物 被 害 の 発

生 

・ 地震動の卓越周期と建物の固有周期が一致した場合、揺れ

が大きく増幅する。 

・ 超高層免震建物（場合によって中低層免震も含まれる）で

は、免震層許容変位量を超える大変位やエキスパンションジ

ョイント被害等が発生する場合がある。   



 

１１８ 

 

建 物 内 被 害 状

況確認における

使用継続への支

障 

・ 長周期地震動によって振幅の大きな揺れが生じることで、ロ

ープやケーブルの損傷等によるエレベーターの停止や、それ

に伴う閉じ込めが発生する。 

・ エレベーターが停止しているため、階段での移動が必要とな

り、大規模な建物であるほど各フロアの被害確認に多くの時

間・労力を要する。 

・ 被災の影響により技術者の数が不足し、構造安全性の詳細

確認までに１か月以上を要し、その間はオフィスや住居として

の使用が困難となる。 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、広域に大きな長周期地

震動が発生し、被害が拡大する可能性がある。 

危 険 物 ・ コ ン ビ

ナート施設 

・ 浮き屋根式タンク等のスロッシングにより、危険物（重油等）

の流出や、それに伴う火災が発生する。 

・ 危険物の流出に伴って、周辺の港湾も使用継続が困難にな

る。 

 

おおむね１日後～ 

事業継続・ 

生 活 機 能 継 続

への影響 

・ オフィスビルでは、非常用発電機の無給油連続運転時間は

最長３日間程度であり、タンクローリー不足により非常用発

電機の燃料が枯渇した場合や、系統電力の供給停止が長期

化した場合、事業継続が困難となる。 

・ マンションでは、停電・断水等によりいわゆる「高層難民」とな

る上層階居住者が多数発生する。特に階段の昇降に必要な

体力が低下している高齢者等にとって、生活を継続すること

が困難となる場合がある。 

・ 建物の継続利用や改修の要否の判断を行う専門家が不足

し、超高層建築物における居住や事業の再開に時間を要す

る。 

地 域 防 災 貢 献

への影響 

・ 事前に行政と協定を締結していた高層ビルでも、安全確認

に時間を要するなどの理由により、災害時の施設利用による

地域貢献ができなくなる。   



 

１１９ 

 

【更に厳しい被害様相】 

○より厳しい環境下での被害発生 

・ 高層ビル上層階での転倒・落下物により多数の死傷者が発生し、停電でエレベー

ターが停止しているため救出作業が難航する。 

・ 長大橋において、増幅された揺れにより上部を走行する車両が横転・道路を閉塞

し、交通に影響を及ぼす。 

・ 自動消火装置が機能しなかった場合、高層で発生した火災が拡大する。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 建物の制振化 

・ 高層ビルにおける家具・什器の転倒・移動防止対策等 

・ 建物の継続使用可否の迅速な判断に資する建物被災度判定システムの導入 

・ 浮き屋根式タンク等におけるスロッシング対策 

○応急・復旧対策 

・ 入居者への地震発生時の身の守り方（固定されている部分に掴まる等）の周知徹

底 

・ 長周期地震動に関する観測情報の利活用 

  



 

１２０ 

 

番号 区分 項目 

8.3 その他の被害 道路閉塞 

 

■被害様相 

地震発生直後 

沿道の構造物の

倒壊、火災等に

よる道路閉塞の

発生 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、建物倒壊や土木構造物

の被害が発生し、道路閉塞箇所が多数に及ぶ。 

・ 道路の点検や道路啓開作業が必要な延長が膨大となり、通

行可能となるまで時間を要するため、緊急通行車両による救

命救助・消火活動も遅れが発生する。 

・ 幅員の狭い道路を中心として、沿道の建物やブロック塀、電

柱等の倒壊により道路が閉塞し、緊急通行車両等の通行が

妨げられる。 

・ 閉塞の程度によっては、人の避難が妨げられる。 

消火活動への影

響 

・ 道路閉塞により、消防自動車の通行が困難となることにより

消火活動が困難となる可能性がある。 

救命・救急活動

の遅れ 

・ 救急自動車の通行が困難となることなどにより、負傷者等の

医療機関への搬送が遅れ、人的被害が拡大する。 

復旧活動への影

響 

・ 沿道の建物やブロック塀、電柱等の倒壊により道路が閉塞

し、工事資機材や人員が輸送できず、被災状況確認や復旧

作業が遅れる。 

 

おおむね１日後～数日後 

道路啓開に伴う

緊 急 交 通 路 の

確保 

・ 道路啓開の実施により、徐々に緊急交通路の通行が可能とな

る。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○災害応急対策の困難 

・ 被災地内の道路が激しい渋滞等により移動困難となり、道路啓開作業が大幅に遅

れることで、緊急通行車両による救命救助・消火活動、その後の物資等の輸送に大

きな遅れが発生し、被害が拡大する。   



 

１２１ 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 沿道の建物の耐震化・不燃化 

・ 被災を想定した道路啓開のための備え（建設会社との協定締結、実行動の想定） 

・ 無電柱化の推進 

・ 主要緊急輸送道路の耐震化 

○応急・復旧対策 

・ 優先順位を考慮した交通規制の実施 

・ ＴＥＣ-ＦＯＲＣＥによる技術支援対策 

・ 建設機材・要員の配分量や重要施設を考慮した、道路啓開とライフライン・インフラ

との復旧のための優先順位の設定 

・ 早期復旧技術の開発 

 

  



 

１２２ 

 

番号 区分 項目 

8.4 その他の被害 道路上の自動車への落石・崩土 

 

■被害様相 

地震発生直後 

道 路 上 の 自 動

車への落石・崩

土による巻き込

まれ 

・ 走行中の自動車が、地震による落石や崩土に巻き込まれ、死

傷者等が発生する。 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、落石や崩土の発生が多

数に及ぶ。 

救 命 ・ 救 急 、復

旧作業のための

人的・物的資源 

 

 

・ 落石や崩土に巻き込まれた被災者を発見・救助するための赤

外線探知機等の機材が必要となる。 

・ 危険な場所での作業となるため、レスキュー部隊等の特殊な

人的資源が必要となる。 

・ 土砂の崩壊による二次災害を防止するための適切な技術的

助言を行う専門家等の派遣が必要となる。 

二 次 災 害 の 危

険 

・ 救出・救助作業中の余震等により、落石や崩土等が再度発

生し、被災者や救助部隊等が二次被災する。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 道路法面の落石対策等 

○応急・復旧対策 

・ 優先順位を考慮した交通規制の実施 

・ ＴＥＣ-ＦＯＲＣＥによる技術支援対策 

・ 消防等のレスキュー部隊及び関係機関との連携推進 

  



 

１２３ 

 

番号 区分 項目 

8.5 その他の被害 交通人的被害（道路） 

 

■被害様相 

地震発生直後 

ドライバーの運

転ミスによる交

通事故 

・ 揺れに驚いたドライバーがハンドル操作を誤り、交通事故が

発生する。 

・ 神奈川県の広い範囲や千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、広域で交通事故による

死傷者が発生する。 

橋梁の落橋・倒

壊に伴う事故 

・ 橋梁の損傷に伴い、段差等の発生により、通行車両に損傷

が生じる。 

・ 揺れによって橋梁が落下又は倒壊し、反応が遅れたドライバ

ーが巻き込まれる。 

道路への落石、

斜面崩壊、道路

の陥没等による

交通事故 

・ 揺れによって落石、斜面崩壊、道路の陥没等が発生し、反応

が遅れたドライバーが道路上の障害物を避けきれず、交通事

故が発生する。 

交 通 施 設 が 機

能停止すること

による交通事故 

・ 信号機や道路照明が停電等で機能停止し、ドライバーの混

乱により交通事故が発生する。 

道路渋滞による

緊 急 搬 送 車 両

（医師や負傷者

の搬送等）の遅

れによる症状悪

化 

・ 倒壊した建物、電柱や落下物等による道路閉塞、交通事故

の発生等により、緊急搬送車両（医師や負傷者の搬送等）の

通行の支障となり、二次的な人的被害が発生する。 

運転中に津波に

巻き込まれる 

・ 道路上を走行中（又は避難中）に津波に巻き込まれる。 

・ 渋滞によって車両の走行が困難な状況の中、車の中に取り残

され、津波に巻き込まれる。 

地 下 トンネルや

地 下 駐 車 場 の

浸水による人的

被害 

・ 地下トンネルや地下駐車場が津波浸水することにより人的被

害が発生する。 

多 数 の 徒 歩 帰

宅者による道路

渋滞の増長 

・ 多くの人の移動により、事故の危険性が増大し、また、道路の

渋滞を増長する。 



 

１２４ 

 

【更に厳しい被害様相】 

○災害応急対策の困難 

・ 高速道路や幹線道路で渋滞が発生している時間帯に発災した場合、膨大な数の滞

留車両・放置車両が発生し道路啓開や交通規制の実施までに時間がかかり、高速

道路の仮復旧に１週間以上を要する。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 道路の耐震化 

・ 沿道の建物の耐震化・不燃化 

・ 道路法面の落石対策等 

・ 無電柱化の推進 

○応急・復旧対策 

・ 優先順位を考慮した交通規制の実施 

・ 救助・救命のための要員の確保・育成、必要資機材の配備 

・ 警察災害派遣隊、緊急消防援助隊、自衛隊、海上保安庁の部隊、ＤＭＡＴ等の充

実 

   



 

１２５ 

 

番号 区分 項目 

8.6 その他の被害 交通人的被害（鉄道） 

 

■被害様相 

地震発生直後 

運行中の揺れに

よる脱 線 ・ 衝 突

事故 

・ 揺れによって脱線・衝突事故が発生し、人的被害が発生す

る。 

・ 路面電車が、揺れにより急ハンドルを切るなどした自動車と衝

突する事故が生じる。 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、人的被害が多数に及

ぶ。 

急 停 車 等 の 措

置に伴う人的被

害 

・ 揺れを感知して急停車することにより、乗客の中にけが人等

が発生する。 

列車からの避難

中のけが 

・ 乗客が列車から避難する際に軌道上等の避難ルートでけが

をする。 

車両の脱線・落

下事故等による

線 路 周 辺 の 住

民の人的被害 

・ 列車の脱線や高架からの落下事故等が発生し、線路周辺の

地域の住民に人的被害が発生する99。 

地下鉄への津波

の流入 

・ 地下鉄に津波が流入し構内が浸水する。 

  

 
99 ２００４年１０月２３日に発生した新潟県中越地震における上越新幹線脱線事故では、１１月１８日

に事故車両を撤去、１２月２８日に運転が再開された。なお、ＪＲ東日本では早期地震検知体制を

強化しているほか、新幹線については脱線後の逸脱防止対策として全車両へのＬ型車両ガイド

及び脱線対策用接着絶縁継目の設置が完了し、現在はレール転倒防止装置の整備が進められ

ている（予定箇所約１,４６０ｋｍのうち約７３０ｋｍで設置完了）（東日本旅客鉄道２０２１年３月 

３日発表）。 

東海道新幹線においては、早期地震検知システムにより大きな揺れが到達する前に減速する対

策をとっているほか、震度７クラスの地震動に対して脱線そのものを防止する「脱線防止ガード」

を設置しており、運行速度２７０ｋｍに対しても効果が確認されている。高速で通過する分岐器手

前の区間全てを含む、軌道延長１４０ｋｍの対策が平成２５年３月までに完了。これに加えて、東

海地震の際、強く長い地震動が想定される地区の全区間、及びその他の地区の高速で通過する

トンネルの手前や三主桁の手前の区間全てを含む、軌道延長約４５６ｋｍの対策を平成３２年 

３月までに実施する予定（東海旅客鉄道 平成２４年１２月２０日発表）。加えて、万一脱線した場

合に車両が線路から大きく逸脱することを防ぐための「逸脱防止ストッパ」の車両への設置につ

いても全編成で完了している。 



 

１２６ 

 

【更に厳しい被害様相】 

○より厳しい環境下での被害発生 

（平日の夜１８時の東京都市圏（１都４県）における移動者数100 約２００万人） 

・ 多くの電車やホームが満員状態となる通勤時間帯に地震が発生した場合、強い揺

れや脱線の衝撃により、車内の集団転倒、駅改札等の出口への殺到、ホームからの

転落等が発生し人的被害が生じる。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 脱線防止ガード・逸脱防止ストッパ（東海道新幹線）、逸脱防止ガイド・レール転倒

防止装置（東北・上越・北陸新幹線）の設置等101 

○応急・復旧対策 

・ 救助・救命のための要員の確保・育成、必要資機材の配備 

・ 警察災害派遣隊、緊急消防援助隊、自衛隊、海上保安庁の部隊、ＤＭＡＴ等の充

実 

  

 
100 第６回（平成３０年）東京都市圏パーソントリップ調査における平日の夜１８時時点の鉄道による

移動者数 
101 ＪＲ東海では、ホーム上の安全性を更に向上させるために、新幹線のぞみ停車駅への可動柵の

設置を実施した。（東海旅客鉄道 令和４年１２月８日発表） 



 

１２７ 

 

番号 区分 項目 

8.7 その他の被害 要配慮者 

 

■被害様相 

地震発生直後 

避難行動がとれ

な い こ と に よ る

死傷 

・ 自由に身動きが取れず、素早く行動できないために、屋内外

の落下物等の危険を避けられずに人的被害が発生する。 

・ 危険が迫っていることを理解できないことにより、地震による

落下物、火災、津波等から身を守れずに人的被害が発生す

る。 

・ 避難に必要な車両、担架等の資機材が不足し、住民避難が

困難となる。 

外国人や観光客

等の避難困難 

・ 日本語が不自由な外国人や、地震や津波に関する知識が少

ない観光客等が避難行動をとれずに、火災や津波等に巻き

込まれる。 

・ 地理に不案内な観光客が、避難場所にたどり着けずに火災や

津波等に巻き込まれる。 

事前把握が行わ

れていないこと

による避難支援

の困難 

・ 避難支援が必要な対象者が事前に把握されていない場合、

情報伝達等ができず、避難が困難となる場合が考えられる。 

・ 避難支援が必要な対象者が事前に把握されていない場合、

広域一時滞在などの広域的な避難が困難になる場合が考え

られる。 

・ 地域コミュニティとの交流がないことは、避難の可能性を低下

させることにつながる可能性がある。 

保護者の被災 

 

・ 乳幼児の保護者が被災、又は交通手段の途絶等により移動

困難になり、乳幼児の引取りが困難となる。 

慢性疾患に対す

る治療の困難 

・ 停電により、人工呼吸器や自動吸引器、人工透析の機器が

稼働せず生命の維持が困難となる。 

・ 介護施設において必要な配慮や支援が十分になされず、入

所者の健康面での不安や精神的ストレスが生じる。 

要配慮者対応の

遅延 

・ 甚大な被害（特に死傷者の捜索救助）への対応と要配慮者の

支援に、同時に並行して対応することとなる。   



 

１２８ 

 

おおむね１日後～ 

避難所の不足 ・ 公的な避難所が、比較的素早く移動できる健常者で満杯とな

り、要配慮者等の多くは公的な避難所ではない場所や、被害

を受けた自宅で生活せざるを得なくなる。 

避 難 所 生 活 の

困難 

・ プライバシーの問題や衛生上の問題等、避難所生活にストレ

スが生じ、要配慮者の健康や精神面で支障が出る可能性が

あるため、プライバシーの保護や衛生面でのケアが健常者以

上に必要となる。 

・ 介護職員、手話通訳者等の対応要員、マット・畳等の物資・備

品が不足する。 

・ 避難所において要配慮者の配慮すべき情報が入手できず、

個々のきめ細やかな対応が困難になる。 

・ 認知症や知的障害の避難者が、介助がないとトイレに行けな

い、入浴ができないなどにより、避難所生活で疲弊する。 

・ 言語の壁により、外国人の避難者が適切な支援を受けること

ができない。 

・ 一般避難所に障害者が少ないことから、避難した障害者及び

介護者が避難所生活になじめず、ストレスから健康を害する。 

・ 障害者の日中活動の場がなくなり、ストレス等により健康を害

する。 

福 祉 避 難 所 等

の不足 

・ 福祉避難所となる施設が被災して要配慮者の受入れが困難

となり、一般避難所への避難や車中避難することで必要な介

護サービスを受けられない。 

・ 支援の体制が整わない避難所等で生活を続けた要配慮者が

ストレスから健康を害する。 

食事面での対応

困難 

・ 薬やアレルギー対応の食品など、特定の患者向けの物資が入

手できない。 

・ アレルギーにより避難所で配布される食事を食べることがで

きない。 

在宅でのケア ・ 避難所に避難しない要配慮者も多く、支援を必要とする在宅

者が多数存在する。 

・ 平時に受けていた介護サービスが中断し、生活環境の変化か

ら心身の健康上の影響が生じる。   



 

１２９ 

 

おおむね１か月後～ 

配慮が不十分な

状態での日常の

生活困難 

・ 生活不活発な状態に置かれることにより、要配慮者の症状の

悪化や、高齢者の要介護度の悪化等、心身の健康上の影響、

認知症の進行が生じる。 

・ 応急仮設住宅（借上型応急仮設住宅を含む。）や賃貸住宅、

復興公営住宅等への入居後も、バリアフリーの面での不便

や、周辺住民とのコミュニティの疎遠等により日常生活での

支障が続く。 

在宅でのケア ・ 避難所では周辺の避難住民等の目が行き届きやすい環境で

あったが、仮設住宅等に入居した後は孤立してしまう可能性

がある。 

・ 避難所に避難しない要配慮者も多く、支援を必要とする在宅

者が多数存在する。 

生 活 再 建 の 制

度等に関する情

報提供の困難 

・ 視覚障害者や聴覚障害者、肢体不自由者、外国人が、生活

再建支援金等の支援制度を認識できず、生活再建が困難な

状況から抜け出せない。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○人的・物的資源の不足 

・ 飲料水や食料、医薬品等が数日間供給不足となり、体力のない要配慮者等が死亡

する。 

○被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 特別養護老人ホーム・デイケアサービス施設、保育所・幼稚園等の多くの要配慮者

が生活する社会福祉施設等が倒壊し多数の死者が発生する。 

・ 支援組織の業務量が多くなりすぎることで、支援ニーズへの対応が困難となる。 

・ 介護職員等が業務量過多となり、離職者が発生、人手不足を助長する。   



 

１３０ 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 社会福祉施設等の耐震化 

・ 要配慮者支援班の体制整備（津波避難行動の支援等） 

・ 地域の支援者確保、支援者の人材育成 

・ 要配慮者利用施設における非常災害対策計画や避難確保計画の作成、避難行動

要支援者の個別避難計画の作成、社会福祉施設のＢＣＰ策定推進（定期的な防災

訓練等を通じたＢＣＰのアップデート）、業務継続体制の確立、職員への防災教育・

人材育成、利用者やその家族等への周知 

・ 要配慮者、支援者が参加する防災訓練の実施 

・ 支援者の安全確保のためのルール作り 

・ 多言語での地震防災に関する情報発信 

・ 駐日外国公館から日本国内に滞在している自国民への災害情報発信体制の構築 

・ ＮＰＯ・ボランティア団体等との発災時の連携体制の構築 

○応急・復旧対策 

・ 要配慮者の一時的な被災地域外への広域避難の検討 

・ 要配慮者の個々のニーズに応じた仮住まい及び支援体制の確保 

・ 避難所での要配慮者窓口の設置のための体制の整備 

・ 多言語での災害や避難、支援等に関する情報発信体制の整備（アプリケーションの

開発・広報や、発災後の支援体制の構築） 

・ 福祉避難所の整備・活用 

・ 在宅の要配慮者への支援体制の整備 

・ 専門職種の派遣調整・受入れ 

・ ＮＰＯ・ボランティアによる対応 



 

１３１ 

 

 

図１０ 1 ㎞メッシュ地図による６５歳以上人口の割合 
出典：総務省統計局 

  



 

１３２ 

 

番号 区分 項目 

8.8 その他の被害 造成宅地 

 

■被害様相 

地震発生直後 

建物被害 ・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、斜面地等に造成された

造成宅地の崩壊102により建物被害が発生する。 

・ 谷埋め型盛土による宅地造成地では、宅地造成前の谷底付

近や盛土内部を滑り面として、宅地造成地全体、または、大

部分が斜面下部方向へ移動し崩壊する。 

・ 腹付け型盛土による宅地造成地では、地震時に宅地造成地

全体、または、大部分が斜面下部方向へ移動し崩壊する。 

・ 全半壊に至らない建物についても、地盤変動に伴う地表面の

傾斜の発生等により居住が困難となる。 

・ 盛土による宅地造成地では、地震動による液状化現象が発

生し、建物の傾斜被害や宅地に噴砂が生じる。 

・ 海抜が低い宅地造成地では、水はけが悪く長期湛水となる。 

・ 全半壊に至らない建物についても、地盤変動に伴う地表面の

傾斜の発生等により居住が困難となる。 

ライフライン途絶 ・ 造成地の地下の上下水道管やガス管、地上の電柱・電線類

の被害により、全半壊を免れた住宅であっても、ライフライン

が機能せず、避難を余儀なくされる。 

 

おおむね１日後～数日後 

二 次 災 害 の 不

安 

・ 崩壊した地盤が、降雨等によって再度崩れ、建物被害や人的

被害が拡大する。 

交通困難 ・ 造成宅地が崩壊する地域では、道路が途絶・陥没し自宅外へ

の移動が困難となるほか、近隣の避難所等への物資の輸送、

また復旧のための車両等の移動が妨げられ、復旧が遅れる。 

 

 
102 東日本大震災の被害発生状況については、１９８０年代以前の古い造成地で、「宅地造成地の

崩壊防止措置」が実施されていない場所では被害が大きい。一方で、崩壊防止措置が取られて

いる箇所では、大規模崩壊に至っていないものの、表面部分の崩壊が認められ、住宅被害につ

ながる可能性が指摘されている。 

また、１９９０年代以降の比較的新しい造成地でも、盛土の表層部分の崩壊とみられる被害が発

生しているが、発生のメカニズム等については明確にされていない。（２０１１年東北地方太平洋

沖地震によって発生した造成地盤の地すべり（第２報）、釜井俊孝、京都大学防災研究所斜面災

害研究センター） 



 

１３３ 

 

おおむね１か月後～ ※１年後以降も同様 

住 民 の 生 活 不

安 

・ 建物の被害が比較的軽微であっても、地盤が崩壊しているた

めに所有者が別の場所への建て替えを希望するが、復旧費

用の十分な補助が得られず復旧が困難となる。 

・ 建物の被害が軽微である場合でも、ライフラインや道路の途

絶、また軽微な傾斜によって健康不安となる等、所有者にとっ

ては大きな生活上の不便や不安が生じる。 

・ 上記のように、自宅での生活が不便を強いられる一方で、再

建方針が定まらず避難所等での生活が長期化する。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○二次的な波及の拡大 

・ 自宅が無事であっても、宅地が崩壊する危険があったり、自宅にアクセスする道路

の通行やライフラインの供給が困難となったりすることから、造成宅地全体が居住

不可能となるケースがあり、避難者数が膨大な数となる。 

・ 従来、多数の人口が住んでいた造成宅地での自宅再建、居住が不可能と判断され

た（又は居住者が判断した）ために、復旧復興時に宅地が被災地全体で不足する。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 大規模盛土造成地マップの作成・公表 

・ 面的な滑動崩落防止対策工（地表水排除工・地下水排除工、固結工・グラウンドア

ンカー・抑止杭工等） 

・ 滑動崩落方向における個々の耐震対策工（住宅基礎の立上げ工・補強工等） 

○応急・復旧対策 

・ 全国からの応急危険度判定士、宅地危険度判定士等の要員、資機材の確保 

・ 早期復旧技術の開発 

・ 地籍整備の促進 

  



 

１３４ 

 

番号 区分 項目 

8.9 その他の被害 危険物・コンビナート施設 

 

■被害様相 

地震発生直後 

施設の被害 ・ 地震や津波の影響が大きい場合には、タンクや配管等の火

災、流出等の被害が発生する。 

・ 地震や液状化により配管が破損し、操業の継続が困難とな

る。 

・ ５００ｋＬ以上の石油タンク等は、おおむね耐震対策等が完了

しており、既知の地震動による石油等の流出の危険性は低

い。 

・ 長周期地震動の影響が大きい場合には、石油タンクの原油

等が揺動するスロッシングによる被害が発生する。 

・ 小規模な燃料タンク（漁港、農地等に設置されている個人・商

用のもの）が液状化や津波により流出する可能性がある。 

・ 震度６強程度の強い余震等が頻発することにより、コンビナー

ト施設の事業再開が遅れる。 

周辺への影響 ・ 石油タンクの火災は、当該タンクに限定される場合が多く、そ

の場合には輻射熱の周辺への影響は小さい。 

・ 一方で、防油堤の損壊や津波火災の発生により、延焼の可能

性がある。 

・ 毒性ガスや可燃性ガスが大量に漏洩した場合には、コンビナ

ート区域を越えて周辺に影響が及ぶ。 

 

おおむね１日後～数日後 

復旧 ・ タンク被害等に被害が限定される場合には、他のタンクを利

用する等の代替措置により、早い段階からコンビナートとして

の機能継続が図られる。 

 

おおむね１か月後 

事 業 再 開 の 困

難 

・ 地震被害の範囲が大きい場合には点検及び修復に相当の期

間を要する。   



 

１３５ 

 

【更に厳しい被害様相】 

○より厳しいハザードの発生 

・ 震度６強等の強い揺れや津波を伴う地震の頻発により､コンビナート施設の事業再

開が遅れる。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 施設の地震・津波対策 

・ 高圧ガス設備の耐震化 

○応急・復旧対策 

・ 速やかな復旧体制の整備 

・ 緊急消防援助隊のエネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンド

ユニット）の充実強化 

・ 石油コンビナート等防災計画の策定 

  



 

１３６ 

 

番号 区分 項目 

8.10 その他の被害 大規模集客施設等 

 

■被害様相 

地震発生直後 

揺れによる構造

物被害 

・ 強い揺れに伴い耐震性の低い建物が全半壊する。 

・ 耐震性を有する建物でも傾斜等により補修等がなされるまで

の間利用できなくなるものが発生する。 

揺れによる非構

造部材の被害 

・ 天井のパネル、壁面、ガラス、商品、棚、吊りモノ等の非構造

部材等が落下する。 

構造物及び非構

造部材の被害に

よる人的被害 

・ 揺れによる非構造部材の被害により施設利用者が死傷する。 

エレベーター閉

じ込め 

・ 大規模集客施設はエレベーター等が多く設置されている場合

が多く、また営業中であれば搭乗率も高いことから、地震の

揺れによりエレベーターの閉じ込め事案が多数発生する。 

エスカレーター

における人的被

害 

・ エスカレーター等が多く設置されている大規模集客施設で転

倒事故等が発生する。 

停 電 、 水 漏 れ、

ガス漏洩、火災

等の発生 

・ 施設内において、停電、水漏れ、ガス漏洩、火災等が発生す

る。 

・ 火災によるスプリンクラー稼働により、避難時の混乱や、店舗

の商品等の被害が発生する。 

・ 上下水道の寸断によりトイレが使用できなくなる。 

ガス爆発、火災

による人的被害 

・ ガス漏洩や火災が発生すれば、ガス爆発や大規模火災に拡

大し、多くの人的被害が発生する。 

・ 施設管理者から利用者に対して適切な避難誘導がなされな

ければ、より被害が拡大する。 

津波による建物

被害（浸水）、機

能支障 

・ 低層階や地下階が津波によって浸水することにより、中長期

の機能支障、営業停止となる。 

・ 非常用発電機や燃料タンク等が低層階や地下階に設置され

ている場合には、浸水によってそれらが使用できなくなるた

め、停電状況下では施設運営が困難となる。 

津波による人的

被害 

・ 津波による浸水被害が発生する。施設管理者から利用者に

向けての津波警報等の伝達や避難誘導が遅れれば、利用者

が逃げ遅れることにより、多くの人的被害が発生する。 

・ 津波避難ビルに指定されている大規模集客施設でも、避難



 

１３７ 

 

誘導等が円滑になされず、指定階以上の階数への避難が遅

れれば、利用者又は周辺から避難してきた多くの人々が津波

に巻き込まれる。 

利用者等の滞留 ・ 周辺の被害状況、交通機関の被害状況によっては、多くの利

用者が円滑に脱出・帰宅できない。 

・ 人口密集地に立地する施設、地域の拠点となる施設等につ

いては、地震や津波の発生により周辺の住民が避難してく

る。 

・ 施設が適切に物資を備蓄していない場合、食料不足や季節

によっては寒暖によって体調不良者が発生する。 

・ 施設自体は被害を受けなかった場合でも、発災後に一時滞

在施設等として活用された場合、帰宅困難者等が施設内に

滞留するため、テナントの営業継続が困難となる。 

利 用 者 等 の 混

乱、パニック 

・ 多くの利用者が滞留した状況下において、停電や火災の発

生、情報提供の遅れなど複数の条件が重なることにより、利

用者の中で混乱、パニックが発生する。 

・ 高層ビル等の場合は心理面でパニックが助長される。 

・ 混雑状況が激しい場合、集団転倒などにより人的被害が発

生する。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 施設全体が崩壊した場合には、局所的に膨大な要救助者が発生する。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 大規模集客施設等の耐震化 

・ 利用者の滞留を想定した物資の備蓄 

○応急・復旧対策 

・ 全国からの応援、海外からの支援等による救助人員の確保 

・ 適時・的確な情報提供や避難誘導等の体制整備 

  



 

１３８ 

 

番号 区分 項目 

8.11 その他の被害 地下街・ターミナル駅 

 

■被害様相 

地震発生直後 

揺れによる構造

物被害 

・ 耐震性を有する建物も地盤変動に伴う地表面の傾斜の発生

等により中長期にわたって利用できなくなる建物が発生する。 

・ 川崎駅等、ターミナル駅が軟弱地盤上に立地している場合、

建物の被害リスクが高く、大規模な人的被害につながる可能

性がある。 

揺れによる非構

造部材の被害 

・ 天井のパネル、壁面、ガラス、吊りモノ等が落下する。 

構造物及び非構

造部材の被害に

よる人的被害 

・ 揺れによる非構造部材の被害により施設利用者が死傷する。 

停 電 、 水 漏 れ、

ガス漏洩、火災

等の発生 

・ 施設内において、停電、水漏れ、ガス漏洩、火災等が発生す

る。 

・ 地下街の場合、一度停電になれば、昼間であっても採光が困

難であり、大きな機能支障となる。 

・ 火災によるスプリンクラー稼働により、店舗の商品等が被害を

受ける。 

・ 上下水道の寸断によりトイレが使用できなくなる。 

ガス爆発、火災

による人的被害 

・ ガス漏洩や火災が発生すれば、ガス爆発や大規模火災に拡

大し、多くの人的被害が発生する。 

・ 施設管理者から利用者に対して適切な避難誘導がなされな

ければ、被害が一層拡大する。 

・ 地震による停電状況下において、放送設備等が使えない状

況も想定される。 

津波による建物

被害（浸水）、機

能支障 

・ ターミナル駅等においても、非常用発電機や燃料タンク等が

低層階や地下階に設置されている場合には、浸水によってそ

れらが使用できなくなるため、停電状況下では施設運営が困

難となる。 

津波による人的

被害 

・ 地下街では、浸水による人的被害が発生する。施設管理者等

による利用者への津波警報等の伝達や避難誘導が遅れれ

ば、利用者が逃げ遅れ、多くの人的被害が発生する。   



 

１３９ 

 

利用者等の滞留 ・ ターミナル駅には周辺地区から利用者が押し寄せる。また、停

止した交通機関の乗客も押し寄せる。 

・ 周辺の被害状況、交通機関の被害状況によっては、多くの利

用者が円滑に脱出・帰宅できない状況が発生する。 

・ 人口密集地に立地する施設、地域の拠点となる施設等につ

いては、地震や津波の発生により周辺の住民が避難してく

る。 

・ 施設が適切に物資を備蓄していない場合、食料不足や季節

によっては寒暖によって体調不良者が発生する。 

利 用 者 等 の 混

乱、パニック 

・ 多くの利用者が滞留した状況下において、停電や火災の発

生、情報提供の遅れなど複数の条件が重なることにより、利

用者の中で混乱、パニックが発生する。 

・ 地下空間の場合は心理的な側面でパニックを助長する。 

・ 混雑状況が激しい場合、集団転倒などにより人的被害が発

生する。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 地下街やターミナル駅が崩壊した場合には、局所的に膨大な要救助者が発生する。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 地下街等の耐震化 

・ 地上への避難ルートの確保 

・ 事前の避難誘導計画の策定、訓練の実施 

・ 大都市の駅周辺等における官民協議会等による待避施設や備蓄倉庫の確保、訓

練の実施等 

・ 地下街等の避難対策 

○応急・復旧対策 

・ 全国からの応援、海外からの支援等による救助人員の確保 

・ 適時・的確な情報提供や避難誘導等の体制整備 

  



 

１４０ 

 

番号 区分 項目 

8.12 その他の被害 文化財 

 

■被害様相 

地震発生直後 

揺れによる文化

財の被害 

・ 文化財が耐震化されていない場合、 

－建造物や石灯篭等の工作物が倒壊する。城の石垣、土塀

等が崩れる。 

－絵画・彫刻等の動産文化財が滅失・毀損する。 

・ 庭園や城跡等で液状化の被害や地盤沈下が発生する。 

・ 歴史的な景観地や集落、町並み等が急傾斜地崩壊や土石流

により被災する。 

火災による文化

財の被害 

・ 文化財の火災対策、延焼対策が十分でない場合、 

－木造建造物等が火災に巻き込まれ焼失する。 

－絵画・彫刻等の動産文化財が滅失・毀損する。 

－寺院等の樹木、庭園の草木、天然記念物の動植物等が焼

失する。 

津波による文化

財の被害 

・ 建造物や石灯篭等の工作物が津波により倒壊・流失する。 

・ 絵画・彫刻等の動産文化財が滅失・毀損する。 

・ 庭園や城跡等が津波により被害を受ける。 

 

おおむね１か月後～ ※１年後以降も同様 

地域への二次的

な影響 

・ 貴重な文化財が滅失・毀損し、地域のアイデンティティや観光

地としてのシンボルを失う一因となる。 

・ 被害を受けた文化財が観光地としてのシンボルであった場

合、観光客数が減少する一因となる。   



 

１４１ 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 文化財周辺の市街地火災による延焼を減ずるための公園・空地整備や建造物の

耐震化・不燃化等 

・ 建造物の倒壊防止対策、美術工芸品等の転倒・転落防止対策等 

・ 動産文化財の展示施設や収蔵施設の耐震化・不燃化等 

○応急・復旧対策 

・ 消火活動、文化財の搬出・保全活動や観光客等の避難・誘導等が迅速・的確に行

えるような体制の整備 

・ 消火活動のための施設の整備103 

  

 
103 平成２１年に重要文化財建造物の総合防災対策検討会は、「重要文化財建造物及びその周辺

地域の総合防災対策のあり方」をまとめ、地震時に想定される災害から重要文化財建造物及び

その周辺地域を一体として守るための防災対策のあり方及び実現方策等について提言を行っ

た。また、文化庁では、重要文化財の防災施設整備に関して多額の経費が必要であり、所有者や

管理団体がその負担に堪えない場合には国庫補助金を交付している。 



 

１４２ 

 

番号 区分 項目 

8.13 その他の被害 孤立する可能性のある集落 

 

■被害様相 

地震発生直後 

孤立の発生（ア

クセス道路の途

絶） 

・ 道路等外部との物理的アクセスの断絶等によって、初動期の

救助・救援活動に遅れが発生する。約３０の農業集落、漁業

集落が孤立する。 

観 光 客 等 の 帰

宅困難 

・ 山間部において、集落住民のほか、温泉や研修施設等への

観光客等も孤立する。 

 

おおむね１日後～数週間後 

通信の途絶 ・ 通信手段が断絶することにより、情報の確認や伝達が困難な

状況が発生する。 

・ 市町村と集落との間の情報連絡は、電話等の通信手段のほ

か、徒歩やバイク等による直接連絡、地面に文字を書いてヘ

リコプターに発見してもらうなどの方法が必要となる。 

・ 特に、高齢化の進む集落においては外部へ助けを呼ぶための

手段を有している住民が少なく、外部に孤立発生状況を知ら

せること自体が困難となる。 

物 資 輸 送 の 困

難 

・ 孤立地区や中山間集落における物資の不足が深刻化する。

他地域からの支援物資の配送困難が解消されない状況が続

く。 

天然ダムの形成 ・ 急峻な地形も多く地すべり、土砂崩れ等に伴う天然ダム（河

道閉塞）により、背後地区の家屋が水没する。 

・ 天然ダムの下流域で、決壊時の浸水被害の可能性があるた

め、水量の監視や流域住民の避難準備等の対策が必要とな

る。 

集 落 全 体 の 避

難の必要性 

・ 地すべり等による二次災害の危険があることから、集落ごとに

避難する必要が発生し、ヘリコプターや船舶等の避難手段の

確保、避難先の確保が必要となる。   



 

１４３ 

 

おおむね１か月後～ 

集 落 の 復 興 方

針を検討する必

要性 

 

・ 従前の集落等での復旧・復興には、孤立を解消するための道

路、ライフラインの復旧のほか、脆弱な地盤の強化や斜面崩

壊防止のための工事等が必要となるが、復旧作業の長期化

するため、集団移転等を検討する必要性が生じる。 

長期化する通行

止め 

・ 道路被害による通行止めが発生し、全開通まで数年を要す

る。 

 

おおむね１年後～ 

集落のコミュニ

ティ維持の困難 

・ 応急仮設住宅（借上型仮設住宅を含む。）等に分散して居住

するうちに、従前のコミュニティが崩壊し、従前の集落等での

復旧・復興が困難となる。 

・ 集落の農地や建物等の管理が長期間行われず、たとえ住民

が戻った場合でも元通りの収入の基盤を再建することが困難

になる。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○より厳しいハザードの発生 

・ 道路・通信の途絶による集落の孤立にとどまらず、集落全体が津波や土砂崩れ等

により壊滅し、多数の死傷者が発生する。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 平時からの住民への情報提供、避難訓練（地上に文字を書く等も含む） 

・ 自主防災組織の組織化 

・ 避難施設及び避難経路の確保と耐震化 

・ ヘリポートの整備、ヘリコプター離着陸適地等のリストアップ及び航空燃料補給体

制、支援要員の確保等 

・ 中長期的な観点からの集落の移転対策の検討 

○応急・復旧対策 

・ 孤立可能性のある集落内での物資の備蓄 

・ 衛星携帯電話の整備等外部との連絡通信手段の確保 

・ 津波浸水や土砂崩れ等の可能性がある集落等を早期に確認する仕組みの確立

（ヘリテレ映像の早期確保、航空写真、衛星による映像等） 

・ 小型・軽量化された車両・資機材等の整備 

・ ドローン等の活用による輸送手段の確保 

  



 

１４４ 

 

番号 区分 項目 

8.14 その他の被害 堰堤・農業用ため池等の決壊 

 

■被害様相 

地震発生直後 

古い堰堤、農業

用ため池等の決

壊 

・ 施工年次の古いフィル型式の堰堤・農業用ため池の中には、

その当時の一般的な方法・技術水準で施工され、点検で異常

が見られない場合であっても、築堤材料や締固め度によって

は、強い地震動で決壊する104。 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、決壊する堰堤箇所が増

大し被害が拡大する。 

浸 水 被 害 の 発

生 

・ 決壊により下流域の住宅等が流失し、死傷者が発生する。 

・ 救助・救援活動時に余震によって決壊し、死傷者の発生など

の二次被害が発生する。 

 

おおむね３か月後～ 

水源の喪失 ・ 農業用ため池の水が流失し、水源を失った農業の生産が減

少する。 

 

おおむね１年後～ 

再建の停滞に伴

う周辺の復旧復

興の遅延 

・ 農業用ため池等の施設は、道路・橋梁等の社会基盤やライフ

ライン、住宅等に比して復旧の優先順位が後回しとなり、農業

用ため池等が決壊した周辺の土地の再建が進まない。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○二次災害の発生 

・ 複数の農業用ため池が連鎖的に決壊し、大規模な浸水被害が発生する。   

 
104「藤沼湖の決壊原因調査 報告書（要旨）」（福島県農業用ダム・ため池耐震性検証委員会、平

成２４年１月２５日）より 



 

１４５ 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 防災重点農業用ため池の耐震対策の推進 

・ 遠隔監視機器の導入等による管理・監視の強化 

・ 防災重点農業用ため池のハザードマップの作成・周知 

・ 利用される見込みがない防災重点農業用ため池の廃止工事の実施 

○応急・復旧対策 

・ 緊急点検による早急な被害状況の把握 

・ 農業用水を確保するための応急仮設ポンプ等の設置 

・ ブルーシートの設置による被災箇所の保護や排水ポンプ等による農業用ため池の

水位低下など二次災害を防止するための応急対策の実施 

  



 

１４６ 

 

番号 区分 項目 

8.15 その他の被害 海岸保全施設・河川管理施設の沈下等 

 

■被害様相 

地震発生直後 

海 岸 保 全 施 設

等の沈下による

湛 水 被 害 の 発

生 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、海岸保全施設等が沈

下・損壊する箇所が生じる。 

・ 海抜ゼロメートル地帯や地盤沈下により周囲よりも標高が低

い地域等に津波が流入した場合、津波が引いた後も湛水が

継続する。 

・ 沖合に造成された人工島等において、道路等のアクセスルー

トが湛水して使用できなくなり孤立する。 

・ 堤外地等では浸水が発生し、港湾における就労者、来訪者等

が避難を要する。 

・ 浸水域が拡大した場合、移転が必要な被災者数が膨大な数

となる。 

 

おおむね数日後～ 

避難所の不足 ・ 避難者が増加する一方で、利用可能な避難所数が減少し、

避難スペースが不足するほか、衛生環境の確保も困難とな

る。その結果、被災地外への広域避難を余儀なくされる。 

被 災 地 内 の 移

動困難に伴う災

害応急対策及び

日 常 生 活 の 困

難 

・ 物資や人員の被災地への輸送や活動拠点の確保が困難にな

り、救急救助活動の円滑な実施が困難となる。 

・ 医療機関が被災・孤立し、人員参集や血液製剤・医薬品等の

調達が困難となるなどして、災害医療対応を行えない。入院

していた患者の転院が必要となるが、搬送手段の確保が困難

となる。 

・ 湛水エリアが通行できないことによる避難所等への物資配送

が困難となる。 

・ 自宅等で生活可能な人々が、湛水エリアを通行できないこと

により日常生活上で様々な不便が発生する。 

・ 介護施設が被災・孤立し、入所者の避難・生活継続が困難に

なる。 

災 害 応 急 対 策

の活動拠点の不

足 

・ 応援部隊、ライフライン・インフラ等の復旧部隊の駐留場所や

資材置き場、災害廃棄物の仮置場等のオープンスペースが

不足する。 



 

１４７ 

 

インフラ・ライフラ

イ ン 、 産 業 へ の

影響 

・ ライフライン供給施設（発電所、浄水場、下水処理場等）が稼

働を停止し、広域的にライフラインの供給能力が低下する。交

通インフラ（道路、鉄道、港湾等）も浸水被害を受け、広範囲

にわたって通行・利用に支障をきたす。 

・ 製油所・油槽所の機能停止や交通インフラの浸水被害に伴っ

て、燃料供給が停止する。 

 

おおむね１か月後～ ※１年後以降も同様 

復 旧 作 業 の 困

難 

・ 海抜ゼロメートル地帯や、地盤沈下で海水面よりも標高が低

くなった土地を中心に、排水機場も機能を失い排水が困難と

なる。 

・ 埋設管、電柱等の復旧ができず仮復旧が遅れる。 

・ オフィスビルや工業地帯、物流施設等が被災した場合、長期

間にわたって使用不能となることで、経済活動の再開が停滞

する。代替拠点を持たない企業は事業再開が困難となる。 

・ 湛水エリアにおける排水、土地の嵩上げ、海岸保全施設・河

川管理施設の整備等、インフラや建物建設を開始する前の基

盤整備が必要となり、復旧作業の長期化、作業人員の不足、

膨大なコスト等の問題が発生する。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 海抜ゼロメートル地帯等で満潮時や高潮発生時に浸水する地域が生じる。 

・ 浸水が長期化し、避難所を含む居住が困難となる。 

○災害応急対策の困難 

・ 行方不明者が多数発生している地域において、長期湛水により捜索活動に支障が

生じ、更に復旧作業の開始も大幅に遅れる。   



 

１４８ 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 海岸保全施設・河川管理施設の耐震点検、耐震対策・液状化対策 

・ 水門・陸閘等の自動化・遠隔操作化、効果的な管理運用体制の構築 

・ 震災時に避難場所や災害時応急対策活動等の拠点として活用できる河川防災ス

テーション・堤防の整備 

・ 震災時の円滑な緊急物資等の輸送に活用可能な緊急用河川敷道路、船着場等の

整備 

○応急・復旧対策 

・ 浸水しない地域や周辺市区町村における被災者の一時的な生活基盤（仮のまち）

の確保 

・ ＴＥＣ-ＦＯＲＣＥや災害対策用機械（排水ポンプ車等）による支援対策 

・ 排水ポンプ等の排水施設やその機能を支える非常用電源の整備 

  



 

１４９ 

 

番号 区分 項目 

8.16 その他の被害 複合災害（複数の自然災害の同時発生） 

 

■被害様相 

地震発生直後 

複 数 の 自 然 災

害の同時発生に

よる被害の拡大 

・ 風水害等による避難中に地震が発生した場合、避難所の倒

壊や屋内落下物等により人的被害が拡大する。 

・ 堤防や護岸、砂防堰堤等が揺れ・液状化・津波により機能低

下し、台風や集中豪雨による洪水や高潮等を防ぎきれず、建

物被害や死傷者が増加するほか、沿岸部に立地する発電所

等の施設でも被害が拡大する105。 

・ 地震発生時に悪天候であった場合、自宅外への避難行動が

遅れ、津波による死傷者が増加する。 

・ 地震により被害を受けた建築物が、強風等により被害の程度

が増す。 

・ 激しい揺れにより崩壊、または緩んでいた斜面や宅地造成地

が、大雨により崩壊する。 

・ 地震と風水害が重なると、斜面や地盤の崩壊が起こりやすく

なり、孤立する集落が多く発生する。 

・ 地震後に大規模な富士山噴火が発生した場合、首都圏に火

山灰の堆積によりライフライン被害等が広域化し、更に復旧に

時間が要する。 

対応の混乱 ・ 人的・物的資源や活動場所の確保等において、災害対策本

部等の対応体制（地震対応か台風対応か）が混乱する。 

・ 災害応急対策の活動拠点や避難所等が地震による揺れや津

波などで被災しなかった場合でも、風水害等が重なれば拠点

確保が困難となる。 

・ 悪天候により、地震・津波の死者・行方不明者の捜索が困難

となる。 

・ 波浪・高潮・暴風・冠水等により、道路交通や空港・港湾等の

利用が制限され、被災地内での人員・車両・重機等の移動、

また被災地外からの応援が困難となり救急・救助活動が遅れ

る。 

 

 

 
105 令和６年能登半島地震からの復旧・復興の中、令和６年９月２０日からの大雨により、石川県能

登地方では、大雨特別警報が発表されるなど記録的な大雨となり、河川氾濫２８河川、土砂災害

２６７か所が発生し、石川県では死者１５人、住家の全壊が５４棟、半壊・一部損壊が４５５棟、床

上・床下浸水が１,３０９棟等の被害が発生した。また、仮設住宅についても浸水被害が発生した

（６団地（２２２戸）で床上浸水）（令和６年１１月１日時点） 



 

１５０ 

 

・ 悪天候等により、地震で発生した膨大な数の負傷者等の車

両による搬送の遅れ、ヘリコプターによる移動・搬送が困難と

なる。 

熱中症・低体温

症の発生 

・ 火災や津波からの避難先で屋外に長期間さらされることや、

停電に伴う空調停止等により、熱中症や低体温症が発生す

る。 

 

おおむね数日後～ 

繰り返し避難す

る こ と に よ る 心

身の疲労・ストレ

ス 

・ 先に発生した災害で避難した避難所の避難者や、その後に

入居した仮設住宅等にいる被災者が、別の災害によって再

度別の場所に避難することになると、被災者の心身の疲労・

ストレスの増大、健康被害の発生につながる。 

避難所における

感染症 

・ 過密な避難所において感染症の集団感染、食品の衛生環境

の悪化により食中毒が発生することで、罹患者の対応に伴

う、避難所やその運営スタッフ、医療施設や医師・看護師等

のリソースがひっ迫する。 

 

おおむね１か月後～ ※１年後以降も同様 

広域・長期間に

及 ぶ 電 力 供 給

不足による災害

応急対策、復旧

活動の困難 

・ 東京湾沿岸の火力発電所が揺れ・液状化等により広範囲で

同時に電力供給停止するが、渇水が重なることで水力発電

による電力供給量が減少し、内陸部及び被災地外からの電

力の融通ができず停電が長期化する。 

大 地 震 後 の 地

震活動 

・ 活発な地震活動が継続するほか、被災地域においてさらに

大規模な地震が発生した場合、被害が拡大する。 

複合災害による

再度の被害 

・ 土地不足から水害のハザード対象地域に仮設住宅を建設せ

ざるを得なくなり、その後風水害等の被害を受けて再度の避

難を余儀なくされる。 

社 会 経 済 機 能

の復旧の遅延 

・ 先に発生した災害から復旧していた道路や、被災を免れてい

た道路が被災し、物資輸送が遅滞する。 

・ 先に発生した災害から仮復旧・再開していた仮設店舗、市場

等が再度被災する。 

・ 先に発生した災害では被害を免れていた農業や漁業（養殖）

業が、別の災害によって被災し、地域の産業が全般的に停滞

する。   



 

１５１ 

 

【更に厳しい被害様相】 

○より厳しい環境下での被害発生 

・ 複数の災害が同時に発生し、被災地が広域化して相互応援が更に困難となる。 

・ 夏季や冬季において災害後の生活環境が過酷なものとなり、被災者が健康を害し

て死亡する。 

○南海トラフ巨大地震との災害 

・ 安政江戸地震と安政東海地震のように、首都直下地震と南海トラフ巨大地震が短

期間で発生した場合、広域な被災地域で膨大な被災者が発生することによって災

害対応が極めて困難となる上に、全国的に物資が枯渇する。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 各種自然災害への対策の確実な実施 

・ 複数災害による被害の拡大の場合の罹災証明や支援制度の充実 

○応急・復旧対策 

・ ＴＥＣ-ＦＯＲＣＥによる技術支援対策 

・ 複合災害を想定した災害応急対策の検討 

・ 発災後の用地利用等の検討を含む事前の復興計画の策定 

  



 

１５２ 

 

番号 区分 項目 

8.17 その他の被害 治安 

 

■被害様相 

おおむね数日後～ 

避難エリアにお

ける空き巣等の

発生 

 

・ 店員等が避難して不在となった店舗で物品の盗難等の被害

が発生する。 

・ 住民が避難して不在となった住宅への空き巣被害等が発生

する。 

・ 工場や港湾等において、自動車等の製品や、燃料・資材等の

盗難被害が発生する。 

暴行・傷害行為

の発生 

・ 物資が不足している避難所や、生活環境が劣悪な避難所等

において、避難者同士又は避難者と支援者（行政職員やボラ

ンティア等）の暴力事件が発生する。 

悪質商法や義援

金 詐 欺 等 の 発

生 

・ 比較的被害の軽微だった地域を中心に、家屋等の点検作業

を働きかける悪質商法が発生する。 

・ 義援金詐欺による被害が被災地外で発生する。 

性 暴 力 ・ Ｄ Ｖ の

発生 

・ 避難所などでプライバシーを守られないことや、様々な制約や

ストレスが重なることで性暴力やＤＶが発生する。からだを触

る、のぞき、不同意性交等の性暴力のほか、権限のある支援

者から物資・経済的援助の見返りとして性的行為を要求する

「対価型」暴力や、被災者からケアを担当する支援者への性

的嫌がらせが発生する。高齢者やこども（男児を含む。）、男

性も被害にあう。 

デマ等の発生 ・ 人工知能を利用して作成された虚偽の被害状況写真や、数

日後に更に大きな被害が発生するといった不安を煽るデマ情

報が発生・拡散し、被災地の混乱、被災者の疲労につながる。 

・ 虚偽の救助要請情報に対してリソースが割かれ、救急救助活

動が阻害される。 

・ 工業地帯の火災や爆発等に関するデマ情報が発生する。 

・ 首都圏の製造業・加工業が被災することで、全国的な物資の

枯渇を示唆するデマ情報が発生する。 

・ 誤った情報が海外にも流れることで、海外からの信用が低下

し、投資や経済へ悪影響が発生する。   



 

１５３ 

 

【更に厳しい被害様相】 

○二次災害の発生 

・ デマ情報を多数が信じることにより、物資買占め等の混乱や、特定の組織・団体・

企業等及びその構成員に対する暴動等が発生する。 

○災害応急対策の困難 

・ 災害応急対策や復旧・復興の遅れに伴い、被災地全体の治安が悪化する。 

・ 災害からの復旧が遅延した場合、店舗の閉店、商品の不足も広範囲で数日以上に

及び、特に避難所避難者以外の物資購入も困難となって、被災者の不安が増大す

る。これらの事態により、物資の略奪等が懸念される。 
 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 災害時の情報の見極めができるような周知啓発・教育の実施 

・ 虚偽の情報の流布を控えるよう国民向けの情報リテラシー教育、呼びかけ 

○応急・復旧対策 

・ 災害発生直後からの被災地の治安及びデマ等の発出状況に関する監視体制の確

保 

・ 発災後早期に詳細な被害状況を把握することにより、政府による適切な情報発信

(海外向けを含む。）や、ファクトチェック等によるデマの打消しの実施 

・ デジタル技術の活用により国民個人に必要な情報を的確に提供することで、デマ・

誤情報による混乱を抑制 

・ 災害応急対策の迅速化、復旧情報の共有化を図る体制の整備 

・ 全国の警察及び警備事業者等による被災地の治安維持活動 

・ 性暴力・ＤＶ防止に関するポスター等を避難所の見やすい場所に掲示する 

・ トイレ・更衣室・入浴設備を適切な場所に設置し、照明や防犯ブザーで安全を確保

する。 

・ 避難所の巡回警備は２人以上で行う。 

・ 女性用トイレや女性用更衣室には女性が巡回する。 

・ 女性団体等と連携し、女性相談員や女性専用相談団窓口を設置する。 

  



 

１５４ 

 

番号 区分 項目 

8.18 その他の被害 行政の災害応急対策等への影響 

 

■被害様相 

地震発生直後 

庁 舎 の 被 害 発

生 

・ 神奈川県の広い範囲、千葉県南部、東京湾沿岸部に至る範

囲で震度６強～７の強い揺れとなり、庁舎の被災や停電等に

より災害対応機能が停止する市区町村が増加する。 

・ そのため、国及び都県が主体的に応急対応を行う必要があ

るが、特に神奈川県庁や千葉県庁は強い揺れに見舞われる

ために、十分な災害対応体制が取れず、初動が大きく遅れ

る。 

・ 庁舎の倒壊の可能性がある場合、災害対策本部を別途設置

する必要がある。 

・ 代替施設への移転作業により、作業量が増加する。 

電源や通信の喪

失による業務の

混乱 

・ 非常用電源が確保できないことにより、電話等による通信が

できなくなるほか、庁舎内ネットワークがダウンし、各種証明書

の発行や情報発信ができなくなるなど、業務が大混乱する。 

通信途絶による

災 害 応 急 対 策

の遅れ 

・ 被害情報収集、情報伝達、他市町村との情報交換ができなく

なる。 

・ 連絡系統の不具合により住民等への適切な情報伝達等の初

動対応が困難となる。 

・ 災害情報の収集・整理がままならず、適切な対応ができない。 

・ 発災直後から各機関・マスコミのヘリコプターなどが活用され

るが、被害の全体像の把握に時間を要するなど、効率的な情

報共有ができない。 

職員の被災 ・ 庁舎だけでなく、都県や市区町村職員等の自宅も強い揺れ

や津波に見舞われるため、行政機関の災害対応要員の不足

が深刻化する。 

・ 初動期に情報収集を行うべき自治体職員の多くが被災し、正

確な情報を早期に収集することができない。 

・ 首長、幹部職員等の被災による指揮命令権者の不在により、

災害対応や平常時業務が混乱する。   



 

１５５ 

 

人的・物的資源

の不足 

・ 膨大な量の災害応急対策業務に対して国・自治体の職員や

資機材の絶対数が不足し、初動や復旧の対応に遅れが生じ

る可能性がある。 

・ 防災部局以外の部局も含め、全庁的に対応する必要が生じ

る。 

・ 被災地全体で救助・救命のリソース不足が発生する。 

避 難 所 設 置 の

困難 

・ 職員の被災や道路の途絶、避難所自体の被災により避難所

の設置・運営ができなくなる。 

 

おおむね数日後～ 

庁舎の被害によ

る業務への支障 

・ 庁舎の被害に伴い代替施設に移転した場合、従前と執務環

境が異なることにより、業務効率が低下する。 

人的・物的資源

の不足等 

・ 膨大な量の災害応急対策業務に対して国・自治体の職員や

資機材の絶対数の不足が継続する。 

・ 各自治体では全庁をあげて対応されるが、県内外の地方公

共団体からの支援が必要不可欠となる。一方で、応援職員の

不足や被災に伴う交通事情の悪化等に伴って、外部からの応

援を十分に得られない自治体も生じる。 

・ 全国から応援職員や災害ボランティア等が現地入りするが、

宿泊先の確保等が難しい場合、被災地域から離れた場所を

拠点として活動せざるを得ず、可能な支援が限定的になる。 

・ 応援が到着しても、応急対応に係る大量の業務に追われてい

ることから、応援の効率的な活用に向けた差配が困難となる。

また、活動場所や宿泊先等の確保が困難であり、長期間の活

動が困難となる。 

・ 自衛隊・警察・消防等の部隊は、救助活動を実施する場所の

調整や各自が所有する特殊車両（重機、水陸両用車等）を生

かした活動など、各種の連携を行って活動しているが、連携

が十分でない場合には救助等の効率が低下する場合があ

る。 

・ インフラやライフラインの応急復旧について、リソース不足によ

り、復旧までの期間が長期化する。 

・ 共働き世帯の増加に伴い、被災中の育児等に職員の手が取

られ、対応職員が不足する。 

職 員 の 心 身 不

調 

・ 被災自治体の職員は自らが被災者でありながらも災害応急

対策業務に従事することとなり、心身の負荷が高まるため、過

労死やメンタルヘルス不調等のリスクが生じる。 



 

１５６ 

 

土地の不足に起

因する復旧・復

興の遅れ 

・ 土地不足のため、応援が到着しても資機材置き場が不足し、

仮設住宅建設や復興住宅の建設用地、災害廃棄物の仮置場

等も不足することで、復旧・復興が遅滞する。 

 

おおむね１か月後～ 

庁舎の被害によ

る業務への支障 

・ 通常業務及び復旧・復興業務で庁内の作業量が増大する一

方で、庁舎の再建が進まず、執務環境が整わないために業務

の遅延、職員の疲労につながる。 

 

【更に厳しい被害様相】 

○より厳しい環境下での被害発生 

・ 執務中に発災し、耐震化が未了の庁舎に強震動による倒壊が起こった場合、多く

の職員が被災し、十分な体制が確保できず災害応急対策・通常業務がほぼ完全に

停滞する。 

○被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 庁舎の強震動による倒壊、津波による大規模浸水により、多くの職員が死亡し災害

応急対策・通常業務がほぼ完全に停滞する。 

 

■主な防災・減災対策 

○予防対策 

・ 庁舎の耐震化等 

・ 災害に関する教育や訓練等による応援・受援問わず自治体職員の災害対応力の

向上 

・ 実効性のある業務継続計画及び受援計画の策定 

・ 特定の情報通信インフラに依存しない情報共有体制の構築（複数の代替手段；防

災行政無線、衛星通信システム、海上無線基地局等） 

・ 情報収集連絡員及び通信機能の緊急投入等による被災状況の迅速な把握・共有

体制の構築 

・ 非常用発電機の整備、数週間対応可能な燃料の備蓄・優先的確保 

・ 地域ブロック全体が広域的に被災することを前提としたより広域的な共助システム

の構築（具体的な支援及び受援計画の策定等） 

・ 各防災機関における人員の確保、食料や水等の備蓄、業務継続計画の策定 

・ 自治体連携のみならず、企業・ボランティアなどの活動も考慮した広域応援体制の

構築 

・ 遠隔で早急に高精度な被災情報収集を行うための、次世代通信網の構築 

  



 

１５７ 

 

○応急・復旧対策 

・ 国・自治体及び防災関係機関のバックアップ機能の強化 

・ 各防災機関における対策本部の設置 

・ 緊急災害現地対策本部等と自治体や関係機関等との連携の強化、自衛隊・警察・

消防等各実動機関の連携強化 

・ 国による応援組織の充実強化、資機材や装備品等の充実、地方公共団体に対する

応援体制強化 

・ 緊急消防援助隊の体制整備等による救急･救助体制の充実 

・ 通常業務を継続するための臨時雇用の体制の検討 

・ 被災者等への適切な情報集約・提供の仕組みづくり（各地区での情報集約・提供

の体制の整備等） 

・ ソーシャルメディア等の効果的な活用による広報 

・ 外国を含むメディアへの適切な広報体制の構築 

・ 自治体における業務継続計画や避難計画、避難所の運営方針の策定 

・ 自治体における民間事業者との日ごろからの情報共有及び連携 

・ 復旧・復興のための資機材の集積や支援部隊の活動拠点となる場所の確保（国に

よる確保の支援を含む。） 

・ 被災自治体職員及び応援職員が心身共に健康を維持しながら災害対応にあたる

ための体制確保 

・ 情報通信技術を活用した被災地外からの応援手法の検討 

・ 民間や自治体同士で共通基盤化した情報共有システムの構築 

・ デジタル技術を使いこなせる人材の育成や、発災時にデジタル支援を行うチーム等

の発足 

・ 基盤的防災情報流通ネットワーク（ＳＩＰ４Ｄ）や新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ-

ＷＥＢ）等のデジタルツールの活用 

・ 発災時の用地利用等の検討も含めた復興計画の策定 

・ 発災時のデジタル技術活用を阻害するような規制の緩和 

 



 

１５８ 

 

番号 区分 項目 

9.1 経済的な被害 民間部門 

 

①直後～数か月 

■被災地における被害の様相 

被害の様相 

建物・資産の被

災、喪失 

資 産 価 値 の 下

落 

＜直後～数週間後＞ 

• 地盤の弱い地域や沿岸部に立地した工場等の施設が、揺れや

津波により大きな被害を受ける。 

• 損壊・喪失した多くの施設・設備の復旧に多額の費用が必要

となる。 

• 人命が損なわれないよう、変形することで揺れのエネルギーを

吸収するように設計されている建物もあることから、オフィスが

使用できなくなる程度まで損傷する場合がある。 

＜数週間後～数か月後＞ 

• 太平洋沿岸の低地部・埋立地等を中心として液状化が発生し

た地域や津波による浸水被害が発生した地域では、不動産価

格が下落する。 

 津波被害を免れた地域で集団移転等の需要により地価が

上昇する等、被災地域と被災を免れた地域で不動産価格

の動向が二極化す場合がある一方、被災を免れた地域で

も波及影響によって地価が低下する場合もある。 

• 膨大な建物等の被害に対して建設業の人的リソースが不足

し、被災した施設・設備の復旧が進まない。 

• マンション等の区分所有建物で被災後の再建に向けた合意形

成（決議）ができない場合には、建替えや大規模修繕が行え

ず、不動産価格が下落する。 

生産・サービス

低下による生産

額の減少 

＜直後～数週間後＞ 

• 工場や従業員等が被災し、生産力や生産額が減少する。 

• 横浜・川崎の湾岸では重化学工業、そのほか震度 6 強の地域

では、自動車や精密機器産業等が発展しており、これらの製造

業への影響が大きい。 

• 千葉県の湾岸部では一部鉄鋼業や石油化学工業等に影響が

生じる。 

• 千葉県南部では漁業への影響が大きい。 

• 指定公共機関となっている流通小売各社は、被災地に必要な

物資が輸送されるよう努めるものの、緊急交通路を通行でき

る緊急通行車両標章が交付されていないと、店舗への輸送ま

では十分に行えず、営業再開が遅れる。 

 

 



 

１５９ 

 

被害の様相 

• 緊急交通路の利用が可能であれば、全国にスーパーマーケッ

トやコンビニエンスストアなどのメガチェーンを構成する小売事

業者は、全国に複数の物流センターを配置しているため、一部

の物流センターが被災した場合であっても、被災地外の物流

センターを経由する物流ルートを活用することで、早期に販売

を再開できる可能性がある。 

• 震災後しばらくは緊急輸送への対応が優先されるため、小売

事業者による商品の調達や配送が滞り取扱量が限定される。

このため、一般的な食料品をはじめとして日常的に購入できて

いたものも、しばらくは購入しにくい状況が続く。 

• 個人営業等の小売事業者では、オフィスや店舗等の耐震化が

不十分な場合も多く、膨大な建物・設備及び在庫資産が被

災・喪失し、回復までに数か月以上を要する可能性がある。 

• 施設建物の点検や復旧に時間を要すると、その間は従業員も

就業が困難になる。 

• 従業員が疎開することや通勤の手段である鉄道が停止するこ

とで、労働力が不足する。働き口の不足によって、人口が被災

地外に流出する。 

• ライフライン、特に水や電気の被災により、工場等の再開が困

難になる。 

• 被災により、従業員の参集・出勤や、原材料・燃料の輸入・輸

送、生産物の輸出・輸送が行えず、事業継続が困難となる。 

• サプライチェーンを構成する他の企業の事業継続が困難となっ

た場合、代替調達先を確保できないと、生産力や生産額が回

復しない。 

＜数週間後～数か月後＞ 

• 被災した施設の復旧に時間を要する場合や代替生産が行わ

れた場合のほか、被災者の疎開や通勤するための鉄道が休止

している等の理由で労働力の確保が遅れる場合には、生産額

が更に減少する。 

• 働き口の不足によって人口流出が生じており、生産力の回復

に必要な労働力が不足する。 

• 生産力の低下により、顧客離れが進行し、需要の低下を招く。 

• 特に中小企業ほど被災した場合に回復するだけの資金や人材

にかける可能性がある。 

電 力 の 供 給 力
低下に伴う需要
抑制 ※等による

影響 
 
※節電要請、計画

停電等 

＜直後～数週間後＞ 

• 川崎市沿岸や市原市・袖ケ浦市の発電所が震度６強の地点に

立地しており被害を受ける可能性がある。このため、施設被害

に伴って、電力の供給力が低下し、電力需要の抑制が必要と

なる場合がある。 

 

 



 

１６０ 

 

被害の様相 

• 電力需要の抑制により、工場稼働率が低下し、生産額が減少

する。自社の生産額が低下するだけでなく、サプライチェーンを

構成する他の企業の生産額低下にもつながる可能性がある。 

• 電力需要の抑制により、電力以外の交通インフラ・ライフライン

の利用にも支障が生じ、生産に支障を来す可能性がある。 

＜数週間後～数か月後＞ 

• 電力需要の抑制による営業時間短縮、電力使用の自粛等によ

り生産額が減少する。 

• 発電所の施設の復旧に時間を要し、電力需要の抑制が引き続

き必要になる。 

観光・商業吸引

力の低下等 

＜直後～数週間後＞ 

• 観光・商業施設の損壊、交通アクセスの寸断、風評被害により

横浜周辺や湘南地域、箱根、千葉県南部等の観光地の観光・

商業吸引力が低下する。 

＜数週間後～数か月後＞ 

• 復旧・復興の遅れや風評被害等の影響が長期化し、他地域へ

の顧客流出、観光自粛等による損失が増加する。また、風評被

害等の影響の長期化により、訪日外国人旅行者数の回復に時

間を要する。 

 

■全国への波及の様相（被災地内外いずれにも生じる事象を含む。） 

被害の様相 

サプライチェー
ン寸断による生
産額の減少 

＜直後～数週間後＞ 

• 特に神奈川県内を中心に重要部品等の生産が停止したり、物

流寸断により燃料・素材・重要部品の調達が困難となったり

し、全国の生産活動が停止・低下する。 

• 特に、限られたメーカーでしか生産されていない重要な素材・

中間材の生産拠点が被災した場合、被災地内・外の関連産業

全体に影響が及ぶ（ダイヤモンド構造）。 

• サプライチェーンを構成する他の企業の事業継続が困難となっ

た場合、代替調達先を確保できないと、生産力や、生産額が回

復しない。 

金 融 決 済 機 能
への影響 

＜直後～数週間後＞ 

• 神奈川県や千葉県南部の個別の金融機関の支払不能、特定

の市場または決済システムの機能不全等による債務不履行等

の影響が、他の金融機関、市場、さらに金融システム全体に波

及する可能性がある。 

• キャッシュレス決済の機能不全等により、現金以外での決済が

困難となるほか、現金を求める人が現金自動預払機（ＡＴＭ）

や金融機関の窓口に殺到し混乱が生じる。 



 

１６１ 

 

被害の様相 

神 奈 川 県 を 通
過する交通網の

寸断 

＜直後～数週間後＞ 

• 国内の大動脈であり、神奈川県を横断する東名高速道路・新

東名高速道路及び東海道新幹線が通行止めとなる。 

＜数週間後～数か月後＞ 

• 東名高速道路の迂回には中央高速道路等、東海道新幹線の

迂回には空路、北陸新幹線等が利用されると考えられるが、代

替ルートにて恒常的に渋滞・混雑等が生じ、経済活動全体の

効率性が低下する。 

消 費 マ イ ン ド ・
サービス産業の
低迷 

＜直後～数週間後＞ 

• 買い控え等の自粛行動が生じ、商業・観光サービス業の売上

が低下する。 

• 被災地内外を問わず、訪日外国人旅行者の日本離れが発生

し、観光関連に伴う消費が低下する。 

＜数週間後～数か月後＞ 

• 復旧・復興に向けた需要の高まりによって、買い控え等の現象

は徐々に解消される。 

• 「日本離れ」以降、我が国の「日本離れ」のイメージが回復せ

ず、外国人観光客数の回復には時間を要する可能性がある。

旅行関連産業への打撃、ひいては我が国としての観光収入の

低下につながる。 

特 定 商 品 の 価
格の高騰 

＜直後～数週間後＞ 

• オンリーワン企業の被災による供給力の低下、流言等の影響

により各地で買占めが行われ、特定商品の価格が高騰する。 

• 食料品等の供給力低下に伴う品不足により、価格が高騰す

る。 

＜数週間後～数か月後＞ 

• 供給力の低下や流言の影響による買占めや価格の高騰は

徐々に収束するが、オンリーワン企業の被災による商品の価格

の高騰は数か月以上継続する。 

• 復興に必要な建築・建設のための資材や人件費の高騰が全国

的に波及する可能性がある。 

• 疎開する被災者が多いと、全国的に宿泊場所の減少等の混乱

を生じる可能性がある。 

株 価 等 の 資 産
価格の下落、金
利変動等 

＜直後～数週間後＞ 

• 日本企業に対する信頼が低下した場合、株価が下落する。 

＜数週間後～数か月後＞ 

• 株価等の資産価格の下落等が生じた場合、資金調達コストが

増大すること等により、企業の財務状況の悪化や倒産等の増

加につながる。 



 

１６２ 

 

被害の様相 

海 外 法 人 の 撤

退 

＜直後～数週間後＞ 

• 被災地や電力需要の抑制が実施される地域を中心に、外国人

の従業員が帰国し、労働力が不足する。 

• 日本に拠点を置く外資系企業等が、拠点の一時閉鎖や社員の

国外移転・広域避難に踏み切る。 

＜数週間後～数か月後＞ 

• 日本に対する信頼が低下した場合、海外から日本への投資が

減少する。 

 

②数か月～数年 

■被災地における被害の様相 

被害の様相 

商店・企業の撤

退・倒産 

＜数か月～１年後＞ 

• 被災した企業のうち、実効性のあるＢＣＰを策定していない企

業を中心に、事業の継続・再開が困難になる。 

• 工場等の喪失により、経営体力の弱い中小・零細企業が倒産

する。 

• これらの企業の撤退・倒産が地域経済全体の地盤沈下につな

がり、地域の復旧・復興の遅滞につながる。 

＜１年～数年後＞ 

• 被災地外や海外に撤退した機能が震災前の水準まで回復せ

ず、地域経済が地盤沈下したままになる。 

＜数年後～＞ 

• 復旧が進まない場合、被災地域では中小企業の財務状況がよ

くならず企業の廃業が続く可能性がある。 

雇 用 状 況 の 変

化 ・ 失 業 の 増

加、所得の低下 

＜数か月～１年後＞ 

• 工場等の移転、事業撤退、倒産等により、首都圏ひいては国

内全体の雇用環境が悪化し、失業者が増加し、所得が低下す

る。 

• 発災を機に日本に居住していた外国人が帰国し、労働力の確

保が困難となる。 

• 首都圏の物価水準が高いことから、被災者を中心に相対的に

地震前よりも相対的に生活必需品の購入が困難になる。また

物価水準の低い地域に移住する人々も現れる。 

＜１年～数年後＞ 

• 被災地が復旧したとしても、被災地外や海外に流出した生産

機能等が震災前の水準まで回復せず、雇用環境が改善されな

い。 

• 発災前から過疎化が見られた地域においては、被災地外に疎

開した人口が回復せず、労働力の確保が困難となる。 



 

１６３ 

 

被害の様相 

• 復旧・復興に時間を要することで雇用の維持が難しくなると、

外国人労働者のように雇用が不安定な者は、離職につなが

る。 

• 日本で就労する外国人が減少し、労働力の確保が困難とな

る。 

＜数年後～＞ 

• 復旧が進まない場合、被災地域における中小企業の廃業や大

企業の生産拠点の被災に伴う地域外への流出に伴い、雇用先

の喪失により失業率の高止まりや地域外への人口流出が続く

可能性がある。 

生 産 機 能 の 域

外、国外流出 

＜数か月～１年後＞ 

• 海外への調達先の変更、工場の海外移転により、生産品の国

際的なシェアが低下する。 

＜１年～数年後＞ 

• 被災地外や海外に流出した需要が震災前の水準まで回復せ

ず、国際競争力が低下する。 

＜数年後～＞ 

• 復旧が進まない場合、被災地域における中小企業の廃業や大

企業の生産拠点の被災に伴う地域外への流出に伴い、雇用先

の喪失により失業率の高止まりや地域外への人口流出が続く

可能性がある。 

国際的競争力・

地位の低下 

＜数か月～１年後＞ 

• 自動車産業等の被災により、海外での日本製自動車のシェア

が減少する。 

• 国内有数の港湾である横浜港、川崎港（国内に５港ある国際

戦略港湾のうち２港）の機能が低下し、国際港湾としての地位

が低下する。 

＜１年～数年後＞ 

• 長期間にわたる生産活動の低下や海外貿易の停滞により、海

外からの需要取引先・投資先としての競争力が低下した状態

が続く。 

• 国内港湾の国際港湾としての地位の低下傾向が継続する。 

＜数年後～＞ 

• 復旧が進まない場合、長期間にわたる生産活動の低下や海外

貿易の停滞により、海外からの需要取引先・投資先としての競

争力が低下した状態が続く。地震発生前の水準まで回復せ

ず、我が国の国際競争力の不可逆的な低下を招く可能性があ

る。 



 

１６４ 

 

被害の様相 

復 興 投 融 資 に

伴 う 生 産 誘 発

効果 

＜数か月～１年後＞ 

• 震災後の混乱が落ち着き、地域の復興に向けた取組が進む

中、復興のための投融資による生産誘発効果が徐々に顕在化

する。 

• 一方、建設業等の労働力不足が顕著になった場合、損壊した

公共施設等の復旧、住宅や企業、工場・設備等の再建が難し

くなり、生産誘発効果が十分発揮されない。 

＜１年～数年後＞ 

• 復興のための投融資が本格化し、インフラ・建設関連産業を中

心に生産誘発効果が生じ、景気の押上げ効果が生じる。ただ

し、どの程度の押し上げ効果があるかは、その時々の経済状況

にもよる。 

＜数年後～＞ 

• 復興のための投融資が本格した期間も過ぎているため、数年

後の段階でも震災前の水準に戻らない場合は、地域の復旧は

その後も相当に遅れ。十年以上過ぎても、震災前よりも地域の

総生産は縮小したままとなる可能性がある。 

 

■全国への波及の様相（被災地内外いずれにも生じる事象を含む。） 

被害の様相 

特 定 商 品 の 価

格の高騰 

＜数か月～１年後＞ 

• 食料品や生活必需品の供給低下が長期化する場合、被災地

外においても品不足、価格の高騰が継続する。 

資 金 調 達 の 困

難化 

＜数か月～１年後＞ 

• 株価等の資産価格の下落等が生じた場合、資金調達コストが

増大すること等により、企業の財務状況の悪化や倒産等が増

加する可能性がある。 

＜１年～数年後＞ 

• 株価等の資産価格の下落や信用スプレッドの拡大等が長期化

した場合、景気への影響が拡大する。 

• 企業の財務状況が悪化した結果、債務不履行が増大すること

により、経済に混乱をきたす可能性がある。 

• 長期的な税収の減少につながり、復旧・復興に要する財政出

動と併せて、国や地方公共団体の財務状態が悪化する。これ

により、通常の財政活動・財政運営に大きな影響が生じるよう

な事態が生じかねない。 

＜数年後～＞ 

• 復旧が進まない場合、財務状況が悪化した企業の破産等が相

次ぐ可能性がある。また国や地方公共団体の財務状態の悪化

が進む可能性がある。 

企 業 等 債 務 残

高の増大 

債 務 不 履 行 の

増加 



 

１６５ 

 

被害の様相 

国 際 的 信 頼 の

低下 

＜数か月～１年後＞ 

• 海外の顧客への商品供給が長期停止し、日本企業に対する信

頼が低下した場合、顧客離れが進行する。 

• 日本の安全性への信頼が低下した場合、海外からの観光目的

や商業目的の来訪者が減少する。 

＜１年～数年後＞ 

• 日本企業に対する信頼の低下が続いた場合、資金調達コスト

が増加する。 

• 国債の格付が低下した場合、国内企業の社債の格付もそれに

連動して低下するため、資金調達が困難になる。 

• 企業に対する悪質なデマが世界中で広まった場合、日本企業

の格付の低下につながる可能性がある。 

＜数年後～＞ 

• 復旧が進まない場合、国内人口の低下の影響もあり、国全体

での総生産が震災前の水準に回復せず、企業や国の信頼の

低下により、資金の調達はさらに困難となり、破綻する企業や

地方公共団体が相次いで発生する可能性がある。 

 

【更に厳しい被害様相】 

〇人的・物的資源の不足 

・ 各企業とも自社の被害の全体像を把握するのに手間取り、復旧の効率が低下す

る。 

・ 長期間の出勤困難により、企業の事業継続が困難となる。 

〇より厳しいハザードの発生 

・ 長周期地震動等により都心部の揺れがより激しい場合や電力の供給力低下に伴

う需要抑制が行われた場合などには、各社の本社機能により大きな支障が生じ、国

内の経済活動がより停滞する可能性がある。また、首都高をはじめとした交通イン

フラにも大きな支障を通じて、東京を中継点とする人流・物流に大きな影響を及ぼ

す。 

・ 東京湾周辺地域の揺れが激しく、液状化等による港湾の被害が甚大な場合は、東

京湾内の大規模港湾の復旧までに時間を要するため、鉄鋼業や石油化学工業等

への影響がより大きくなるほか、東京湾を経由した物流への影響も大きくなる。 

・ ライフラインや交通インフラの被害が大きい場合であって、避難者や帰宅困難者が

多数発生したときには、その影響により、企業が正常な活動を行うためのあらゆる

資源が不足する。 

 

 



 

１６６ 

 

・ 津波被害が予想以上に大きい場合、相模湾や千葉県南部の被害は非常に大きく、

特に相模湾岸の人口密集地域や千葉県等の入り組んだ湾岸部で多数の死傷者が

生じ、復旧に多大な時間を要する可能性がある。また、漁港等での被害も大きくな

ると予想される。 

・ 地震動によっては、想定しているよりも建物が多く倒壊し、多くの火災を発生する

場合もあり、その場合は経済的な被害もより深刻になりうる。また復興の動きが想

定よりも進まず長期化した場合、経済的な影響はより深刻になる。 

〇より厳しい環境下での被害発生 

・ 神奈川県や千葉県内に居住し、東京都内で勤務している場合、特にリモートワーク

ができない業種等では、ライフライン等が復旧しても、鉄道の運行が再開するまで、

従業員等が通勤できないため、企業活動に支障が生じる 

〇被害の拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 基幹となる光ファイバー回線等が損傷した場合、インターネットへの接続ができない

地域が発生し、企業によっては回線等の復旧までの間、十分にデータが利用できな

くなる。 

 

■主な防災・減災対策 

〇予防対策 

・ ＢＣＰの策定及び検証等を通じたＢＣＰの実効性の向上 

・ サプライチェーンを構成する企業間での連携のとれたＢＣＰの作成や訓練等を通じ

たサプライチェーンの強靱性の確保 

・ 道路・鉄道等の交通インフラ、ライフライン等の耐震化、老朽化対策 

・ 基礎自治体から企業への発災時の情報共有のため、平時からの企業とのチャンネ

ルの準備 

・ 港湾の耐震化、港湾ＢＣＰ・広域港湾ＢＣＰの策定・適切な見直し及び訓練の実施、

航路の早期啓開対策等 

・ 羽田空港の液状化対策 

・ 企業等における緊急通行車両標章の事前交付申請のオンライン化や一括して標章

を受ける等の手続の簡素化等 

〇応急・復旧対策 

・ 被災地域の金融機関への現金調達の支援 

・ 被災した企業への早急な復旧に向けた適切な支援 

・ 適切な被災情報の発信による国際的信頼低下の回避 

  



 

１６７ 

 

番号 区分 項目 

9.2 経済的な被害 準公共・公共部門 

 

■被災地における被害の様相 

被害の様相 

ラ イ フ ラ イ ン 施
設の被災 

＜直後～数週間後＞ 

• ライフラインが損壊し、復旧に多額の費用が必要となる。 

• ライフライン寸断に伴い生産活動が低下する。 

• 広域かつ大規模な被災により、一つのライフライン施設を稼働

させるために必要な他のライフラインが稼働できないことで、各

ライフライン施設が復旧できない106。 

＜数週間後～数か月後＞ 

• 応急復旧措置等にかかるコストの増加により、ライフライン事

業者の経営状況が悪化する。 

公 共 土 木 施 設
等の被災 

＜直後～数週間後＞ 

• 交通施設等が損壊し、復旧に多額の費用が必要となる。 

• 被災した交通施設等が復旧するまでの間に、移動の取止めに

伴う機会損失、迂回コスト、渋滞等に伴う時間損失が生じる。 

＜数週間～数か月後＞ 

• 交通施設等の寸断に伴う影響が継続する。 

＜数か月～数年後＞ 

• 交通施設等の復旧が遅れた場合、更に影響が継続・拡大す

る。 

農 林 漁 業 関 連
インフラの被災 

＜直後～数週間後＞ 

• 千葉県南部を中心に農林用地及び農業・漁業用設備の損壊、

津波による農地の塩害、養殖筏の流失被害が生じる。 

＜数週間後～数か月後＞ 

• 損壊した農地や漁業用設備、塩害を受けた農地等の復旧に長

時間を要し、農林漁業の生産額が減少する。 

人口・産業流出 
税収入の減少 

＜数か月～数年後＞ 

流出人口や産業機能の回復が図られず、税収入が減少する。 

＜数年後～＞ 

• 復旧が進まない場合、地域経済の縮小に伴い、人口流出・生

産活動の収縮の悪循環が止まらず被災した地方公共団体の

税収入は大幅に減少する可能性がある。 

 
106 令和４年の明治用水頭首工の漏水事故発生時には、工業用水を利用する工場が操業停止と

なったほか、火力発電所への給水も停止した。本事故時はポンプが設置されて取水する対応が

取られたが、首都直下地震で被災し長期間給水が停止した場合、発電停止に伴いポンプを稼働

させる電力も不足する可能性がある。 



 

１６８ 

 

被害の様相 

被 災 自 治 体 の
財 政 状 態 の 悪
化 

＜数か月～数年後＞ 

• 復旧・復興に要する財政出動により、財務状態が悪化し、通常

の財政活動・財政運営に大きな影響が生じるような事態が生

じかねない。 

＜数年後～＞ 

• 復旧が進まない場合。税収入の大幅減少に伴い被災した自治

体で財政破綻が相次ぐ可能性がある。 

 

■全国への波及の様相（被災地内外いずれにも生じる事象を含む。） 

被害の様相 

国 家 財 政 状 況
の悪化 

＜数か月～数年後＞ 

• 復旧・復興に要する財政出動により、財務状態が悪化する。 

• 被災による企業等に対する災害貸付等を実施するものの、景

気が好転しないことから貸付金の回収が困難となる。またこの

ような財政出動や貸付金の回収困難により、通常の財政活

動・財政運営に大きな影響が生じるような事態が生じかねな

い。 

＜数年後～＞ 

• 復旧が進まない場合、国内の人口減少も影響し、国全体とし

ての税収が減少し、国の財務状態が一層悪化する可能性があ

る。 

国 際 的 信 頼 の
低下 

＜数週間～数年後＞ 

• 海外からの信頼が低下した場合、海外からの資金調達コスト

の増大等の影響が生じる。 

＜数年後～＞ 

• 復旧が進まない場合、国際的信頼の低下が継続・増大し、国

内経済に広く影響が及ぶ可能性がある。 

 

【更に厳しい被害様相】 

〇人的・物的資源の不足 

・ 避難者が被災地域に戻らず、必要な労働力を確保できなくなる。 

〇より厳しいハザードの発生 

・ 被災地域での被害が予想より大きい場合、インフラやライフラインの復旧にもより多

くの時間を要し、労働力もより減少するため、被災地域での産業活動の回復により

長期的な時間を要する。また、その影響で、税収が減少し、復旧・復興費の増大と

併せ、国や地方公共団体の財務状態がより悪化する。 

 

 

 



 

１６９ 

 

〇被害拡大をもたらすその他の事象の発生 

・ 地震に併せて、国際的に日本の信頼を低下させるような事故等が発生すれば、日

本への信頼の低下が一層低下し、外国人投資家の引上げに伴う株価の低迷、日本

の信用格付けの低下による国債等の利回りの上昇等、経済的な悪影響が更に増

大する。 

 

■主な防災・減災対策 

〇予防対策 

・ 道路・鉄道等の交通インフラ、ライフライン等の耐震化、老朽化対策 

・ 首都圏内での移動・物流等の確保、または、首都圏を迂回するための交通インフラ

の整備 

・ 企業等における緊急通行車両標章の事前交付申請のオンライン化や一括して標章

を受ける等の手続の簡素化等 

・ 財政の健全化 

〇応急・復旧対策 

・ 被災した企業への早急な復旧に向けた適切な支援 



 

１７０ 

 

 

 



 

１７１ 

 

■ 参考：行政の対応シナリオ 

 
地 震 直 後 の 対

応 

○初動体制 

・ 政府緊急参集チーム参集、緊急災害対策本部の設置 

・ 被災した都府県庁等にリエゾンを派遣 

・ 緊急災害現地対策本部の設置 

○情報収集・伝達及び広報 

・ 地震防災情報システム（ＤＩＳ）による被害推計結果を伝達 

・ 国内外への情報発信 

・ マスコミ等に国民への適切な情報提供を要請 

・ 情報通信手段の確保支援（国所有の通信機器の貸与、事業

者への確保要請） 

・ 避難生活時の医療・健康上の留意点を周知 

○捜索・救助 

・ 警察災害派遣隊、緊急消防援助隊、自衛隊・海上保安庁の

部隊の派遣 

・ 捜索救助のため各機関ヘリコプター等の派遣 

○救急・医療活動 

・ ＤＭＡＴ派遣要請 

○広域派遣 

・ 防災ヘリコプター及びＴＥＣ-ＦＯＲＣＥの派遣 

○交通・土木インフラ等の被害状況の把握、復旧対応 

・ 道路・橋梁・空港・港湾の被害状況把握 

・ 道路啓開（応急復旧作業の開始） 

○ライフライン対応 

・ ライフライン被害状況を把握 

○物資・燃料等の輸送、供給対策 

・ 業界団体等に物資・燃料等の調達・輸送手段の確保依頼 

○特別な配慮が必要な人等への対策 

・ 必要に応じて金融上の措置等について検討 

○海外からの支援申入れの受入れ 

・ 救助部隊の受入れ調整 

・ 支援物資の受入れ調整 

・ 義援金の受入れ調整   



 

１７２ 

 

1 日後の対応 ○広域派遣 

・ 応援要員の広域派遣（国、都道府県） 

・ ヘリコプター等による広域医療搬送 

・ 被災地への医師・保健師等の派遣 

○物資等の調達 

・ 建設業協会等と復旧工事に係る人員や資機材等を調整 

・ 医薬品や発電所の燃料等の調達 

・ 広域の停電に対応するため、病院、ライフライン機関等への

燃料の供給 

○避難生活、特別な配慮が必要な人等への対策 

・ 食料、生活物資を輸送 

・ 配慮が必要な避難者のホテル・旅館等での受入れ協力の要

請 

３日後の対応 ・ 応急危険度判定士の派遣（都道府県） 

・ 被災者向けの情報発信手段としての臨時災害放送局（災害

ＦＭ）の設置申請を許可 

・ 業界団体等に仮設住宅の大量供給を要請 

・ 児童福祉関係職員を派遣する等の対応について調整 

・ 女性や子育てに関するニーズへの配慮を県等に依頼 

・ 被災地外に対し、被災市区町村の災害廃棄物の処理の協力

要請 

・ 災害廃棄物仮置場の確保、住民周知、開設・管理・運営 

１週間後の対応 ・ 被害認定調査、罹災証明の発行、復旧活動の本格化 

・ 広域避難の受入れ先における費用の取扱い等について周知 

・ 賃貸型応急住宅（みなし仮設住宅）の適用 

・ 被災者向けの賃貸住宅等の情報提供 

・ 建設型応急住宅の建設準備等 

・ 避難所の生活環境調査 

・ 災害廃棄物の処理方針等の策定 

１か月後の対応 ・ 復興計画の策定等のノウハウを持つ職員の派遣調整・復興

計画の検討 

・ 災害関連死の認定基準等に係る助言 

・ 広域応援に基づく災害廃棄物処理等の調整 

・ 建設型応急住宅の供給、情報提供 

 


